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平成２７年 決算審査特別委員会会議録（第２日） 

 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           河野 隆子    副委員長   三宅 良矢 

  委  員   北村  孝    委  員   藤田  茂 

  委  員   和田 善臣    委  員   高迫千代司 

   

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        和田 吉衛   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室長       原田  毅   町長公室次長      柏原 憲一 

  住民部長        前田 忠嘉   健康福祉部長      萬野 義則 

  産業まちづくり部長   藤田  裕   

  （教育委員会教育部） 

  部長          長屋 孝之    理事         土居 正幸 

  消 防 長        森野 博志    消防次長       山田 忠志 

   

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

    事務局長     阿児 英夫 

    主  幹     藤原 直臣 
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 （会議の顚末） 

委員長（河野隆子委員長） 

 皆さん、おはようございます。それでは、きのうに引き続きまして決算審査特別委員会

を再開いたします。 

（「午前１０時００分」再開） 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 本日は、７４ページから８３ページの第４款「衛生費」について、担当課の説明を求め

ます。座らせていただきます。 

（担当課：説明） 

委員長（河野隆子委員長） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ７６ページの健診の費用が出ているんですが、忠岡町の受診率ですね、特定健診でいえ

ば。それはどれぐらいになっているでしょうか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東保険課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 特定健診の受診率なんですけれども、平成２６年度で２７．３％、特定保健指導の利用

率が１６．７％となっております。これは法定報告の数字でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 いつも聞かしていただいておりますし、この年度からでしたかね、新しい方をお１人入

れて、電話で連絡をとって、来てくださいというふうになったのは。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東保険課長。 

保険課（東 祥子課長） 
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 昨年度より実施しております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 その頑張っていただいた成果というのは、数字ではあらわれていますでしょうか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 平成２５年度が２３．６％でございまして、平成２６年度が２７．３％ですので、約

４％ふえております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 お１人入れていただいたことで４％引き上がったと。これはこれまでの忠岡町にとって

は大きな成果だというふうに思うんですけれど、過日私、別の会議で河南町の議員に会う

たんです。おたくはどれぐらいやと聞いたら、４２％やと言うてました。やっぱり周りを

調べますとね、頑張っていただいてるんですが、まだまだ忠岡は低いほうのところです

ね。これを引き上げていくということについては、お１人入れて電話していただいている

んですけれど、それ以上に引き上げる手法というのはあるんでしょうか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 やはり平成２０年度からこの制度というのは始まっておりまして、啓発等は行っておる

ところなんですけれども、まだご存じでない方ですとか、お若い方はお昼の時間帯には行

けないとかという方もおっしゃいますので、まずは啓発、知っていただくことが必要とい

うことを思っておりますので、平成２７年度につきましては未受診の方に、今までは封書

でのご連絡をさせていただいたんですが、封書ではあけないということもございますの
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で、はがきの形に変更いたしました。それをこの９月末に送りましたので、それについて

ものすごく反響がございまして、保健センターのほうが、ちょっと受付のほうが困ってい

るというような感じのことも起こっているんですけれども、反響がまずございました。 

 あと、受けていただく機会をふやすということで、平成２７年度からは日曜健診を１日

持ちまして、様子を見ようということでしております。秋の健診の受け付けが始まってお

りますが、もうそれも満杯になっておりますので、来年度につきましてはその機会もふや

していくという方向で考えております。それと、健診の回数も、昨年度からは２日、日に

ちをふやしておりますので、そちらのほうも受ける機会をふやすということを１つの方策

と思われますので、検討していきたいと思っております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今、お話を聞かしていただいて、努力はしていただいているということはよくわかりま

した。日曜の分というのはもう既にやられたんでしょうか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 １１月の１５日に実施予定でございますので、まだ行っておりません。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そしたら、そういう努力をされて、この２５％をどれぐらいまで引き上げようという今

の予測といいますか、それはお持ちなんでしょうか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 今年度は３０％を超えるという目標を一応持ちまして、行っております。 
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委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 先ほどの質問ですが、超えそうですか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 ちょっとまだはっきりと申し上げられないんですけれども、超えてくるんではなかろう

かと思われます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ノルマと言うたらあれですけど、あと何件ぐらいで超える予定ですか。３０％を超えよ

うとしたら、あと何人受けていただいたらいいということで。 

保険課（東 祥子課長） 

 あと５０人ですね。５０人はふえておりますので、去年のベースからしましたら、１０

０人超えましたら３０％を超えてまいります。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 その分母の数というのは何人になるんですか。実数として今の忠岡でいうたら。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 本年度ベースで３，０４７名でございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 わかりました。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 他に、ご質疑ありませんか。北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 ７６ページの委託料で乳がん検診委託料ですけども、主要な施策の成果を見ますと、乳

がん検診、マンモグラフィー６２７人、２４．７％ということで、資料をいただいていま

すけども、平成２５年に比べると受診率も上がっているようですね。２５年で２１．９％

ですから。それと、乳がん検診のその下のエコー検査、これは町独自でやっていると聞い

ているんですが、３０歳から３９歳までですかね、以下の方の乳がん検診がこのエコーの

ほうに入るんですか。 

保険課（東 祥子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 そうでございます。 

委員（北村 孝委員） 

 わかりました。いわゆる４０歳からの国制度で、１０歳刻みやったか５歳刻みやった

か。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 ５歳刻みです。 

委員（北村 孝委員） 

 すみません、委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 ５歳刻みで、このいわゆる無料クーポン券を送付されて、対象の方に送付されて検診し

ていただいてるんですが、数は多くないんですが、身体障害者、特に下肢の方は、このマ

ンモグラフィーをできないということで、エコー検査になるわけです。そうなりますと、

一部負担、５００円ですけども負担していただくと。この金額云々ではないんですが、せ

っかく国の制度として無料クーポン券をいただいているのに無駄になるということで、こ

の辺の救済といいますか、何とかこういった方も、マンモグラフィーは受けられなくても

エコー検査で無料クーポン券を使えるような形に救済といいますか、考慮していただける

ようなお考えはないでしょうか。 

保険課（東 祥子課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 東課長。 

保険課（東 祥子課長） 

 今現在におきましても、４０歳以上でマンモグラフィー検査をできない方、障害者の方

ですとか、ペースメーカー等、入られていて引っ張ることができないとかという方につき

ましては、柔軟にエコー検査でも可というようなことで対応等させていただいております

ので、無料クーポン券につきましては、国の補助金が伴っておりますので、その分には乗

せることができないですけれども、町の単独という形で対応するということについては十

分精査してまいりたいと思いますので。 

委員（北村 孝委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 よろしくお願いします。といいますのは、町内でも私のご近所にも、かなり今も乳が

ん、この間も乳がん、お店を休んでるなあというたら、乳がんになって治療されてると

か、何人かの若い方が長い間の治療にもかかわらずお亡くなりになるというようなことが

非常によくご近所でお聞きしますのでね。やっぱりこういったことは早期発見、早期治療

ということで、そういった方々が少しでも受診率が上がるように、また数少ないそういっ

た、どうしてもマンモグラフィーができない方の救済措置を今後していただいて、受診率

の向上に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ７８ページに、環境衛生費のところで忠岡の斎場なんですけどね、これはよくお聞きさ

せていただいてるんですが、規模からして家族葬あたりがちょうどころ合いでできるんで

はないかなというふうに思ってるんですが、斎場使用と、その他の既設の仕様の違いとい

うのは、お願いしたら大体基本的に全部やってもらえるというようなシステムになってい

ます。忠岡で斎場を使いますと、自治会長さんたちがそういう役割をずっと果たしていた

だいたとかね、そういうようなこともあるんですが、最近はそうでないケースもふえてま
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すので、忠岡町が仮にそのときに雇って、司会その他していただく方がありますね。そう

いう人たちにもう１つ付加価値をつけてもらえば、もっと利用しやすくなるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 吉田住民課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 現在、斎場を利用していただく方につきましては、住民さんのニーズに合うような形で

利用のほうもしていただいてるということで思っております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 その中で、私は１つ例を出したのが、お願いに行けばね、まあ言うたら役所の手続とか

ですね、そういうふうな普通これまで自治会長さんがちょっとやっていただいておったよ

うなやつを、抜けているところがあります。そういうようなところのカバーをしてもらえ

るような運営にならないか。そうすれば、忠岡の斎場で家族葬が手軽にできるんではない

かなというふうに思っているんですけれど、いかがでしょうか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 吉田住民課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 今お聞きしたことにつきまして、今後一度検討してまいりたいというように考えており

ます。 

住民部（前田忠嘉部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 前田住民部長。 

住民部（前田忠嘉部長） 

 今でも当然窓口のほうに死亡診断書を持って、ここから先どうするんやという質問とか

も来たときにはね、当然斎場利用の明細みたいなのがありますよね。パンフレット的なも

のもお渡しし、これについてはこうですよ、こうですよということで、窓口で担当の者が
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わかりやすく今現状はさせていただいております、受け付けの際にですね。 

 それとまた、当然斎場の入り口のところにおきまして、現状、花新さんが入っておりま

すので、そこにもちょっと相談していただいたらということで、その辺のアドバイスは、

自治会は入ってないとはいえ、担当課のほうとしてはしっかりしているように自分は思っ

てますので、その辺ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 葬儀というのは、恐らく初めて体験される方も結構多いと思うんです。慣れてはる方や

ったら段取りはわかりますんでね、役所で聞く、花新さんに相談するで、解決すると思う

んです。私がお聞きしてるのは、そうでない方の需要を掘り起こしていくといいますか、

そうしたことでもっとせっかくある財産を活用していただくということでお聞きさせても

らってるんです。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 今ちょっと私のほうからですね、一度またその辺の今おっしゃっていただいてることに

ついて検討した上で、今後につなげていきたいというように考えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、この斎場を利用するに当たって、このごろ高齢者の方とかね、中には足が悪

い、もっと言えば障害者の方もたくさん利用されるというか、そういう機会がふえてきて

いる状況にあります。ところが、２階の階段というのは結構長くて、それをちゃんと上れ

ないような方も出てきています。まさかあの施設にエレベーターというのは実際は無理だ

ろうと思いますんで、個人用の昇降用のリフトというのがこのごろ階段に併設してついて

ますよね。そういうふうなものが必要な時代に来てるんではないかなというふうに思いま

すが、これはいかがでございましょうか。 
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住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 今、施設的な面を整備を順次行わさせていただいておりますので、全体的な今後、平成

２年から２５年もたっておる施設になってきておりますので、３０年をめどぐらいに全体

的な施設整備ということも考えていきたいというように思っております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 これは利用される方の、大げさに言えば人権の問題で、本来は行政というのはノーマラ

イゼーションで、障害のある方もない方もちゃんと使えるようにというのが、忠岡町も含

めてちゃんと進めていただいてる施策だと思ってるんです。そう考えたら、やっぱり２階

部分に行くことになかなか支障がある方、そういう方は最初から来んでええんですよでは

なしにですね、こういう配慮もしてますというふうな必要があるんではないかと思ってい

ます。その値段も、結構あちこちでこういう機械が普及してきまして、以前のように高く

ないというように思っているんです。ですから、ぼちぼち改修をいろいろ考えていかない

かんという中には、必ずご検討いただく。それもそんな遅くない時期にやってもらったら

いいんですが、余り検討し過ぎて先へ行ってしまえば、斎場の利用そのものがもうほとん

どなくなってくるというような形になってきますんで、ぜひその点は早くご検討いただき

たいなというふうに思っておりますが、よろしゅうございますでしょうか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 できるだけ早い段階で検討していきたいというように思っております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 
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 ７９ページの公害対策費なんですけれど、これは河野議員のほうから課長さんのほうに

お話が行っていると思いますけれど、夜な夜な硫黄のようなにおい、卵が腐ったようなに

おいが高月北のほうに流れてくるということで、恐らくあそこではないだろうかという話

は住民の方もされてるようです。これについてはどのように対処いただけるでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野生活環境課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 先ほどご指摘のように、河野議員のほうから３カ月ぐらい前に一度ご相談を受けまし

た。対象となる施設が、忠岡町も一部入っているんですが、担当部署につきましては和泉

市になりますので、早速和泉市の担当部署のほうへ連絡させていただいて、対応のほうを

協議していこうかと。要は、においが出たときに行けたら良いのですがということで、そ

ういうふうな対応の仕方で推移してきているところなんですが、これも和泉市のほうに、

せんだってちょっとご相談申し上げときに、１０月の１９日に言われている対象箇所につ

きまして水濁の件がありまして、和泉市のほうが採取に入ったと。その折に我々のほうか

らせんだってご相談申し上げた件につきましても、そのときに担当の方からお話をしてい

ただきまして、こういう形で苦情が出ているということで確認をしていただいて、どうと

いうような話が、和泉市のほうからもお話をしていただいているような経緯になってござ

いました。 

 また、２日ほど前にまた河野議員のほうからご指摘を受けまして、それ以後どういうふ

うな経緯になっているかということでまたご説明させていただいたときに、この２週間ぐ

らい前からまた週末に出てるというお話もいただきましたので、その件につきまして、ま

た和泉市のほうへご相談申し上げたところ、来週、１０月２６日、月曜日に双方で立ち入

るということになってございますので、月曜日にうちの職員と立ち入りの権限を持ってい

る和泉市の担当部署の職員で行かせていただいて、現状をまた見させていただくというよ

うなことになってございますので、よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 住民が硫黄のようなにおいがするというのは異様なんで、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと、この環境整備のところで７８ページ、ボランティア用のごみ袋代というのが出
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ているんですけどね、これは以前からこうした配慮がなされているんですけれど、この範

囲がちょっと少ないような気もするんです。例えば、忠岡町の公園があちこちにあります

けれど、その公園には日ごろは立派な木が植わっとって、憩いの場になっているんですけ

れど、秋にもなると落ち葉がその周辺に積もります。公園だけであれば、地域の方々が月

に１回お掃除していただくときに取っていただけることもあろうかと思うんですけれど、

公園外に落ちたやつね、これはご近所の方がやっておられるんですね。少ないときはその

人らもさして文句を言わないんです。多くなってきますと、４５リッター袋ですね、あれ

が３つも４つもなるんやというようなときにはね、これはこうした個人の努力をずうっと

続けてきているということですが、そうしたところには適用にはならないのかということ

をちょっとお伺いしたいと思うんです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 今、このボランティア袋に関しては、１つはボランティア登録していただいている団

体、個人、これは生活環境課のほうへ登録していただいてという形をとってございます。

また、忠岡町の職員も一緒に参加して開始するクリーン作戦ですね、このクリーン作戦、

来月もございますが、後期の分でございますが、そのときに各自治会に要るだけという

か、一応１００をめどにお願いしておりまして、それで出させていただいた結果、要はそ

れでは足らないというようなご希望のあるところについては増量でお渡しさせていただい

ていると。 

 ですので、要はこういう形でボランティアでやっていただいているところに対しては、

登録をしていただければ、ぜひ出させていただくというような体制をとってございますの

で、そういうものがあるという啓発が足らないんかもわかりませんが、役所のほうへ来て

いただきましたら、それで対応させていただいていると。また、建設が管理しております

公園でありましたら、剪定につきましては建設のほうでさせていただいて、またシルバー

人材センターのほうがそれを整理されるとかいうような場合でも、シルバーのほうにもボ

ランティア袋を出させていただいておりますし、それで対応はできるんではないかなと考

えてございますので、なお一層住民の方にそういう制度があるということを周知させてい

ただきたいと考えてございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 
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委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。個人のボランティアでも、少なければ当たり前のこっちゃと言

うて、昔から隣近所ずうっと掃除するのは美徳とされてきたわけですけれど、量が多い場

合ということでお聞きしていますので、よろしくお願いいたします。 

 委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ここで８０ページですか、委託料がいろいろ出ているわけですけれど、このいただいた

資料では大体ふえていますね。これはどういうふうなことでございましょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 主なところを申し上げますと、やはり消費税が５％から８％になったという部分が主な

ところになりますが、過去の話になるんですが、忠岡町、今もそうなんですが、財政健全

化計画のときに、委託先の業者さんに対して１％、２％、３％というような形で減額をお

願いいたしまして、それがその当初のお話では３年で戻すというようなお話があったよう

に聞いてございます。また、その辺で、それを毎年こういうふうな形で委託について、こ

の部分については随契でやってございますので、毎年そういうふうなお話し合いをさせて

いただいてる中で、３年というお約束を５年まで延ばしていただいてるような形になって

ございまして、その後、２６年につきましては１％戻させていただいたという経緯がござ

いまして、その分が乗ってございます。ですので、消費税の上がった分とその分というふ

うな形になっております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 お話の流れについてはわかりました。ただ、財政の健全化というのは、別にこの業者の

方々だけではありません。役所の職員さんもそうですし、全ての住民の施策において健全

化がずっと続いているというのは、今や当たり前の話になってますんでね。この委託の業

者の方だけが、なぜそれが戻るのか。戻るのであれば、もっといろんな分野で戻すという

方法もあろうかと思うんですけどね。だから、ここだけなぜ戻るのかというのが１つと、
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もう１つは消費税の３％乗せましたということですが、乗っているところと乗っていない

ところがありますよね。例えば、忠岡町の公共料金でも、水道その他は課税されてます

が、ほかの分については据え置いて頑張っている。そういういろんなケースがあるんで

ね、一概に上がったから、はいわかりましたと自動的に上げていくのがいいのかどうか、

この点はやっぱりもっとお考えいただかなあかんと思ってるんです。 

 やっぱり住民は健全化で我慢をしているというか、住民の手の届かんところで決まって

きてますんで、させられているということで、この人たちはまだ担当の方と交渉して、上

げてもろうた、これでよかったなというふうになっているんであれば、これも不公平感が

出てきますよね。やっぱりそうでないような対応というのが要るのではないか。特に忠岡

町は財政が厳しい厳しいとずっと言い続けてきてますが、歴代の選挙目当ての交付金など

がありまして、一定息を吹き返してきたということは事実ですけれど、やっぱりまだ頑張

ってやっていかなあかんというところにありますんでね、その業者の方と交渉していただ

くというときも、やっぱりその辺はお互いに頑張ってほしいなということになろうかと思

うんです。 

 だから、消費税上がりました、はい、料金上げますということになっていいのかどう

か。それは、今回これは決算ですから、今さら返せとは言いませんけどね、やっぱりそう

いうふうな姿勢で臨んでいただかんことには、忠岡町は物件費が高いというのも出てます

から、そうしたところもちゃんと押さえていただく必要があるんやないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 まことに申しわけないんですが、消費税につきましては、ほかの案件につきましても、

当然業者さんが自分の懐に入る部分ではございません。消費税として出していかなければ

ならない部分になりますので、忠岡町のほかの契約につきましても、８％になった消費税

につきましては契約を結んでいる部分については、この部分について消費税をそのままで

という形の部分はないように思ってございます。 

 ただ、財政健全化の部分につきまして、これも当初お願いしたときに、３年先には戻し

ますよというようなお話もあって、それを延ばさせていただいているという経緯もありま

したので、今回２６年について１％を戻させていただいたと。で、言い方はあれなんです

けども、まだほかにもお願いしてカットさせていただいてる部分もあります。その中で今

回はここまででというような交渉の仕方をさせていただきました。 

 また、ご存じのように、この部分につきまして、忠岡町としてこの金額が正規というん
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ですか、標準的なラインであるというような資料を持ってございません。過去の経緯から

金額を決めていって、その中で毎年、うちは苦しいから何％カットしてください、今であ

れば労務単価が毎年上がっている中で、その部分は見てもらえないのかというようなお話

があったりとか、その中で業者とのお話の中で上げさせていただいたり、削っていただい

たりしてるような交渉を毎年してる形になってございますので、その中で今回、過去に協

力していただいた部分についてお約束している期限を過ぎてまだやっている中で、いつに

なったら戻してもらえるんやというようなお話もありまして、３業者とお話しさせていた

だいて、そういうふうな形で２６年から上げさせていただいたという経緯でございます。

ひとつご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 大体この税というのは、もっとも根本は悪税ですけどね、問題は大企業は全ての人に転

嫁できるんです。力関係で強いほうですね。中小企業や零細のほうは、お客さんとか相手

が企業であれば、「その分、まけといてえな」と言うたらね、大体そうなっていくような

仕組みになってますね。これは税がどちらに入っているかという扱いは別ですよ。扱いは

別ですが、その分を上げないで納入してというふうな形でやられているということも私ら

はずっと聞いてます。 

 そうしますと、忠岡町のほうは仕事を発注してるほうですから、やっぱり忠岡町のもと

が苦しいんやからね。もとが苦しくて住民の方や職員の方に、まあ言うたら辛抱してもら

ってるときです。３年たったから、５年たったから、これは住民や職員さんは、その都度

３年たとうが５年たとうが、やっぱり同じように協力してると思うんです。ここはこの業

者だけが協力せんでええのかというふうなことが問われてると思うんです。そんな中での

交渉ですから、上がったものは仕方がないんですよというお話であれば、これから先もそ

ういう扱いになるでしょう。だから、私はそれがその考え方として、この料金を引き下げ

て忠岡の財政に貢献していこうというふうなところの考え方とちょっとずれてるんと違う

かなと思っているんです。 

 ３年たった、５年たったでね、「いや、約束でしたから」と言うたら、そしたら住民は

ずうっと辛抱させられているのは、これいつまでやったらええねんということになります

よね。これ交渉してませんから。何年までとは言いませんが、健全化には計画の期間があ

ったんですね。期間を過ぎても結局同じように続いてますでしょう。同じことなんです

よ。住民はワーワー言うてけえへんさかいそのまま置いとこうと。業者はワーワー言うて

来るからね、上げなしようないなと。こういうふうな捉え方では困るなというのが、私の
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質問させていただいてる趣旨なんです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 高迫委員言われるのはわかるんですが、消費税につきましては別の話として考えていた

だきたいというふうに、消費税の分をまからんかというようなお話は、ちょっとしかねる

ようなところがありますので、そういう形になれば契約金額自身が目減りしてきますの

で、要はその部分につきましては、公共料金につきましても、確かに忠岡町につきまして

は、先ほど先生言われるように下水道事業会計の中で消費税の部分を転嫁していると。国

の指導的には転嫁しなさいよと。要は、我々物を買うにしたって、物をつくるにしたっ

て、例えばうちの場合であれば、ごみ袋をつくる形で契約を結んで、その業者さんとの契

約金額の中には、当然８％に上がれば、８％のお金を足した分で契約になりますので、そ

れを要は４５リッターの袋であれば公共料金として４５０円、１枚４５円で売ってござい

ますので、その分、３％は忠岡町が負担しているような形になってございますので、国の

指導的には転嫁する部分はきっちり転嫁しなさいよというふうな形で指導が来ているのも

事実でございますので、消費税が８％になりましたら、契約についても当然８％の計算で

その契約の中へ入れていくというような形になりますので、その部分を財政がしんどいか

ら我慢してえなというような話にはならないと考えてございますので、ひとつその辺はち

ょっとよろしくお願いしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 どうも私の話が下手なんで、ちゃんと真意が伝わっていないと思いますが、消費税分が

上がれば、忠岡町は業者に対して出すのがふえますから、それをどこで帳尻を合わせるか

というたらね、委託してる契約金額でもう少し我慢してください。つまり、３％減らすと

いうふうな手法としてはやり方はいろいろあります。だから、そういうふうな姿勢で話し

合いに臨んでいただいているかどうかというところなんですよ。 

 だから、そうしていただいてると思ってるのに、逆に１％上げてるんでしょう。まだ消

費税が３％上がって、これしようがないですからね、業者に何とか無理を言うて１％下げ

ましたというんやったらまだね、軒野さん、よう頑張ってくれてるんやなと、わからんこ

ともないんです。こっちは上げるわ、消費税はそのまま出すわでは、これは健全化でほか
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でみんな頑張ってしている人たちとの間には不公平感が広がりますよ。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、やっと高迫先生の言われる意味がわかりました。交渉に当たるに当たっ

て、その辺も頭の隅に入れてやっていきたいと考えてございますが、何分先ほども申し上

げたとおり、標準的な今の契約金額が適正な金額であるかというような資料を、基礎とな

る資料を私ども生活環境では持ってないような状況になってますんで、その辺もこれから

ちょっと交渉の中で、要はこれが妥当な金額や、今払うてる金額は高いんか安いんかとい

うのも、過去の実績からずうっと来てる部分になってございますんで、わかっていない部

分がありますので、その辺からちょっと手をつけていきたいなと考えてございますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひお願いしたいと思います。特にね、忠岡町での算定根拠がなかなかないという中で

は、他市がどうしているか、他の町はどういう基準で出しているかというところがあれ

ば、比較対照しやすいですから、そういうところもぜひ参考にしていただいて、お願いし

たいと思うんです。 

 そうすれば、例えばここに出てますけど、粗大ごみ運送の費用なんか出てますかね、こ

れ。大栄環境に払う分と藤原環境さんに払う分との料金なんかありますね。これも他市と

比べてね、本当にこの料金でいけるんか。ちゃんと精査していただかなあかんと思ってる

んです。これ、いつもお伺いしてますけどね、クリーンセンターの焼却残渣ね。これ、フ

ェニックスに運んでいただいている運賃です。前の業者よりは今の業者のほうが安くなり

ました。これはちゃんと頑張っていただいたということはわかりますけどね、安くなって

もなお熊取の２倍、料金を払っている。この矛盾については、やっぱり解消していただか

んことには、悪う言うたら業者言いなりでお金出してんかいなと、こういうふうになりま

すんで、やっぱり見直すべきところはいろんな基準があるわけです。私たちもその基準の

一端は聞いてきて、報告もさせていただいております。やっぱりそうした他の努力して頑

張っているところの成果を忠岡町でも生かしていけないかというのは真剣に考えていただ

きたいと思うんです。この決算を見て、余計そう思ったんです。この点については、その
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点も含めてちゃんとしていただけるのかどうか、お聞きをしたいと思います。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 近隣市町村、また同等規模の町の状況というのをもうちょっと調べさせていただいて、

うちに当てはめて話できるような形で持っていきたいと考えてございます。ただ、近隣市

町村につきましても、表に出ていないような部分がございますので、要は各市町村によっ

ていろいろ事情がございますので、比較対象としてうちの部分と合うようなところでとい

うことで考えていきたいと考えてございます。 

 また、先ほどからも申し上げたとおり、交渉に当たって基礎的な部分の数字というのを

つかんでないと、なかなかこれは高いやないかと、これは安いよって、こっちを上げても

というような話もしにくくなってきている状況になっているのは確かにそうなってござい

ます。私が座ってからもそういうふうな形で思ってございますので、時間はかかりますけ

ども、業者との交渉についてもその辺で随時交渉していきたいと考えてございますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、忠岡町の持ち込まれるごみの中で、繊維ですね、これは衰退したとはいえ、

まだまだ多くあろうかと思います。これは従来は忠岡町の炉で燃やさないで、ずっと搬送

して民間の業者に委託していただいてます。これまでもなかなかそういうふうな処分には

困ってるんやということもお聞きいたしました。 

 ところが、この間の議会でね、１億３，５００万かけて、その処理をする部分が最新鋭

の機械になる予定ですね。そうなりますと、十分対応していけるんではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 
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 確かに今回、多額な費用をかけて破砕機、切断機、そのラインですね、更新させていた

だきます。その部分につきまして、確かにそこへ入れると細かくそれが切断できれば、要

は切って、そのままごみとまぜて、うまく調整できて、炉である一定の温度が上がらない

ような形で、要は今の繊維系のごみというのは化繊が多いもので火力が上がり過ぎると。

その部分につきまして炉が傷むというので、多分今まで炉をもたすための部分と、それと

ダイオキシン絡みの部分で、せんだって２５年に撤去させていただいた繊維専焼炉という

ようなものをつくって、そちらで処理しようと考えたんやと思います。それで、その炉に

ついても、ダイオキシンの基準が上がりましたので、当然そこで燃やし続けようとする

と、その改修費用に多額な金額がかかるということで、外へ出すようになった経緯がある

と思ってございます。 

 で、何分地場産業である繊維産業が衰退してきてるとはいうものの、量的にはかなりの

量が出ている部分でございますので、どれぐらい燃やせるかというのは、これも数字的に

どういうふうな形になるというのも、よくこれから検証していかなければならないとは考

えてございますが、全てが全てそこで燃やせるかというと、ちょっとその辺が後の部分、

要は前段階で切れても、後の炉のほうでどうであるというような検証もしていかなければ

ならないかなというふうに考えてございますので、ちょっとずつでも燃やせるんであれ

ば、それにこしたことはないようには思いますが、その辺で炉の寿命を縮めるような形

で、ほかにふぐあいが出てくるというような形になりますと、何をやってるかというよう

なことになりますので、その辺もあわせて検証していかなければならないと考えていると

ころでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 炉の寿命の問題でいえば、忠岡町はまだ７年ぐらいしかたっていない炉ですね。で、も

っと古い炉をたくさん使っているところは幾らもあります。だから、それで新しいから炉

が傷むなんていうようなことはあったらいかんのですよ。もう１つは、以前から申し上げ

てますように、ダイオキシン対策は８５０度で３秒間滞留すると。これは今まで８３０度

ぐらいで焼いていましたから、質問さしていただいたら、今８５０度ぐらいになっている

ようです。だから、本来そういうふうな温度で焼いて、炉が傷まないというふうな設計に

なっているはずです。それが１０年ぐらいでつぶれるんやなしに、もっと長うもっていけ

る機械のはずなんですね。 

 それともう１つは、忠岡町のごみはこれまで低質のごみだ、つまり水分の多いべたべた

のごみだというように言われてきました。その中で、その他プラスチック、去年の１０月
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から分別しました。その前に、雑紙を燃やさないということで廃品回収に出してもらう、

こういう努力も忠岡町はしております。すると、その温度を上げる要素のものを全部抜い

ていってるんでしょう。抜いていったら、今度は燃えなくなるので重油を噴射せないかん

なんてなことも、そのときはずっと言われておったんです。言われておったんであれば、

繊維を入れてカロリーを上げたら、ちょうど以前の状態に戻るんです。だから、そんなこ

とで炉が傷むなんてなことはあり得ないし、あり得てはいかんというふうに思ってるんで

す。 

 だから、十分燃焼は可能だというふうに思いますし、そのためにこそ１億３，５００万

もかけて最新鋭の破砕部分をつくったわけですから、これは対応していただけるというよ

うに私たち思ってるんですよ。これは大丈夫なんですね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 確かに先生ご指摘のとおり、我々の啓発の中ででも外させていただいてる部分が、要は

燃料になってた部分が抜けているんでということ、確かにそのとおりでございます。た

だ、ここでちょっと申し上げておきますと、忠岡町が繊維ごみとして処分している部分、

外へ出している部分ですね、これは岸和田、岸貝ですね、この部分については産廃として

扱ってますので、そこには入ってきてございません。ですので、岸貝の部分につきまして

は、要は繊維ごみは燃やしておりませんということでございます。 

 また、カロリーが言われるとおり、基準が８００度になってございますが、８５０度と

いうことでダイオキシン絡みの部分で上げさせて運転を今継続しているところでございま

す。その部分につきまして、要は滋賀県の高島のあの件以来、検査の回数も年１回、自主

が１回で、２回忠岡ではやってた部分が、最低でも５回というような形でふえてございま

す。その中で、今の運転ではダイオキシンに関しては基準の３以下の１．何がしというよ

うな結果でここへ来てございますので、８５０度に上げて運転というのは、その辺に関し

ても上げて運転という形は功を奏しているのかなというふうには考えてございます。 

 また、年に決まっておりますその炉の中の耐火レンガの改修につきましても、若干上げ

た原因かどうかは検証を、それだけでは１年ですのでわかりかねるところもございます

が、若干ちょっと落ちてる部分が出たりしているのは確かにあるところではございます

が、許容範囲であるということで今運転しているところでございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、その破砕機、切断機を更新したことによって、その繊維

ごみを上手に切れて燃やせるかどうかというのは、これからの検証というような形で、す

ぐ解禁というような形で燃やしてしまいますと、当然そこで何らかの不具合が出たとき
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に、要は平成２０年に契約を結んで１０年間、長期包括というような形で契約を結んでご

ざいます。その中で、ごみの質であるとかいうような形の部分につきましても、ある一定

決められた部分がございますので、その中では繊維ごみにつきましては燃やさないという

ような取り決めになっている部分もありますので、その辺も要は受けられている業者さん

と今後調整させていただいて、できるだけ燃やせるんであれば、それの形で上手にまぜて

燃やせるような形に持っていけるんであれば、それにこしたことはないわけですので、そ

の辺も研究させていただくということで、ちょっとご理解いただきたいと考えてございま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうすると、新しい機械が竣工したときには、ちゃんと調べていただく、こういうこと

になるわけですね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 相手さんのある話ですので、今受けられてる業者さんに対して、要はうちの施策の中で

その他プラスチックを外させていただいた、また雑紙等もさせていただいて、それに伴う

重油等をたくような形になるんであれば、そういうものを燃やせるんであれば、我々とし

てはコスト的にも変わってきますので、それが契約の中で可能であればその方向で話しさ

せていただきたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今、課長さんおっしゃっていただいたようにですね、その他プラを除いて、雑紙が減っ

たら、これは燃焼効率悪うなるのは当たり前ですから、悪くなったらまた余計に金を燃料

噴射で使うというようなことをせんとね、ちゃんと繊維ごみ、その他プラがいけるような

やつは、忠岡町の炉で処分してもらう。そうすることによって、現在そこにかかっている

費用が２，０００万以上超えてると思うんです。そうした分も、まあ言うたらついでに燃
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やしてやという費用と比べたら、運んでるほうがずっと高いと思うんですよ。運び賃もあ

りますしね。お願いしてる費用もありますから。差し引きしたら忠岡町で燃やすほうがず

っと有利なはずなんです。ぜひその点を真剣にお取り組みいただきたいなというふうに思

ってます。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 先ほども申し上げたとおり、平成２０年に契約を結んでいる部分の中で、要は縛りがご

ざいますので、その中で双方協議できる部分という部分が書いてございますので、その辺

を協議させていただいて、うちのほうで燃やせる分は燃やせるような形で交渉させていた

だきたいと考えてございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。で、ここにその他プラの収集というのが出てるんですけれど、

２６年の１０月からしていただいたんですかね。これは実績としては半年分出ていると思

うんですけど、どれぐらい集まっているんでしょうか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 時間かかりますか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、ちょっと手元に資料がございませんので後ほどでよろしいでしょうか。 

委員（高迫千代司委員） 

 そしたら委員長、すみません、別のやつを。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 その下に、破砕機油圧配管修繕料とかいうのがあります。これは古い破砕機を動かして

いるときに油圧が故障しましたということでされた分だと思うんですが、これは課長さん

や部長さん一緒にいただいて、私たちも委員会として現場を見させていただいておりま

す。配管がつぶれたというあたりも、どこを修理していただいたんかということは見せて

いただいたんですけどね、この費用についてはこれは適切なのかどうか。その配管修理の
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部分だけで見たら、そんなに要るんかいなというふうに思ったんですけれど、これは相見

積もりなどは取っておられますか。もしくは、この費用が適切だったという第三者の意見

などもあるんでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 申し上げますと、相見積もりは取ってございません。これは１２月に地下の配管、油圧

の配管の部分が断裂いたしまして、地下の部分が要は油まみれになるような状況になりま

した。その日、すぐにお電話いただいて、我々２人で見に行きまして、ああ、すごいこと

になったなということで、あれがないと、全ての油圧を制御しておりますので、押すこと

もできないし押さえることもできないし切ることもできないということで、修理の依頼を

その場でいたしました。要は、今の油圧系統並びに破砕機、切断機の当初つくられた業者

さんが、もうつぶれてございません。その形の部分を新たにそのメーカー発注することは

できないということが二、三日たって私どものほうへ連絡が入りました。要は、新たにそ

れを工作してつくることができるかというようなことも含めて、今運転管理している住

重・松和共同企業体のほうへ申し入れをして、配管のほうを応急的に溶接で穴埋めすると

いうんですか、亀裂を埋めるというんですか、それで対応するというようなお答えをいた

だきました。 

 ですので、その部分につきましては相見積もりを取っていないということで、要はその

共同企業体のほうから出てきた金額を我々の中で検証することもできませんので、その金

額をお支払いさせていただいたという経緯でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 これが小さいとか大きいとかいう問題ではなしにね、私はいつもここの関係で言えば、

業者が決めてきた、業者が言うてきた、そういうふうな中身で決まっていっているという

ふうに思ってます。やっぱりこの辺はもうちょっと考えていただかなね。油圧が漏れまし

た、あふれました。これはそんないうたら難しい仕事ではないんですね。まあ言うたらち

ょっとその辺の技術のある鍛冶屋さん、鉄工所、こういうところで対応は可能だと思って

るんです。そんなつくってもろうたメーカーを探し出して、そこの品物でなかったらあか

んという分野の仕事ではありません。これは私ら素人が見てもわかるんですよ。だから、
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ずっとクリーンセンターに行って見ておられる方は、幾ら専門分野ではないというても

ね、この配管が高度な技術がなかったら直せんのかというようなことはないということぐ

らいは一目瞭然だと思うんです。そういうふうなものを緊急にせないかんということはわ

かりますよ。わかりますが、そしたらそれは正しい金額かどうかというような検証は、ま

あ言うたらそのときでなくても後でもできる。ほんとにこれが正しい金額であったかどう

かというのは、ちゃんと見てもらうことによって、次の関係が出てきますでしょう。「あ

んたとこ、あのときえらい高い値段吹っかけたんやな」というふうな、ちゃんとチェック

が入れば、次はそんな法外な値段を言うてこないかもしれません。 

 私、やる前だけではなしにね、やった後でもチェックというのはできると思ってるんで

す。緊急やというのはわかりますから。やっぱりそうしたことをちゃんとしていただいて

こそ、ＪＶと忠岡町のちゃんとした関係ができていくと思っているんです。今やったら、

技術者おりません。向こうが言うてきたそのままですというふうな関係を続けていったら

あかんと思ってます。そうしたことについては私は必要だと思っていますが、いかがでし

ょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 確かに我々も技術的なことはわかりませんが、要は金額が出てきました。その金額につ

いてというような話はさせていただいているんです。ただ、その部分について専門的な、

溶接にしても普通の溶接ではないという説明を受けますと、当然ああそうかというような

形になりますので、一般の溶接より難しい溶接であるとかいうような形が、我々ではちょ

っとそれが難しいのかどうかというようなことはわかりかねるところもありまして、当然

我々も質問等はさせていただくんですが、その辺の知識がないもので、確かに難しいんだ

ろうなというようなところはありますが、再三我々についても議会等でご指摘を受けてお

りますので、そういうふうな形でできる限り、質問攻めというわけにはいかないんですけ

ども、これは何やというような形ではなってきてるところはあるんです。ただ、言われる

だけの金額であるというような形ではないですが、なお一層そういうふうな努力をさせて

いただきたいと考えますので、よろしくお願いします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 
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 やっぱり客観的にそれが妥当なのかどうかということがわからなければ、まけてえな、

いや、このまま行くんやと、この話にしかなりませんからね、やっぱりちゃんとした根拠

を持ってという、先ほどから課長さんが言われてるような、そうしたものが要ると思って

ます。鋳物の溶接というのは、普通の鉄より難しいのは私も知ってます。課長さん、忠岡

の北３丁目に特殊な金属を溶接する工場があるのをご存じでしょうか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、知りません。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ちゃんとあるんです。だから、鋳物以上に高度な溶接をしているところがあります。だ

から、忠岡町にそんな技術屋がおらんのかというたらね、いっぱいおるんですよ。だか

ら、そういうふうないろんなところの知識もお借りして対応すれば十分やっていけるんで

はないかというふうに思ってます。だから、そうした専門家でなくても、専門家がどの辺

におるんかということも日ごろ目配りしていただいておったら対応できるというふうに思

っています。この点はよろしくお願いしたいと思うんです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 我々もそういう部分についてアンテナを張らせていただいて、そういう情報をつかんで

いきたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、先ほどのその他プラの部分がわかりましたので。１０月から３月までの部分で

６万２６０キログラム。 

委員（高迫千代司委員） 

 ６０トン、６２トン。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 約６０トンです。ということでございます。ですので、年間でいくとその倍以上になる

かなと考えてございます。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 １２０トンぐらいになるだろうというお話ですね。前の雑紙も同じぐらいの数字やった

と思うんです。これ、雑紙とその他プラの違うところは、雑紙は見かけより比重が高くて

重いんですね。重いところに力を入れていただいたのに、重量で同じような１３トンとい

う数字を聞かせていただいたことがあります。その他プラみたいな軽いもので、半期で６

０トン集まって、１２０トンぐらいまでいくというのは、これは単純比較ではなしに、容

量からいうたら相当な部分ですので、成功していただいている事業ではないかなというふ

うに思います。これ目標としたら、どれぐらいのところを目指しておられるんでしょう

か。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 そうですね、このその他プラスチックにいたしましても、要はその量がふえてくると、

これは全て大栄環境のほうへ持っていってございますので、全て１００％リサイクルにな

ってございます。サーマルリサイクルという形で、要は燃やしてしまうんですけども、企

業さんの燃料の種になるというような形になってございます。 

 このリサイクルにつきましては、やればやるほど行政はしんどくなります。費用がかか

ります。お金が返ってくるのは知れてます。ほとんどが、国から法制度を引かれて、その

中で各市町村はその部分を補っていくと。これは環境に対しての義務であるというような

形で動いている部分がございます。忠岡町にしても、去年の２６年の１０月から開始させ

ていただきましたし、泉北環境のほうにつきましては、今、建屋をつくって選別機を入れ

て、そこへ人件費を入れて、開始するような形を今されております。各市町村にしても、

何らかの形でこういう部分についてやってございます。 

 先ほどの将来的な部分というような形でご質問いただいたんですが、要はこの部分につ

きまして多少なりとも住民の皆さんに対して還元というような言い方はいいんかどうかわ

りませんが、要はごみ袋を買っていただくという部分がなくなります。ですので、うちの

ほうでもお願いしているような形ですが、４５リッターの袋を３０リッターにというよう

な形で、ごみ袋のうちのほうの手数料、言いかえれば売り上げは確実に落ちてきてござい

ます。その辺を考えていきますと、このその他プラスチックについて将来これぐらいをめ

どに集めようというようなご質問の趣旨に対して、私どもについて、１年目ではございま
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すというところと、将来的な形の部分というのを余り考えてないというとこら辺が、今説

明させていただいたようなところでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 軒野課長さんはよく勉強されてる方ですから、私も信頼しております。その中でね、

常々おっしゃっているのは、こうした事業を常に改善するために努力していきたいという

ふうにおっしゃっているんですね。このその他プラスチックの問題も、結果から見れば

ね、その他紙が年間１３トンであったことに比べて、これ年間１２０トンを超えるという

ようなことになれば、これは大きな成果だと思っています。 

 大きな成果であるというのは、１つは住民の方が協力してくれたら、住民の負担が減

る。もう１つは、ごみがこんだけ減ったらね、ユーティリティーで本来は忠岡町に四、五

百万返ってくるような費用の軽減につながるんです。つながるんですが、残念ながらこれ

また後でお聞きしますけどね、その他プラは幾ら減っても、ＪＶは燃やしてないのに燃や

したというふうにカウントして、料金を還元しないという仕組みをつくってるんですね。

これは不当なことだというふうに思ってます。 

 で、これはあるんですがね、今気になったのは、各地域が取り組んでいる状況を、取り

組めば取り組むほど赤字が出る、こういうお話がありました。これは一番のもとは、容器

リサイクル法が悪いというのが一番の原因です。国は事業者に負担を負わせないで、末端

の市町村に負担を強いているという制度をつくってます。これは外国と比べたら大きな違

いで、ヨーロッパなんていうのは進んでいるところはね、企業者負担、事業者負担、これ

を重くかけていますから、企業がまずごみになるようなものをつくらへんのですね。日本

は手軽にそんなごみをたくさんつくっていることを奨励しているようなもんです。特にペ

ットボトルの分野でいうたら、大きいのをつくっているときにはほとんどごみはなかった

んです。ところが、小さいのをつくり出したら莫大にごみがふえたんですね。それは最後

は市町村の負担でやりなさいというふうな、一番の容器リサイクル法の精神が間違うてい

ると、これは事実です。 

 これは私も認めますが、ただ、以前議会でお話をさせていただいたことがありますけ

ど、みんなやっぱりお金がかからんように知恵を絞ってはるんです。その中の１つの例、

熊取町の話をさせていただきました。ここは余りお金をかけんとやってはるんですね。だ

から、忠岡町のもとあった費用を足したらいけるんではないかということも議会で質問さ

せてもらいました。それぐらいコストを抑えてやっていく方法を編み出してるんですね。

そやから、忠岡町もいろいろ研究して前向きによくなる方向に持っていこうとするんであ
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れば、そうした先進のええ例は見ていただいて、忠岡で何でそれがでけへんのか考えてい

ただきたいと思ってるんです。そうすれば、やればやるほど費用がふえるなんてなことは

ないんです。これこそ住民とタイアップして、ともに利益を得るためにやっていける方法

の１つだと思ってます。だから、そういう考え方でこの事業を進めていただきたいなとい

うふうに思ってますが、いかがでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 高迫議員が言われるとおりであると考えてございます。ただ、かなり長い道のりになる

かなというふうに、住民の皆さんのご協力も必要になってまいりますし。ただ、我々も周

りの市町村で先進的なことをやられている部分につきましては、要はパクリやと言われよ

うとやっていくべきやと考えます。ですので、周りの市町村でええことをやってる部分に

ついては、どんどん盗んでいったらええんかなというふうに思っているところでございま

すので、要はそういうところの事例を忠岡町に落とし込んでできるかどうかというような

検証は続けながらやっていきたいと考えてございますので、ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 もうそれこそ知恵を発揮していただくところだというように思ってますんで、よろしく

お願いします。 

 ここでクリーンセンターの長期包括があるんですけれど、ここで先ほどのその他プラの

件ですね、つまり１２０トン減らしても、これまでの相手のＪＶとの、契約書にはなかっ

たんですね、これ。途中で何か契約書ではなしに別の合意書のようなものを結んだという

ふうに聞いてるんですけど。もともと長期包括の論議してる時点では全くなかったものな

んです。途中から突然こんなんが出てきましてね。 

 で、問題なのは、忠岡町の努力で１２０トン減らせば、その他のごみの、軒野課長よろ

しいですか。その他のごみの減りと合わせて１０％減らすことは十分可能ですね。聞いて

くれてなかったかな。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 いや、聞いてございます。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、何分我々もその都度異動でその部署へ座りますので、引き継ぎ等、以前の

資料等は当然見させていただいてございます。で、先ほど言いましたように、このその他

プラスチックの施策を始めるというようなことを平成２０年のあたりでは考えてございま

せんでした。また、その契約、また要求水準書の中に、当然それは盛り込まれてございま

せん。その中の部分を、うちの政策的に政策転換でその他プラスチックを分別するという

ような形になってございますので、要はＪＶとの契約の中、要求水準書、その他仕様書の

中で当初うたってなかった部分を外しましたので、その量につきましては、確かに言われ

るとおり燃やしてないです。大栄環境へ行ってますので。燃やしてませんが、これはお金

が返ってくる、返ってこないというやつの話ですので、その中の部分につきましては、そ

の部分について燃やしているのと同じ、入っていった数字をそのまま使わせていただく

と。ただ、大阪府等への報告に当たっては、忠岡町といたしましてはそれをリサイクルに

回しているというふうな形で、数字的には抜いたような数字を出させていただいている

と。 

 先生言われるように、要は何個か項目があって、その中でお金が返却される、またうち

のほうからお渡しさせていただくという形の部分につきましては、当然当初の部分でない

話ですので、企業側といたしましてはその分を抜かれたら当然話が違うやないかというこ

とになると思います。ですので、その話の中でその部分については。ですので、その他プ

ラスチックを始める前についても、当然我々はごみの減量化という形の部分で住民の皆さ

んにご協力をいただきたいという啓発をしていた形ですので、なお一層その部分があるな

いにかかわらず、減量のほうをお願いしたいという施策を変えるつもりはございませんの

で、ご理解いただきたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 ２つ目のやつは。２つ目の質問。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、２つ目は何でしたか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 私がお聞きしたのはね、この１２０トンを入れて、その他のごみの減量化も６％、７％

とあるわけですから、足したらユーティリティーの言われるごみが１０％以上減って、忠
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岡町にお金が返ってくる、そういう要因になりますね。それぐらいの量ですねということ

をお聞きしてるんです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ご存じのように、モニター委員会がございます。その中でも報告させていただいて、そ

の数値がもうちょっと行ったら１０％になるというような数字でずっと出てると思いま

す。申しわけないですが、その辺で今、その他プラスチックを抜いたら明確に１０％を超

えるかどうかというのは、ちょっと計算もしておりませんのであれなんですが、可能性は

かなりあるというお答えでよろしいでしょうか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。 

委員（高迫千代司委員） 

 だから、要はね、住民の利益でもありますし、忠岡町の利益にもつながる、そういう問

題だとこれ考えているんです。で、今おっしゃったように、大阪府にはその他プラスチッ

ク分別して燃やしてませんよと、こういうように届けてます。しかし、お金の支払いとの

関係になったらね、燃やしていないにもかかわらず、ごみとして燃やしている扱いになっ

て、お金を返さない。こういう仕組みをつくっているということは、これは大いなる矛盾

なんですね。これは一番、課長さん、この矛盾は感じておられると思います。 

 だから、この間の議会でも私、質問させていただいたら、担当部長さんは協議をしてい

きたいとおっしゃっていただいてるんですね。やっぱりそれが一番筋だろうと思うんです

よ。これは減ってるんやからね、すぐせえと言うたら、これは相手との協議も経ないでし

たらいかんというのは私もわかりますんで、ちゃんと協議するという項目、残っているん

ですから、協議をして、あんたとこほんまに燃やしてないんやろうと、その分を減らして

やってくださいよというのは、これは至極当然な話だというように思ってます。そのこと

によって忠岡町に四、五百万お金返ってきたら、また住民のために使うことできますや

ん。そういう立場でこの問題を捉えて頑張っていただきたいということなんです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 確かにそのとおりでございまして、契約の中にも双方、疑義があれば協議するというよ

うな項目がございます。この精算金の部分につきましても、毎年協議をさせていただいて

ございます。ただ、繰り返しにはなりますが、平成２０年に結んでいる部分につきまし
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て、そのウエートがかなり強いものがあるというか、その当時では考えていなかったもの

を忠岡町が政策方針として、その他プラスチックを分別するというような形の部分があり

ますので、なかなかその相手さんとの話の中で、これは本来出してるやないかと。そやけ

ど、この部分については、初めはそんなんするとは言うてなかったやないかというような

話はさせていただくんですけども、なかなかしんどいところがございまして、今の状況に

なってるというところでございます。 

 引き続きお話は続けてやっていってございますので、何もしてないという形ではござい

ませんので、その辺ちょっとご理解いただきたいというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 私、方々からお話を聞いてましてね、やっぱり姿勢の問題だと思ってるんですよ。こん

な大きな矛盾を抱えてね、世間の常識からしたら、これは当たり前のことですよ。燃やし

てないものを燃やしてるさかいに、金を出さないと言うてるんでしょう。そんなばかなこ

とはないでしょうと。現実に燃やしてないんやから。それは別に固定給として渡してると

いう、絶対に譲らんと言うんやったら結構ですけど、その後でこれはクリーンセンターに

厚生労働省が言うてきてね、技術者の費用を上乗せしたってくれという話がありました

ね。いや、これは課長さんと話し合いしたんです、この間議会で。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 あの労務単価のこと。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうです。その労務単価もね、忠岡の長期包括の契約からしたら、出す必要がない、出

す項目がどこやということで、私は随分お話しさせてもらいました。結論はですね、真っ

すぐ行かんと斜めにおりていって、何かわけのわからんところから可能ですと言うてね。

可能ですと言うても、そのようなことできないものですから、最後は町長さんの責任でと

言うて、そういう姑息なやり方をとってまでお金を渡してるんでしょう。そうでしたね。

あのときの論議、そうさせていただいたと思ってます。 

 つまり、取るときはどんな隘路を使ってでも取ってるんですよ。それで、出すほうは、

決まったことやからうちはやりません。忠岡町だって、決まったことやから長期包括でう

ちできませんと言うたらええんですよ。それができる体系やったんやから。それを何かあ

ちこちぐるぐる回ってね、例外の規定みたいなのを引っ張り出してきて、出しますと言う

たのが、ついこの間の話ですよ。 
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 だから、私が言うてるのは、やっぱり常識としてね、１０年間長期包括で受けたら、そ

の間頑張ってもらうというのが普通常識やと思ってます。それを認めてあげたんやった

ら、ちゃんとその他プラスチックね、燃やしてないのに燃やしているというふうなカウン

トに数えるようなやり方も変えてもろうても、別に不思議やないと思ってますよ。横から

見たらね、お互いの力関係がわかるような話ですわ。取るほうは取る、出すほうは出さへ

ん。これ長期包括１０年間でやってるんやからね、条件が変わったら、向こうも欲しけれ

ばね、こちらの条件も変わったらちゃんと引いてください。その分１０％、その結果超え

たら、ちゃんと忠岡町にお金を返してください。こんなん当たり前の話やと思ってるんで

す。セットですよ。この話はこれ、この話はこれなんていうような、そんな扱いしたらあ

かんと思ってます。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 確かに精算金、今のところ、ここ２５年度ぐらいからですか、要は支払うほうに変わっ

てきてございますが、それまでは忠岡町が取ってたわけです。で、条件は２０年度に結ん

でいる条件で、そこでその率を超えたからいただいてるというか、当然こちらのほうへい

ただいてるというような形で、条件はその当時のままで来ていると。ただ、施策的に変え

た部分について、これは違うんちゃうかと言われるような話があっても、お話はさせてい

ただきましたよ、どないかならんかというような話はさせていただきましたけども、要は

うちがそういう施策を変えたんやという事実があります。そのときにはないようなことを

やってると。 

 先生言われる労務単価の話はまた違う話ですので、これの部分とはリンクは僕はしてな

いと思ってございます。労務単価の部分につきましては、毎年２６年度で契約を結ぶ分に

ついては、そのときの労務単価で設計金額を組みますと。２７年上がったら、その部分で

組みますというような形で、毎年変動すれば、それに倣っていってる部分でございます。

ですので、これにかかってくる部分といえば、こういう長期包括の長い契約の部分、また

長期契約、３年、５年の長期契約についても、当然その部分については見てあげてる部分

がありますのでね。 

 ですので、今この言わしていただいている精算金の部分と、その労務単価自身の部分と

いうのは、我々としては離して考えて、この前もお話しさせていただいたというふうに考

えていますので、よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 それが１つの枠でくくっているということを私、申し上げておりません。そやけど、対

クリーンセンターと忠岡町という関係でいったら同じことですよ。この間、働く人の勤労

者報酬はずうっと下がり続けてるでしょう。本来であれば、向こうはその分、従業員に対

して上げなあかん給料でも上げんとね、下げているかどうか知りませんよ、もうけてるん

ですよ。忠岡町が１人５５０万というような人件費を見込んで払うてるんやからね。だか

ら、その中で向こうはもうけてはるんやから、そんな厚生労働省が言うてきたからという

てね、本来はこの長期包括の中で払う必要のないものです。それをあちこちぐるぐる回り

ましてね、最後は忠岡町長の判断で払うというふうな、そんな変なやり方を持ってきたん

でしょう。普通やったら、そんな町長の判断を仰ぐなんていうような、そんなばかなこと

はないですよ。契約に基づいて支払いますとなるんですよ。そう言えないような変な金の

払い方しといてですね、こちらが有利なところについては一切対応してもらっていない。

そこなんですよ。 

 だから、個々の条件で言うたら、条件は違う問題です。だけど、セットで見たら同じこ

とでしょう。有利なところは取ります。その取りますまでやろ。条例に基づいてこれはき

ちっとなってますから払いますよということになったんじゃなかったでしょう。最後はい

ろんなところ通ってきてね、忠岡町長の判断で払いますよというふうな変なやり方したで

しょう。普通やったら、そんな町長の決裁もらわんでも、長期包括のこの規定に基づいて

払いますとか、そないなるところがならないんですよ。ならんような性質の問題であった

ということは、あのときに明らかになったはずです。 

 それで、何で忠岡町がもうかるようなところについて話を前進させないのか、そこが今

問われてると思ってるんです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ちょっと、よく僕も言われてる意味がわかりかねるところもあるんですが、要は精算金

に関しては、先ほど言いましたように平成２０年でこういう諸式を決めて、その中で当て

はめていって、要は返してもらう、払いますというような形の部分の分はずっと来ている

と。で、もう１つの労務単価につきましては、当然安倍さんが総理になられた時点で出さ

れてきた、今の労務単価がかなり低いと。まして、震災絡みの部分もあって労務単価を上

げようということで、毎年、今でも前倒しで上がってきてるような状況になってきてま

す。その中で、そういう契約について見直しをしたってくださいというような話が来てい

るというのも事実でございます。 
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 その中で、我々は共同企業体との話の中で、３６５日ずっと燃やしている委託契約、長

期包括の委託契約の部分での労務単価を上げるのは堪忍してくださいと。それを上げてい

ただくと莫大な金額になってしまいますので、今お支払いさせていただいてる部分につい

ては、その毎年の改修工事、ぐあいの悪くなったところの改修工事について、労務単価を

その年の水準に見直して、その上がった分をお支払いさせていただいてると。それが我々

交渉させていただいた部分であると。 

 ですから、要は委託契約の運転管理についても上げたってください、工事の額も上げた

ってくださいというような形の部分をですね、忠岡町としてはこれだけの金額を払うのは

しんどいんで、工事だけやったらというようなお話をさせていただいて、今の金額を支払

わさせていただいているというのが、我々その契約に載っている部分で支払っていると、

交渉させていただいてるというふうに考えてございますので、言われるとおりの金額を出

してるというふうな形ではないというふうに考えてございますので、よろしくお願いしま

す。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 言われているような金額を出していないということについては、議会もご報告いただい

てますから、わかっておりますけどね。本来それであれば、条例と要綱に基づいて、ちゃ

んとこの分は払います、契約に基づいて払いますという形になるんですね。あのときは

ね、そんなふうな形やなしに、最後は忠岡町長が認めた場合にというふうなことまでつけ

てせないかんような内容であった。これはちょっと今私、資料を持ってませんけどね、記

録を見たらちゃんと載ってますよ。それはちゃんとわかっていただいた上で、今、私話し

ているんです。 

 もっと言えばね、長期包括のときに人件費をどないしたかというたら、２１人分、１人

５５０万で計算してるんですよ。労務単価が上がって５５０万超えたんかと。２１人が５

５０万で計算して働いてもらうというふうな契約になってるでしょう。ちゃんとそれが根

拠の数字として入ってるんですよ。それ以上にもろうてる人がいっぱいふえたんかという

ことについては、お調べはいただいているでしょうか。これは契約ですよ。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 
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 すみません、ちょっと誤解があるんかなというようなところもありまして、言わしてい

ただきますと、補修工事の分について労務単価を見ますと。で、運転管理の部分について

は見ませんよという交渉をさせていただいた経緯があるというのもご存じやと思います。

運転管理の部分については、住重と松和の共同企業体がやってございます。それで、補修

工事については何も、松和は運転管理のほうがメーンですから、住重のほうの部分で出て

きてるかというと、そうではないんで、要はそこをやっていただく下請企業さんの部分に

お支払いするときに、当然その今の労務単価の金額でというような形でお支払いしなけれ

ばぐあいが悪くなってきますよね。設計金額を組むにしろ何にしろ、その当時の労務単価

でというような形になりますので。要は、その部分を忠岡町のほうで見ていただきたい

と、上がった部分については当然平成２０年が基準になってございますので、その部分に

ついて上げていただきたいというお申し出やというふうにうちのほうでは考えてございま

すので、よろしくお願いします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今の課長さんのお話では、５５０万の報酬を得ている２１人の人以外の人の仕事だとい

うことですか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ２１人というのは、運転管理されてる方のスタッフであると考えてございますので。先

生言われているのは、要は運転管理のほうの住重、松和の方についての労務単価は、当然

私どもは上げていただいてないという交渉をしてますので、その２１人というのは運転管

理の人ですので、上がっていないというふうに考えています。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ２１人全て運転管理だけですか。保守点検にも回る、それはちゃんとメンバーはその中

に入っているはずですよ。長期包括のときには、管理運転だけで２１人なんていうような
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ことにはなっていなかったはずです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、ちょっと調べさせていただきたいと思います。２１人というのが、全て役

務、運転管理の方々やと私は認識しておりましたので、要はぐあいの悪いところを直され

る部分については、外の方が来られてるというふうに認識してございましたので、そうい

うお答えをさせていただいたんですが、先生言われるように当初の部分がそうやと言われ

ますと、申しわけないんですが、今ここでちょっと即答できませんので、すみません。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 即答できなくてもいいんですよ。これは枝葉の部分ですから。私が申し上げているのは

ね、忠岡町がユーティリティーでごみが１０％以上減って、お金が返ってくる。その大事

な大きなウエートを占めてるのが、その他プラスチックを当初は燃やすという範疇に入れ

とったやつをちゃんと外してもらう。現に外してるわけやからね。その当たり前のことを

ちゃんとしてもらうというところが一番の質問の趣旨なんでね、そこのところをちゃんと

してもらえるかどうかね。 

 それは、交渉しました、相手が頑固で言うこと聞いてくれませんねんというようなこと

にならんようにね、これはもう当たり前のことですやん。燃やしてないんやから。それを

ちゃんとしていただけるかどうかというところなんです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 先ほどからも申し上げているとおり、努力はさせていただきます。で、当然毎年この精

算金につきましては６月で締めて、そこから交渉に入るというような形になってますの

で、当然ことしについてもそういうふうなお話はさせていただきましたが、なかなか当初

の巻いてるものというんですか、中での部分がありますので、どないかお願いしたいとい

うような話は引き続きお話はさせていただきたいと思ってますんで、ひとつよろしくお願

いします。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。余りこればっかりやっとってもなんですからね、これは当たり前のことを当た

り前に扱ってほしいということですから、ぜひ強く、よろしくお願いします。忠岡町の財

政のためでもありますからね。 

 そのクリーンセンターのことでお聞きしたいんですが、これで７年目ぐらいになるんで

しょうかね。そうすると、委員長、あと３年でどうするかという判断が求められるように

なると思います。これはこれまでも何度もお聞きさせていただいたんですが、忠岡町は長

期包括でこの先行くという選択肢ではなしに、広域でやっていきたいと、こういうお話を

何度も聞かせていただいております。この話の進捗状況といいますかね、これはどうなっ

ているのかというところで、これは町長さんにお聞きしたいと思うんですが、そういうふ

うな方向でしっかりと頑張っていただいているかどうかということをお伺いしたいと思う

んです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 もうずっとお示ししてますように、広域でいきたいと。あとは広域だという姿勢は貫い

ております。で、相手方にお話をしているわけですが、９月末にも協議をしています。１

回だけ違いますけどね。一番近いところでね。そういうことで頑張っていきたいと思って

います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。ぜひよろしくお願いしたいと思います。そしたら、こういうふうなね、ほんと

に信頼ができるのかどうかということがよくわからんような業者とのつき合いがずるずる

続くというようなともなくなりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員、ちょっと他の委員の手が挙がってますので。 

委員（高迫千代司委員） 

 どうぞ。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員、どうぞ。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 何点かあるんですけど、先ほど故障のことで、当日、部長、課長が破砕機を見に行った

とおっしゃってはったんですけど、壊れるものって、何かある程度前から予測はつくと思

うんです。報告も上がってきてると思うんですけど、壊れてからよりも、要は修繕を予測

して事前に、ここが壊れたら事前に何ぼかかるんやというのを幾つもの業者に相みつを取

らせておいて、いざ、じゃあかかったときにはよろしくねというようなやり方で、今部長

がおっしゃったようにれんがブロックもひびが入っているのか、その辺はわからないです
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けど、そういったのもあるんやったら、そういう何かおっしゃりましたよね、高迫先生の

ときのお話でちょっと出ましたね。何か一部傷みかけているというのを。そういった部分

を含めて、例えばこれがどのように広がっていくのかは、ＪＶのほうもプロやったらわか

ると思うので、大体じゃあどれぐらいの期間で今後傷むんやと。それを見越して事前に工

事費はどれぐらいかかる。それやったら、それを基準にほかの業者にも振るようなやり方

というのはできないんでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 この長期包括の契約の中にも、今回の破砕機に関してはある程度のメンテの費用も乗せ

てます。というのは、長期包括の契約を結ぶに当たった時点で、煙突と破砕機、切断機の

ラインですね、これがその時点でもう二十何年たってるような施設でしたので、要は１０

年間の長期包括の中に入れるに当たって、要は受けられる業者さんが、１０年間、それは

ちょっと寒いでと。その中に入れてもらうのはというような形で拒まれたのか、また忠岡

町のほうにおいてそれだけの予算が計上できなかったんか、その辺、私ちょっとわからな

いところなんですが、そういうような状況の中の部分でして、で、要は生活環境課の財政

当局に出させていただいている予算については、毎年計上はさせていただいているんで

す。ただ、それが財政難の折であるということでつけていただけなかった部分があるとい

うようなところで、油圧関係の部分について、確かに言われて目に見えてぐあいの悪いと

ころはあったんです。ただ、その部分じゃなしに、思っていなかったとこら辺が今回の地

下の部分で破裂したというふうに考えてございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今から考えたら、煙突の危険性が高いということですよね。例えばですけど。今、煙突

の補修の可能性は高いということですよね。でも、それがほんとに改修せなあかんという

ときになってから話を進めるのではなくて、今のうちから、とりあえず煙突をもしこの劣

化係数で補修していくとするに当たって、今の段階で要は事前の見積もりなり仮算定ぐら

いやったら出せると思うんですよ。修理にこれぐらいかかりますって。それをもとに迅速

に一番安くしっかりやっていただける業者を備えておくという観点がいただけないかなと

いうことです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 先ほどの煙突の件ですが、煙突については今年度、予算計上させていただいて、今年度

中に内筒のほうを整備させていただくというような形で順次進めているところでございま

す。破砕機につきましては、先ほど申し上げたとおり、具合が悪いというのはわかってお

りましたが、破裂箇所というか切断された箇所が、思ってたところじゃなしに、全然違う

ところからそういう状況になったというところでございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ２点、その話で言うとあるんですが、１点目、思いもよらないところから壊れたと言う

んですけど、もう二十何年使っているんで、いつ壊れてもおかしくないという前提で考え

ていただければ、それこそあのときの、変な話、全改修前提やったということをほぼ見越

していたわけですよね、ある程度。それやったら、何年も前から、要は壊れたときには事

前にこんだけの工事を、この量で、このような業者でやるというような備えはできていな

かったのかというのがまず１点と、今後、煙突に予算をつけているということなんですけ

ど、それはもちろん入札ということなんでしょうか。２点、お答えをお願いします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 すみません、先に。間もなくお昼ですけど、このまま続けたいと思います。衛生費を済

ませてから昼休憩に入りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 先ほどの破砕機の部分につきましては、当然その運転管理をしている共同企業体のほう

から状況というのが上がってきてございました。で、我々もそれに伴って、これぐらいの

費用がかかるなというようなところもわかってございますので、毎年予算計上はさせてい

ただいてたというようなところでございます。 

 もう１つの煙突の件につきましては、運転管理その他との兼ね合いから、またやられて

いる、これもいつも言うような話になりますのであれなんですが、今の共同企業体とのほ

うで契約を結んでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません、委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ことしもその煙突に関してはＪＶと随契ということで、事前に要はその金額に対する妥

当性とかをはかるという担保というのは何か考えてはりますか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 これも同じようなことを毎回答えさせていただいているんですが、我々に積算する能

力、また見た限りの部分ではございませんので、見積もりを上げていただいて、その見積

もり金額について妥当な金額であるかというのを、数社から見積もりを取って検証してい

ただいたというようなことでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 じゃあ、見積もりはあるということでいいんですね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 見積もりは当然徴取してございますので。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 複数社からあるということでよろしいんですね。 

住民部（前田忠嘉部長） 

 ちょっと委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 前田部長。 

住民部（前田忠嘉部長） 

 今、委員さんの問いは、結局煙突の相見積もりがあるのか。 

委員（三宅良矢副委員長） 
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 そうですね。今、煙突工事に向けての。 

住民部（前田忠嘉部長） 

 それとも、それを審査する業者の相見積もりがあるのかということでいうたら、どちら

のほうでしょうか。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 煙突工事に向けての工事が進むということなので、そこの相見積もりがあるのかという

ことです。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ちょっと勘違いいたしました。煙突工事につきましては、１社随契という形になってご

ざいます。その部分を見積もりを業者さん、先ほど申し上げたＪＶから入れていただい

て、その金額が妥当であるかという審査をしていただくコンサルさんの見積もりを取りま

したということでございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 その審査の要はコンサルって、前にお目にかかった人ですか。あそこですか、すみませ

ん。どこでしたか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ４社から見積もりを取りまして、ご指摘のとおりのところが落としました。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 従前のところですね。環境エンジニアリングですかね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 環境技術研究所です。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 はい。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢副委員長） 

 前に僕は一般質問で言いましたように、こういうときにちょっとお金がかかるときっ

て、それがその金額が妥当なのかを、要は変な話、また絶対にここでもめるのは、そこが

うさん臭いかどうかという、言い方は悪いですけどね、そこにまたここで１時間、２時

間、３時間、話が絶対出てくると思うんですよ。それの要は信用を担保でつけるのであれ

ば、前も僕、一般質問のときに話しさせていただいたとおり、要は国公立大学の先生です

よね。専門家、国公立大学の要は公務員の専門家、もしくは大阪とか堺のような大都市で

積算できるような方で、ＯＢなり、そういったところにお願い、現職でもそういうことで

妥当なのか、お願いできないのかということなんですが、いかがでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 三宅先生が言われるお話は、以前確かに聞いてございます。ただ、今年度につきまして

は、流れ的にそういうふうな流れで来ておりますが、そういうことが可能であるかどうか

というのは、今後お願いするところもあわせて研究を重ねていきたいと考えます。ひとつ

よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 わかりました。間違いなくまたそこがなければもめることになると思いますので、そこ

だけはご了承ください。僕がどうのこうのじゃなくて、全体として絶対そういう話になり

ますので。 

 次なんですけど、先ほど高迫先生の話の中からの確認なんですけど、このごみ委託に関

しての積算根拠というのはないんですよね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ごみの収集の分ですね。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 収集の分です。はい。 

生活環境課（軒野成司課長） 
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 忠岡町生活環境課においてですね、人件費がこれで、パッカー車がどうのこうのという

ような積算をしている部分というのはございません。ですので、先ほど私申し上げたとお

り、交渉に当たっては以前からの契約金額について忠岡町が財政難の折やから何％値引き

をお願いします、また、世情がこういうふうな形で労務単価が上がってきてるやないか

と、それを我々には反映させてもらわれへんかというようなお話し合いが毎年ありまし

て、その中で決まっていってる部分があります。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ということは。向こうが上げてくる言い値というか、向こうの上げてくる定価とこちら

が交渉するという流れで今までやってきたということなんですね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 やはり早急に比較検討できる材料をつくっていただかないと、今後多分ここで、僕もそ

れは納得できないと思う。住民の立場からしても、業者が言うてくる値段で、じゃあ正し

いのか正しくないのかで、やはりほかと比べるしかないと僕は思うんです。住民目線から

いうとそれは。要はそれが安くても高くても結果は一緒やと思います。納得できる材料と

いうのがやっぱり必要やと思いますので、それの作成は今年度、それこそおっしゃいまし

たように近隣某市、同じような賃金水準のところと比べるのはすぐできると思いますの

で、何とぞ早急に今年度中にでもつくっていただければと思います。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 
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生活環境課（軒野成司課長） 

 努力はさせていただきます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ちなみになんですけど、先ほど町長のほうから広域に向けて協議しているということ

で、僕もちょっとその辺、詳しい制度としてわからないんですけど、もしこのほかのとこ

ろ、泉北か岸貝かどこかとくっついた場合というのは、今忠岡ってごみ処理って、伊田さ

ん、藤原さん、フジワラーさんの３社の業務委託ですよね。そこにそのまま、要はエリア

も一緒で、そのまま継続してやっていただくということになるんですか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 今の時点ではそういうような意向というか、流れになっていくと思いますが、岸貝なら

岸貝の条件があろうし、また泉北環境なら泉北環境のほうからのいろいろな合意するため

の話が出てくると思います。今、私たちは焼いてくれというだけのことですのでね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ありがとうございます。では、今のところはそういう方向でということで、ことしから

し尿処理も一部委託できたということなんですけど、し尿処理の業者は伊田さんとフジワ

ラーさん、２社に委託してると思うんですけど、それはそこも今年度以後変わらないとい

う認識でこちらはよろしいでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 先ほどのごみもし尿処理も、今のところ新たな認可とか許可とか、そういうことはやっ
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てないし、今後も当面その辺は向こうとの関係があるまでは動くことないということでよ

ろしいですかね。 

町長（和田吉衛町長） 

 そのとおりです。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ありがとうございます。以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 先ほどの三宅さんの質問の中で気になったことが１つだけありまして、クリーンセンタ

ーの破砕機室の部分ですね。これは最初から全部リニューアルする、当初の計画で出た１

億５，０００万ぐらいかけてやるという計画をお持ちやったんでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 いや、そうではないんです。そのパターンの見積もりも上がってたというような認識で

ございます。だから、議会の先生方にも資料としてお渡しさせていただいてるような形で

見積もりが上がってきたというような形です。ただ、推奨するのは、いろいろな形の部

分、ここをやって、また当然ほかのところが不具合が出てくるから、全部取りかえるのが

一番ベターではないかというようなお話も確かにあったのはあったんですが、判断したの

は忠岡町で判断したということでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今の経過どおりであれば、そういうこともあり得るだろうというように思うんですけど

ね、何といいますか、私ら選挙が終わって役場に来たときに、ここ修理せなあきませんね

んということは課長さんか部長さんかにお聞きしたと思っております。ただ、私らが修理

と思ったのはね、ほんまに修理やと思ってました。今度やったのは修理ではなしに、ＪＶ

のほうから言うてきた１億５，０００万ほどの更新工事、つまり全部建てかえるんやとい
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う計画が出てきたというのは、６月議会を前に書面でも見せていただいて報告していただ

いたというふうな経過をたどってると思うんです。その間にいろいろ最終的に忠岡町が判

断したというんやったらええんやけどね、本当は業者の計画どおり進んでいるような気が

してならないんですよ。なぜ修理の点検が慎重に安く上がる方法がないのかということを

真剣に取り組んでいただかなかったのかなと、その辺の流れが見えてこないんでね、余計

そう思ってたんです。それは真剣にされたんでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 当然我々の担当部署といたしまして、工事だけじゃなしに、その後の部分も考えて、な

お一層全て取りかえのほうが一番ベターであるという結論に達して、それで流れていった

というふうに考えてございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 後の部分も考えてということになりますとね、先ほど私、町長さんに忠岡町のごみの焼

却、この先どうするんかということをお聞きしました。広域でいくというのが以前からず

っと言われてる方針ですね。そしたら、機械のほうはこのままいけば、１０年たった機械

で残ります。だけど、その横につけるこの破砕機部分ですね、これはその時点ではまだ

二、三年しか使うたことのない新品が残るんですよ。広域へ行ってしまえばね、その新品

どないすんねんというて。まあ言うたら遊休施設になってしまいますよね。部分的にどこ

か引き取ってやと、そんなこともなかなかないと思いますんでね。だから、後のことも考

えて判断したというんやったら、この判断は私らは最悪の判断やと思ってます。無駄遣い

を１億３，５００万ですかね、やって、あと３年使えば、広域に行ってしまえば、まあ言

うたら役に立たないところに多額の投資をしたという結果を導き出しますからね。それは

大事踏んだ、大事踏んだと言われれば、わからんこともないんですが、後のことも考えて

更新工事したというところについては納得できない。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 
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生活環境課（軒野成司課長） 

 すみません、言葉尻を取られましたので。後のことというのは、私、言い回しが悪かっ

たのかもわかりませんが、そこまでは考えてございません。後のことというのは、今裏で

やっている作業ですね、破砕機が工事が終わるまでの間やっている作業であったり、大栄

環境のほうへそれを持っていく部分であったり、その辺のことも考えましたよというよう

なことを言わせていただいたつもりだったんですが。 

 また、もう１つ踏み込んで、議員さんが言われるところが仮にあるというふうな前提で

いけば、当然我々は広域、こんな小規模の市町村にとって、言い方は悪いですが、最終的

にごみの処理というのはついて回ります。これは広域に行っても収集は残りますので。そ

の辺を考えていくと、あくまで広域でいきたいのはやまやまですが、相手のある話ですの

で、もしそれがかなわなかった場合のことも当然考えなければいけないというような形も

ございますので、要はつぶれてしまったので直さなあかんというのが大前提ではあるんで

すが、その辺も頭の隅にはあったのは確かにありました。 

 だから、あくまで広域をお願いすると。また、１１月になれば大阪府にも行かせていた

だくんですが、広域のお願いにも行くんですけども、ですが、それだけで全てが確実にそ

こで先が見えているんであれば、それは先生言われるとおりやと思います。ただ、その辺

がまだわからない状況でありますので、事務局サイドとしてはいろいろなところの部分も

考えていかなあかんと。これがだめならこれの部分を考えていかなあかんというようなと

ころも頭の隅には確かにありました。というようなことでございますので、ひとつよろし

くお願いいたします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 こんな話がどこかへ伝わってるのかね。土地を買いに来てる業者もおるんです。それか

ら、焼いたると言うてるところが、こんなごみ焼いたるからと言うと、それが生きてくる

場合もありますし、町営のそういったようなものもつくってもええしね、いろいろとなれ

ばなったときのことから考えていかんと、今からこれを広域に行ったらつぶそうかい、売

ろうかいというのではちょっといかんと思いますね。 

 今、課長が言うてるような形で、今は当面焼いていかなあかんやということを主眼に置

いていただいたほうがいいと思いますね。私どもは、これが広域に行ったらどんなになる

世界なのか、そういうこともやっぱり皆職員は真剣に考えていくと思いますけど、発表す

る段階では全然ありませんのでね。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 本当はもう少し前の段階で議会にも相談いただいたら、いろんな知恵が出てくるという

こともやっぱりあると思うんです。だから、これからの教訓として、やっぱりそういう場

合は、我々は基本的には素人集団ですよ。素人集団ですが、私らのつながりでいろんな知

恵も出てくると思います。そのときには忠岡町はポンと結論出しましたけどね、変わっと

ったかもしれんということを踏まえて、そういう対応も今後お願いしていきたいと思うん

です。よろしいですね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ご相談申し上げて、これから対応も考えていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 確認ですけどね、先ほど三宅議員が確認でしたんですかね、聞いたんですが、し尿くみ

取りの件なんです。これまだ委託してるんですかね、３社に。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 し尿のくみ取りにつきましては、要はバキュームカーで住民さんのところへ行っていた

だいてるのは、許可業者が行ってございます。 

委員（和田善臣委員） 

 許可業者ですね。委託ではないですね。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 はい。 
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委員（和田善臣委員） 

 それで結構です。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ちょっと先ほどの質問の追加なんですけど、煙突、いつごろの議会で上程されて、いつ

ごろ工事を考えてはるんですか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 予算は当初予算で通ってございますので、そのまま今年度中にということで、工期につ

きましては今受けられるところと調整しているところでございます。というのは、破砕機

の工事がございますので、その辺とあわせて今検証しているところでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 わかりました。以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長、よろしいですか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 せっかくお話が出ましたので、ここで聞くのはどうかなと思っとったんですけどね、し

尿の許可制ですね。これについてはいろいろ異論もあります。私たちは、やっぱりすっき

りと委託にしたほうがこうしたトラブルも少ないだろうというふうに思ってますんでね、

これは一遍お考えもいただきたいと思ってます。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 確かに府内の中でも委託で出してられる市町村もございます。その中で、許可でやって

いるところも大半になってございます。メリット、デメリット。また、今下水のほうをど
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んどん私どもも同じような形でつないでいっていただくと。ということは、量的にどんど

ん減ってくるというような地域でございますので、どこかで許可では経営が成り立たない

ような状況になってくる場合もありますので、委託もその中で考えていきたいと考えてま

すので、今後検討させていただく課題かなと思ってございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 もう１つ、いつも確認させていただいてるんですが、し尿くみ取りの月２回というのは

原則として守られているということになってますでしょうか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長、すみません、もう１点。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 このし尿処理場の修繕費ですけれど、２，８００万出ております。ここは現在の運転管

理業者に、松和メンテナンスですね、変わってから修理代がずっとふえたんですね。最

初、日本ヘルスがやってるころは低かったでしょう。何百万台でした。それが今、大体

３，０００万ぐらい、ずうっと行われている。業者もね、それまではこれをつくった会社

と半分、運転管理してるところが半分と言われておったのが、透明性を高めようとして、

現在は３社入れているというふうなことも聞いてます。聞いてますが、高いことは高いで

すね。 

 このことで町長さんや担当の部課長さん頑張っていただいて、このし尿のくみ取りは泉

大津のほうですかね、ここで受けていただくことができるようになった。これは、こうい

うふうないろんな不可解な問題を切っていけるいい機会だというふうに思ってますけど、

これはこの後、この２６年度が２，８００万、２７年度、ことし出た分と、向こうに行っ

た後も何かメンテナンスをしなければならないというようにこの間聞かせていただいたん

ですけどね、どれぐらいの費用を２７年度は大体これぐらい使うだろう、２８年度は幾ら
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かということがわかってたらお教えください。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ２７年度、ことしですね。ことしの当初予算では、前年同等の金額。というのは、泉北

環境のほうへ委託が正式決定してない部分がございましたので、そういうふうな形をとら

していただいております。先ほど言われた２８年６月に向こうのほうへ、順当にいけば行

く形になってくると思います。今の契約が５月末までになってございますので、６月１日

から泉北環境のほうへ順当にいけばそういう形になってくると思います。 

 で、あとはその施設の中に、残留物というんですか残渣というんですか、その部分の処

理が当然これからすぐその部分を解体撤去するというような形には到底持っていけません

ので、残渣を処分する費用というのは今これから、１１月にまた財政とのヒアリング等が

ございますので、今その辺の見積もりをどのぐらいになるか調査しているところでござい

ますので、ちょっと金額的にはわかっていないところでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ２７年、今年度もこの数字と同じようなぐらい要るんと違うかというお話でしたね。も

う２７年、これは５月末で終わるんでしょう。そしたら、半分でええとは言いませんけ

ど、低く抑えられるし、その２８年度の処理の部分ですね、これも幾らかかるか、まだ見

積もり取ってないということですけれど、それも全部撤去して更地にしてしまうようなわ

けではないんですね。においがしないように、その原因のもとを取ってやっていくだけで

すから、そんな法外な費用にはなりませんね。その点をちょっとお教えください。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 先ほどの部分で言いますと、２８年度の今見積もりを取る段取りでありますが、要は建

屋をつぶしたり施設をつぶしたりという計画ではございませんので、ただ残留物が汚物が

残ってますので、それを抜いて処理をすると。ただ、申しわけないんですが、それを今順
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当にいけば泉北環境のほうへという形なんですが、それをそこで処理していただけるかと

いうと、ちょっとしんどいものがあるように聞いてございます。これはちょっと向こうの

ほうへ話しさせていただいたら、泉北環境の中でも数年に１回はそこを抜いて、遠いとこ

ろなんですが、そこへ出してるというようなお話がありますので、当然我々もそういうふ

うな形になるであろうというふうに踏んでございます。で、それがどれぐらいの金額にな

るかというのは、今お答えするような資料が何もございません。 

 ２７年度の予算につきましても、当初予算では同程度取らせていただいておりますが、

これの改修につきましては、忠岡町のほうで精密機能機械検査報告書というのを何年か前

につくっておりますので、それに伴って古いところから、また緊急に直さなあかんところ

から直していってるというような形をとってございます。今回につきましても、先行き、

５月末までのうまくいけば運転管理になりますので、それまでに必要な部分ということで

改修するところを決めて、また公害的に表に出ないような形の部分で動いておりますの

で、金額的には当初予算から減ってくるというような形で動いてございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 減るというのはわかります。それで、そのときに修理されるということですけどね、当

面あとわずかでしょう。そやから、そんなに手を入れてちゃんと直さないかんという必要

はなくなってくるんですね。そのためにせっかくええ機会を設けていただいてやってるん

ですから、そこの必要ない部分、それはばっさりと削っていただいて、何とか５月まで運

転するような状態でしていただければ一番ありがたいかなと思ってますが、これはよろし

ゅうございますか。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 一応うちのほうでこういうものというような形の部分で動いてございます。ただ、どう

してもしなければならない部分、またちょっと外のところからご指摘をいただいている部

分もありますので、それでどうしてもしなければならない部分というところは入れさせて

いただいておりますが、金額的には落ちてくると考えてございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。特にご指摘いただいている部分については綿密に見てください
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ね。業者からご指摘いただいている部分で高うつくこともよくありますので。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 軒野課長。 

生活環境課（軒野成司課長） 

 ご指摘いただいているのはそういうところじゃなしに、大阪府とか、そういうとこら辺

でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 よくわかりました。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子委員長） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お昼を過ぎましたので、ここで休憩をいたします。では、再開は１時１５分から再開い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

（「午後０時２７分」休憩） 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後１時１７分」再開） 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 労働費に入る前に、昨日の総務費において、高迫委員からの災害対策費についての質問

に対し、小倉課長より、お手元の資料に基づき説明願います。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 小倉でございます。お時間をいただきありがとうございます。 

 早速なんですが、きのう高迫議員からご質問いただきました備蓄物資についてでござい

ますが、資料のほうをご用意させていただきました。現有保有量と目標量について別紙ペ

ーパーのとおりとなっております。今後、目標量の確保に向けて取り組んでまいりたいと



54 

 

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、もう１件なんですが、同じく高迫議員からご質問いただきました２６年度の防災

に関する出前講座の開催回数でございますが、３回でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 せっかく資料をいただいたので、これは今見せていただきました。この目標値というの

は、本来その人たちが食べるであろう食料は、忠岡町がこの数字で１回分、それで大阪府

が１回分を持ってきて、本人が１回分を持参して、それで１日やっていくという仕組みの

数字ですね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員、担当が来られるみたいなので、ちょっと待っていただけますか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 こちらに書かさせてもらった数字なんですが、町の備蓄量となっております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 だから私、申し上げているのは、１日３食分を用意するということでね、１食はこの忠

岡町の目標値の部分、１食は大阪府が運んでくると言われている部分、あと１食は「本人

が持参してください」というふうにこれまで聞いてましたんで、その中の３分の１、全体

の、忠岡町が用意する分がこの目標値でしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい、今先生のおっしゃったとおりでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ですから、これで全て賄えるというものでないということは明らかです。で、大阪府が

ほんまに運んできてくれるんかどうかというのは、ライフラインがいろいろ寸断されます

から、これはよくわかりません。本人も、まあ言うたら着のみ着のままで逃げてきたら、

ないわけですね。そしたら１日を忠岡町が用意した１食で食いつないでいくというか、そ

んなケースも全く考えられないことはないということなんですね。 

 そんな中で出していただいている目標値の、アルファ化米は５０％、高齢者用の食事が

４８．７％、これは大体半分ぐらいですけれど、粉ミルク２４．２％、４分の１ないんで

すね。哺乳瓶は３７％ありますけれど、子供と高齢者用の毛布ですね。これも２６％です

から４分の１、毛布の産地の忠岡にふさわしくない、今大分衰退はしていますが、そうい

う数字がここに出ていると思いますんでね。忠岡町も財政の都合がありますから、一遍に

やれとは言いませんが、やっぱりこの半分以下、４分の１という数字は早期に改善をして

いただく必要があるんやないかなというふうに思うんです。これは小倉さんのほうではや

りたいというお気持ちはあると思いますよ。公室長さん、この辺はいかがでしょう。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 当然、今のところ少ないというところでございますので、今後、計画的にふやしていき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうすると、この４分の１以下というところは当然ちゃんとしていただくということに

なるわけですね。 
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町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 はい、特に低い部分については力を入れていきたいと考えております。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。 

委員（北村 孝委員） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 資料をもらったんで。備蓄のこともさることながら、いろんな企業さん、地元の地場の

産業もあるでしょうけど、災害に伴う災害の対策協定というか、そういうのを現在結ばれ

てる企業はどういった企業がありますか。わかりませんか。企業名じゃなくても、例えば

飲料水をそういった折には提供しますよとか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 ちょっと具体的な企業名は申し上げられませんが、例えば運送業、あと食品ですね。あ

とＬＰガス、病院、段ボール、あとは、今後ちょっと詰めていきたいんですが、テレビ岸

和田とかそういうふうなところ。 

委員（北村 孝委員） 

 それは既にもう、詰めていくところも含めて協定も結ばれているところも。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 テレビ岸和田はまだですけども、今お話しさせてもらったところはもう協定のほうは締

結させていただいてるという次第でございます。 

委員（北村 孝委員） 

 ありがとうございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 三宅議員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 自治体間で協定を結ばれてるとこって、忠岡でどこと結ばれてるんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 まず、この南の９市４町とはお互い協定のほうを締結させていただいております。あ

と、過去にミニサミットでおつき合いのあったところとも協定のほうは締結させていただ

いております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 その９市４町以外、具体的にはどこになるんですか。何市町村。また、わかるときでい

いんで、今でなくて結構ですので教えてください。お願いします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 それでは、後ほど三宅委員に資料をお願いしたいと思います。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 小倉さん、以前にも介護施設と協定してるとかね、そんな話は聞かしてもらってるんで

す。だから、今質問もありましたようにね。我々も不明のところがありますんで、一覧表

にして出していただいたらこのようにしてようわかりますんでね、それもお願いします。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい。 

委員（高迫千代司委員） 

 それと、すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 
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委員（高迫千代司委員） 

 出前講座が３回だったというふうにお聞きしました。これはもともとお話ししていただ

いた数からすると、ちょっと少ないかなというふうに思うんです。だから、要請があると

こだけに限定しないで、必要なところはやっぱり出ていってもろて、出前ですると。こ

の、いつ来るかわからん、２０年、３０年来ないかもしれんしね。あした来るかもしれん

というようなことですから、やっぱり基本的な備え、そういう知識も含めてちゃんと忠岡

町が啓発していただく、このことが大事やないかなというふうに思ってるんです。よろし

くお願いします。 

 きのうもちょっとお話しさせてもろたんですけどね。いざ災害が来たときは、どことも

受付の窓口、社協がやってるんです。だから社協にもそうした出前講座ですね。これもし

ていただいて、いざというときにはちゃんと動けるように啓発、それから協力して体制を

つくっていく、そういうことも含めてやっていただいたらありがたいというふうに思いま

す。よろしいでしょうか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 今お話しいただきましたんで、また内部のほうで検討して、積極的な取り組みのほうを

やっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 では、次に、８３ページから８８ページの第５款「労働費」、第６款「農林水産業

費」、第７款「商工費」につきまして、担当課の説明を求めます。 

（担当課：説明） 

委員長（河野隆子委員長） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 最初の労働費のところで、これは小林課長さんではなしに教育長さんのほうにお聞きを
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したいと思います。以前の教育長さんのときにもお聞かせをいただいたんですけどね。こ

の労働分野、今若い人たちがブラック企業というようなところでこき使われて命を落とし

たり、劣悪な条件で、長続きしないでやめたりするというような悲惨なことが数多く起こ

っています。労災の裁判があっちこっちで起こっているということも現実にあるんです

ね。 

 問題は、最近はこのブラック企業だけやなしに、ブラックバイトというのもすごく幅を

広げてきてるんですね。つまり、中学生が高等学校に行ってバイトをするときでも、やっ

ぱり非常にこき使われる。で、残った品物を自分で買い取って持って帰れとかね、こうい

うふうなこともいろんなところで行われているというふうなことがあるんですけれど、そ

の子供たちはそういうふうなバイトをしていて、こんなむちゃなことをさせられていいの

かということについて、全く知識がないんです。言われたらそのまま。で、何か物を破損

したりすると給料から天引き、こういうふうなことが度を越してといいますかね、やられ

ているというふうに、これはもうマスコミでも報道されてますから、こうしたことをなく

していくというためにも中学生のころから、こんな働くという上では、働く人たちの権利

がこうしてあるんだよと、むちゃくちゃなことを言われたらそれは拒否していいというふ

うな知識を与えてあげるといいますかね、そういう必要があるのではないかというふうに

思っているんです。 

 前任者の教育長さんにもお聞きして、「検討してみます」というふうにお答えいただい

てますんで、現状と、それからどうするかということについてお聞かせを願いたいと思い

ます。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 ただいま議員お示しの件ですけれども、ご承知のとおり小中学校ではキャリア教育とい

うことで、生き方指導の一環として職業選択に関するさまざまな教育活動を実施している

ところでございます。もちろんその中では、当然、働く者の権利であったり守られなけれ

ばいけない権利、これはキャリア教育以外にも社会科等でもそういうところは触れられて

いるところでございます。 

 ただ、お示しのバイトそのものに関しましては、もうご承知のとおり就学年齢でござい

ますので、いわゆる正式な意味で中学生のアルバイト等という部分に関しては、さまざま

厳しい条件等があります。しかしながら、本人たちが守られなければいけない、守るべき

ものに関しては、現状の教育課程の中でも触れられている分と認識しておりますので、そ

の辺も深めながらキャリア教育の一環で指導してまいりたいと、現状も指導しているとい
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うところでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 私が申し上げたのは、中学生対象ではないんですね。高校に行ったときに、多くの子供

というのはこのごろバイトします。その中でいろんな問題が起こってきていますんで、そ

れに対応できるための知識、これを身につけておくというのが、中学校の時代でないと、

高校に入ってから、そういうのに遭遇してもうてからでは間に合いませんので、そうした

やっぱり一定の啓発というか、要ると思うんです。 

 今教育長がお教えいただいた分は、普通の家庭でずっとやられているということをお聞

きしましたけれど、今世の中はそうやなしに、ブラックバイトというようなむちゃくちゃ

な、常軌を逸したようなところがたくさんあるんで、その対策のために必要ではないかと

いうことでお聞きさしてもろてます。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 富本教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 教育課程の中で実施しているということでありまして、さまざまな労働条件等、守られ

るべきもの、労働者が守られるべきもの、そういうものは当然、社会等でも触れられてお

りますし、もっと大きな意味で言うと、キャリア教育というのは生き方指導であったり自

己選択能力をいかに高めていくかというふうな部分で、そういう意味で言うと生活指導で

あり生徒指導でもそういう部分は触れれるんではないかなと。現状でも触れております。

特に今議員お示しの、そういう新たな課題も出てきてますので、どこまでそこが踏み込め

るかというのは問題でありますけども、そこも含めながら将来にわたって、今後成人した

ときの課題等もあるかと思いますので、我々の小中学校の段階からそういうふうにつなげ

ていけるような教育を進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 
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 今の質問でちょっと僕の意見としてなんですけど、ユニオンとかあるじゃないですか。

今、高校生でも入れるアルバイト、パートを対象にしたユニオンとかもあるんで、中学校

卒業のときぐらいに、そういうものがあるよと。何かそういう不利益なことがあったらこ

ういうところに相談しいやとか、そういったことを伝えていただくだけでもちょっとは違

うんかなと思うんです。僕の意見としてはそれだけです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 質問を挟みましたので申し上げてませんが、ぜひ教育長さんには今の現実を受けとめて

お願いしたいというふうに思っています。 

 それで、農業委員会費のところなんですけれど、これも資料をいただいたんですけれ

ど、忠岡町の農地というのは、まあ言うたら激減してますね。これは１０年ほど前の資料

と、平成１１年では田は４１８筆、２１万５，１５７平米あったんですね。ところが、２

７年は２１３筆、９万１，６０６平米。これはごそっと減ってますね。畑は転作の関係

で、少しだけ微増です。田畑筆数という田と畑と一緒のところも、もともと５７０あった

ものが４１７、面積も２５万８，９２２平米あったものが１８万６，６８２ということ

で、相当減少していると思います。これは私らいつも申し上げているんですが、個人の土

地やから、別に規制をかけて阻むということはできませんが、やっぱりこういう忠岡のよ

うに小さい町で、緑もほとんどないようなところでこの緑の空間がなくなっていく。いざ

というときにはそこに避難するということも想定されてあると思うんですが、そうしたも

のが全てどんどん減り続けているということについては憂いを持っているわけですけれ

ど、これは農業委員会等ではこうした問題はどんな論議がされているんでしょうか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 農業委員会さんの委員さんというのも地主の方が多いです。実際に農業をなさっている

方、あるいは貸し付けして農業を行っていらっしゃる方、その中には自給的な農業をされ

ている方もいらっしゃれば、営業されている方もおられます。農地が減っていっていると

いうことも当然ご存じです。昨年度は農林業センサスもございまして、その農林業センサ
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スの委員さんにはこの農業委員会のメンバー７人が、調査員として自分たちの地区回りを

調査費を持って回っていただきました。ですので農地が、今高迫議員おっしゃったように

減少しているというのはもう十分ご存じなわけですよね。 

 ただ、国の施策が小さな農家を守るような形の政策にはなっていない、またＪＡ解体と

いうところ辺にも安倍政権が一定方向づけされていますように、若手を育てるということ

もされてるんですけれども、株式的な農業の推進のほうにちょっと向かれてるというとこ

ろもございます。 

 その中でうちの農地というのは、忠岡町は全域市街化区域ですから、和泉市さん、岸和

田市さんには農業振興地域がありまして、販売農家数もかなり多い。また、販売額も多け

れば、上げている作物高もたくさん種類も多いし量もあるということで、状況がちょっと

違うと。そういうことを鑑みて農業委員会のほうではこれをどうにか、保全という形の農

業委員会のお仕事はあるんですけれども、伸ばす、あるいはどうにかして育てるというと

ころにまではなかなか追いついていないと、そういうのが農業委員会の現状でございま

す。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 農業の大変な現実といいますかね。大体米で言えば、最近まで１万５，０００円を超え

ていたものが、もう１万２，０００円に切ってこようかというところにまで下がっている

んですね。最低限ペイしようと思ったら１万３，５００円かぐらいなかったあかんものが

そこまで下げられてるから、やってもお金にはもちろんならないし、後継者も育てていく

ことができない。そんな中で手放さなければならんというような現実なんかも私らも聞い

てますけれど、これは大変なことが起こってるんだなと。日本というのは昔から「豊葦原

瑞穂国」というて、米の国やったんですけれど、もう今や、自分でつくった米を食べられ

るというのは、戦後やっと何とかできるようになったものが、今どんどんそういうところ

がつぶされてきているというふうな状況がありますので、大変な事態だなと思っていま

す。 

 今課長さんがご説明いただいた国会で８月に成立した農協の改革法というのは、これは

ひどいものでね。家族農業というのがヨーロッパでも日本でも当たり前の農業の原点なん

ですけどね、それをつぶして農協に企業の論理を持ち込む、そういうふうなやり方しよう

としていますし、農業委員の公選制をなくして首長さんが選ぶというふうな方向にしよう

としたり、規制緩和で企業による農地の支配と言うたら大げさですけど、実際上は管理し

ていく、そういうふうな方向がどんどん強められてきていますんで、こんなひどいものは
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ないんじゃないかなというふうには思っているんです。本来であればその事業者の方が一

番声を上げていただかなくてはならないんですけれど、そんな状態ではなくなってきてい

るんですね。声を上げて改善したら、ちょっとは守っていけるという状況でもない。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 そうですね。今なさっている農業を担っていらっしゃる方のご高齢というのも、もちろ

んあります。ただ、明るいニュース的には、「急に父が亡くなりまして、東京で私、勤め

ているんですけれども、忠岡へ帰ってきて農地を継ぎます」と、そういうお方も中にいら

っしゃいます。ですので、新たな若い方が農地をみずから購入をして、そして忠岡の中で

営業していくというのは非常に、これはものすごく難しいことだと思うんですけれども、

代々伝わってきた世襲的な農業の継続というのは、お気持ちのある方は舞い戻ってこられ

てなさるということも全くないわけではないなと。だからそれを支えていくという形で、

本町の農業委員会またＪＡいずみのとの連絡というのも、切ってはいけないものであるな

というふうには感じております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうすると、今忠岡町で専業農家と呼ばれる方はまだありますんでしょうか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 数軒ございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 以前お聞きしたときは１軒だけやったんですが、ふえてきたということですか。 
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産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 １軒から２軒、そのあたりです。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。その他の方は一種の兼業と二種の兼業で、大体ほかに仕事を持ちながら

生活されている方だということですね。 

産業振興課（小林和子課長） 

 そうです。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。すみません、委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町長さんにお伺いしたいんですが、この年度で農業委員会の選挙がありました。公職選

挙法に基づく農業委員さんが選出されたんですけれど、これ以降は町長さんが農業委員さ

んを選んでいくというふうなやり方になろうかと思うわけですけれど、現在の定数の枠で

すね。これは守っていこうというふうにはお考えなんでしょうか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 勉強不足なんですけどね、名称が変わるだけみたいで、人数は一緒ぐらいだというふう

に把握しているんです。ちょっと勉強不足なので、メンバーはそのままと思います。農業

者と相談して決めていかなあかんと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。よろしくお願いいたします。これ以上農業委員まで減ってきたら、それ

こそがたがたになりますんで、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 
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委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 すみません、今度はもう１つの地場産業である水産業のほうなんですけれど、これまで

忠岡の漁業組合が中心になって月１回、「みなとマーケット」というのを開いておりまし

た。最初は勢いよく始めたんですけどね。やっていく中でだんだん、継続していくという

のは難しさもありますんで、今はちょっと苦労してはるなというふうに思っています。現

状はどのような運営形態でやっておられるんでしょうか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 高迫議員おっしゃるように、３年目ですかね。２３年の３月だったかと思うんです、初

めてなさったのが。それから毎月なさってて、荒れた天気の日、荒天のときですとか寒い

時期はお休みをなさる。広報にも毎月お知らせを載せるという形でさせていただいてたん

ですけれども、宣伝、漁協さんのほうでは個別にパンフをまかれたり、ご自分たちで印刷

したものです。のぼりを立てたり看板をつくったりということで、本町のほうでも初年度

は補助金の上乗せというのをさせていただいたというケースはございます。 

 そうですね。漁協さんだけでマーケットをするのではなくて、ブースを用意して、外か

らも事業者さんがお見えになって、いろんなお店があるような感じでというふうに最初な

さってたんですけれども、フリーマーケット的な形で。そのフリーマーケットに参加する

業者さんもちょっと減ってきましたと。 

 食べ物を並べられてると、あそこはやっぱりほこりが、風がつくと砂ぼこりも来るとい

うこともありますし、靴下なんかニット系を置いているとちょっと飛んじゃうとか、そう

いうのもあるみたいで、初めよかれと思って来られた業者さんもちょっと遠のかれている

という、参加するフリーマーケットの団体が減ってきたということもあって、お客さんが

早朝にお魚だけを目当ての方は来られてるようです。ただ、もうそこに居つかないと。お

店の楽しさがないので、それだけ済めばもう帰っちゃうというのが出てきてるというのが

１つあります。 

 もう１つが、岸和田市の地蔵浜のマルシェという、地蔵浜の組合が地蔵浜のほうで、こ

としの８月から地蔵浜マルシェというものを大がかりに開催するので、「忠岡町漁協さん

も一緒に参加いたしませんか」というお声がけをいただいたそうです。そんな中で忠岡漁
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協の「みなとマーケット」がちょっとしぼみかけているところなので、よそさんと一緒に

なれば参客もできるんではないかいうことで８月からなさったんですけれども、まだちょ

っと一工夫が足りないようで、「思ったほどではない」とおっしゃってます。ただ、引き

続き参加はされています。 

 今月、また２５日、久しぶりに忠岡の「みなとマーケット」、開催されるんですけれど

も、そんないろんなお話を私も漁協さんをお訪ねして聞いている間で、それだったら毎月

するよりも年２回ほど限定する形にして目玉商品、例えばカニの漁が解禁になればゆでガ

ニが必ず販売できるような形をとりますですとか、アナゴ漁が必ずできるようなときに現

場で天ぷらがすぐに食べれる楽しさがあるですとか、そういった目玉をつくってボリュー

ムアップをするように、年２回程度の開催を、地蔵浜も行きながら「みなとマーケット」

を継続したらどうでしょうかというふうにはご提案もさせていただいているところではあ

ります。その形で、漁協さんもそういう形でしていこうかなというふうには考えておられ

るようなんですけれども、まだこれから予算時期がございますので、そのあたりもう少し

詰めていこうかなというところです。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よくわかりました。担当の課長さんとして実情をよくつかんでね、今どういうふうな状

況にあるんかということを見た上でお考えいただいているんですから、これは漁業者にと

ってもありがたいことやなというふうに思います。役場の職員さんというのは、この中へ

こもっとって仕事するだけではなしに、やっぱり現場と一緒に進めていくというんかね、

そういうことも大事だというふうに思ってますので、よろしくお願いします。 

 それから、すみません、委員長、引き続きよろしいですか。 

委員長（河野隆子委員長） 

 どうぞ、高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 商工費のところでお伺いをしたいんですけれど、町長さんは以前から、忠岡は繊維産業

のまちであった。しかし、もう今やよそに働きに行く。ここは住宅街というふうな位置づ

けをされているわけですけれど、先日いただいた資料でも忠岡町の事業所数、従業社員

数、この資料を見たら歴然とこれが出ているということがわかりました。 

 これは２５年、２６年のこの調査の比較を出していただいてるんですけれど、事業者数

は忠岡は１７０減っています。減少率は２１．１％、従業員は１，４０５人減っていまし

て、減少率が１８．５％。この数字はこの周辺の岸和田や泉大津や和泉や高石から見ると



67 

 

ダントツなんです。 

 泉大津は忠岡と同じように毛布のまちとして、一緒に日本一の量を生産するということ

でこの間頑張ってきましたけれど、この繊維不況のもとで同じように被害を受けまして、

大津でも大きな工場が倒れた後は、マンションやまた建て売りやというふうに変わりまし

てね、学校が一部マンモス化するというようなことなんかも起こるぐらいの状況がありま

したけれど、この泉大津ですら事業所が１９６減っている。忠岡とあんまり変わらへんの

ですね。減少率は５．３％です。忠岡の２１．１％と比べたら、これは大きな違いがあり

ます。泉大津は従業員者数でも４，６３７人で、減少率が１４．２％。だから忠岡がいか

に大きいか。これは岸和田や和泉や高石と比べたらもっと差が広がるんですけどね。こう

いう状況に忠岡の産業があるというのは、この数字ではっきりと出ていると思います。 

 確かに通勤して住むまちになってきている。これはこれで１つの方針なんですけれど、

やっぱり商業者が元気に活動していただいている、そういうことも忠岡の税収との関係も

踏まえましてやっぱり大事な分野でないかというふうに思うんです。ここのこの現状を見

て、産業の振興についてというのは、担当の課長さんにお聞きするというのもどうなんで

すが、今どんなことが考えられるのかということをまずお聞きしたいと思います。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 お渡しした資料ですが、岸和田、大津、和泉、高石と、大阪府の統計年鑑から抽出した

ものをちょっとまとめたんです。大阪府の統計年鑑ですので、同じような経済センサスで

あるとか企業統計調査の結果が、それぞれの市町が載ってるということなんですけれど

も、まずもちろん、高迫議員おっしゃるようにうちが一番減少率がちょっと目立つのです

が、同じように減少してるという流れを見ると、何らかの大きな事情があったんだなっ

て、まずちょっと思ったんですね。そうすると、やっぱり平成２０年のリーマンショック

ですとか、それと平成２３年の東日本大震災というのがやっぱり影響していると。 

 東日本大震災につきましては、これもネットからの調べなんですけれども、大阪信用金

庫さん、この近畿圏で六百数軒支店があるということで、その２４年か何かにアンケート

調査を取ったらしくて、そうすると８０％以上の支店のほうから、「この近畿圏、大阪府

域で経済的に改善されるのは１年以上かかるだろう」というふうなアンケートが回収され

たということも載っておりました。ですので、うちの経済、産業の状態というのは、大規

模の事業者さんが少ない、家庭内のような企業といいますか、家族３人、４人でなさって

いる、そういったところが一番打撃を受けやすかったのかなという事情が、ちょっと想定

できたんですね。 
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 で、平成２６年に経済センサス基本調査をしております。まだこれ速報段階なんですけ

れども、事業所数が忠岡町で６１２、少しまた減ったんですけど。従業者が６，７１２と

いうふうに、事業者がかなりちょっと伸びを目指してきたんですよね。そういうところか

ら、ちょっと経済力がまだ事業所をふやすというところまでは至ってなくても、雇用者を

ふやしていっている事業者がふえているということは、忠岡なりの伸びをちょっと見せて

くれているのかなというふうに私、安易な考えかもしれませんが、この去年行った経済セ

ンサス、基本調査のほうからこの伸びがちょっと、速報で確認できましたので、ちょっと

一安心かなというふうには見ております。これは概況です。 

 うちのほうでできる事業がないかということで、利子補給はもちろんなんですけれど

も、ホームページを作成するときの補助手当ですとか、また職業開発能力をつけられた方

への補助金ですとかいうのも、広報にはできるだけ出させてはいただいているということ

でね。また今度「まち・ひと・しごと」のほうではそのような施策も拡充していきたいと

いうふうには思っておるところでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ありがとうございます。今の速報の値も出していただいて、事業所は減っているけれ

ど、雇用者が６００ふえたということは全体の１割近い雇用者がふえたということですか

ら、これは大きなことですね。しかし、具体的にそんな雇用者がふえるような企業という

のは、このお示しいただいた数字、２６年以降２７年ですね、このあたりであったのでし

ょうかというところがよくわからないんですけど。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 そのあたりの精査はまだうちのほうでもちょっとできておりませんで、新浜の化学工場

は最近の話ですし、あと三進金属さんでも割と去年、おととし、新採を採られているとい

うのもちょっとお聞きしたのはしたんですけれども、あと創業的な、やめられる方、閉業

される人もいてるけども、開業される方もおられるというところ、そういったものでちょ

っとこういうふうな数値が出てるのかなというところなんです。詳しい精査はちょっとま

だできておりません。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よくわかりました。従業員者数では少し明るい兆しもあるということですから、この原

因をつかんでいただいて、それをまた生かしていただく、柏原さんのほうでお考えいただ

いてるところがあるんですね。その点もよろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今のところにちょっと加えてお聞きしたいんですが、先ほど６，７１２名、忠岡のほう

で被雇用者ということなんですが、そして、全員正職じゃなく、パート、アルバイトを含

めてということで、まずよろしいんでしょうか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 この忠岡もしくはこの泉州地域で、平均賃金はどれぐらいなのか、もしおわかりでした

ら教えていただければと思います。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 賃金のほうはちょっと出ておりません。また調べれる限りちょっと拾っていきたいと思

っております。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません、じゃあ、また近々教えていただければと思います。お願いします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子委員長） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 次に、８８ページから９５ページの第８款「土木費」につきまして、担当課の説明を求

めます。 

（担当課：説明） 

委員長（河野隆子委員長） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 ９５ページをお願いいたします。そこのまず町営住宅の取り壊しの件なんですけども、

これは何軒分の取り壊しでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 住宅２軒分でございます。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 この住宅の件につきましては、先日、きのうですかね、北村委員からも質問がありまし

た。これはかなりもう空き家ふえてますよね、全体的に。これが仮に個人の所有であれ
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ば、住宅を壊すとなれば当然その不動産に対する税金が高くなってきますわね。これは公

のものですからのんびり構えてますけれども、できるだけこの方向性を定めて対処してい

ただきたいと思います。その辺どうでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 昨日も北村委員のご指摘にお答えさせてもらったところですけども、まずは現状の把握

に努めていきたいということで、現状を把握する中で今お住まいの方の意向をお伺いする

機会もありますでしょうし、そのようないろんな要因を把握した上で、今後の方向性とい

うものを慎重に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

委員（和田善臣委員） 

 よろしくお願いいたします。 

 それから、次に大津川の河川敷公園の災害復旧工事なんですけれども、これについては

一般質問でも、２回ほどさしてもらったんですがね、やはりことしも１，２５０万ほど要

ってます。これは毎年のように要っていますので、やはり何らかの対策を打ってほしいと

いうのが私どもの願いでございます。そのあたりどうでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 まずは、大津川の堆積土砂ですね。整備をされた当時からもう二十数年が経過いたしま

して、もともとの整備済みであった河床がかなり上昇してきてるということもありまし

て、ここ近年、大津川河川敷ですね、もともとそこも河川ではあるんですけども、つかる

ような状況がふえてきたということがございます。その河川、堆積土砂のしゅんせつ及び

雑木ですね、木も生えたりしておりますので、これにつきましては従前から大阪府町村長

会並びに大阪府町村議長会連名で、大阪府に対しまして要望しております。昨年の話では

優先されるところがあるので３年ほど待ってほしいということだったので、本年も要望い

たしますけれども、２年後にやっていただけるということをぜひとも確認してまいりたい

というふうに考えております。 

 それと、もう１点は気象条件がちょっと変わってきたということで、一時的に大量の雨

が降るというような状況が全国的に出てまいりましたので、河川が増水しても後々の復旧

に大きな費用をかけないで済むような公園整備、こういうものを今後の整備保全の基本と
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してまいりたいというふうに考えてございます。 

 具体的な方法としましては、今園路ですね。増水すると園路がはがされて非常に歩きに

くくなると、また見た目も悪いということで、将来的にはこの園路につきましてはアスフ

ァルト舗装していきたいというふうに考えております。昨年も河川の復旧工事の際にお願

いをしまして、１区間１００メートルほどですけども、アスファルト舗装させていただき

ましたけれども、本年もこのまま水害がないという状況であれば、引き続き予算の範囲内

で園路のアスファルト舗装化を進めてまいりたいと。 

 それと、公園の最上流、最下流なんかの部分を、少しの雨でも冠水してしまいますの

で、そうしたところにつきましては園路自体をもうなくしてしまって、例えば草地にして

緑地のような形ですね。そのような形でご利用いただけるような、そういったような整備

の方向も念頭に入れて進めてまいりたいと、このように考えてございます。 

 以上です。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 丁寧に答えていただきまして、ありがとうございます。課長の答弁にもありましたとお

り、ことしも台風１７号でしたか１８号でしたか、鬼怒川温泉のとこらで冠水しましたけ

れども、やはり忠岡も東３丁目あたりの方はかなり不安を持ってはります。まず、東３丁

目から馬瀬のほうまで上がるんですけどね。あのあたり、仮に鬼怒川のようなことになれ

ば何十億円という損失になるんでね。やはり今までの大阪府の管理の仕方では問題があろ

うかと考えています。前に鳳土木にも電話して聞いたんですが、なかなかはっきりと答え

てくれる職員がいてないんですね。こうだ、これはこうです、これはこうですというのは

ね。今、特にその説明ができる職員がいてないとか、逃げられることもあります。 

 現在、その周辺を見て回ってもね、川の中に大きな木が生えていると。あれは自生した

ものですけども、あれも５年やそこらのものではあんな大きくなりませんわね。ですか

ら、鳳土木では「定期的に巡回している。問題があればそれを日誌につけて解決に向けて

やっている」という返事をいただいたんですが、なかなかそれも放ったままということ

で、そのあたりも町村会を通じても要望していただいてるということですけれども、再度

もう一度パトロールして、その結果、あるいはその解決方法、どんなふうにされているの

か。 

 また上流のほうで、槇尾川ダム、中止しましたね。橋下知事の時代にね。それによって

流れを変えるという方針をされたと思うんですが、それもどのあたりまで進んでいるの

か、我々には理解できません。優先順位があって、例えば上流のほうでしたらまた土石流
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とか、あるいは家ごと流されるというふうな分もやっぱりあります。その辺も含めてどん

な状況になっているのか、また確認していただきたいと、このように思います。また、そ

の返事のほうは後日で結構ですので、一度確認をとってください。 

委員長（河野隆子委員長） 

 答弁、よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 はい。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今の質問に、ちょっと和田議員の質問にあわせてなんですけど、アスファルト舗装化さ

れるということなんですが、今例えば予定の部分からいうたら、進捗率というと何％ぐら

いなんですか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 大体、全長がおおむね３キロ近くあるんですけども、二千何百メートルあるんですけれ

ども、昨年終わりましたのが約１００メーターということですので、まだ一部分でござい

ます。これも何かと費用がかかるものでありますので、一遍にできるということはないか

とは思うんですけども、よく住民が使われるところから順を追って舗装化を進めていきた

いというふうに考えています。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 はい。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ちょっと違う質問になるんですが、街路樹のことなんですが、今もう木も引き抜いて何

もない、土だけのところって幾つか、かなりありますよね。うちの家の近くにもあるんで

すけども、そこに猫のふんしかないんですよね。今後もそのまま残しはるのか、それとも

何かコンクリートで埋めて、それこそ、そこ草バーッて、夏場生えてきはりますんで、そ

の分あそこコンクリートで埋めたら、シルバーさんとかの要はそこで作業してもらう分を

ほかで振り分けてもらえるぐらいに、ちょっと効率化できるんと違うかなと思ったりもす
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るんですが、今後あの辺の、まずは土だけのところって、どうされていくんでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 実は昨年度から街路樹の、街路樹も非常に幹が大きくなって、歩道を盛り上げたりして

いる部分がございまして、一度にはできませんので数本ずつ植えかえをやっていくという

事業をしているところでございます。 

 ご指摘の植木の植わってないところにつきましては、ご指摘のとおり放置をされている

ような状況もありまして、草が生えているという状況もございます。ご指摘のように非常

に歩きにくいということで、これも計画的に埋めていく、もしくは植えさせていただける

ところは幼木をまた植えて街路樹化していく。それで一定植えられないところは、穴のあ

いた部分に入れる鉄の板もございますので、段差がないような形で、また草が生えにくい

ような形、そのような形の整備を順次進めてまいりたいというふうに考えています。少し

時間がかかりますので、順次進めてまいりたいというふうに思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ちょっと前に住民さんから「猫がうんこを大量にしている」と言うて、砂地がなかな

か、忠岡はおっしゃるとおり田んぼとかが減ってきて、猫のうんこするところがないの

で、みんなあんなところが結構たまったりもしているので。で、多分近所の住民が気がつ

いたら捨ててあげてるのかわからないですけど、そういうのが景観的にもやっぱり悪い、

衛生的にも悪いと思いますので、その辺ちょっとご配慮いただけたらなということで、さ

せてもらいました。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 最初に道路維持関係で、修理のところがあるんですけれど、これは前からお聞きしてお

りますが、この府営住宅からずうっと中央線を西のほうに抜けていくところの道路、いわ

ゆるかまぼこ道路で、自転車で走ったら卵が割れるという、そういうところの改善がまだ

なされていないと思うんですけれど、そういうところはどういうふうな計画でされるん

か。 
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 もう１つは、忠岡の南２丁目、駅下がりの通りですね。ここで左の端はもともと水路敷

で、真ん中はアスファルトですから、そこはきれいにいくんですけど、前から車が来てず

っと横に押しやられると、ガタガタと行かなければならないようなところがたくさん残っ

ています。こういうふうなところはどういうふうに扱われるのか、まずお聞かせを願いた

いと思います。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 中央線の歩道の改良につきましては、前任の課長からも引き継いでおりまして、まず昨

年度におきましては東２丁目、太助食堂のところ、上流から南海の踏切に至るまでの間の

水路ふたが少しくぼみがある部分がございまして、そこを歩きやすいようにコンクリート

で埋めて平坦にしたという整備を昨年実施をいたしました。 

 それとご指摘の、マウンドアップ方式で上がったり下がったりという部分でございます

けれども、一定、上がり下がりの部分が一定期間、高さがそろっているといいましょう

か、歩いていて確かにアップダウンはするんですけれども、上がったり下がったり極端に

ある場所が今のところ、そんなに歩きにくい状態ではないということで、今現在はその歩

道を下げる、そうした事業の予定はちょっと将来に置いておきたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、町道本通線のコンクリートがガタガタになっているという件でございますけれど

も、２６年度から２７年度にかけまして忠岡町の主要な町道の舗装等の調査を現在行って

いるところでございます。その中で、道路の老朽化また破損状況がある程度、数字的にあ

らわれてまいりますので、まずその数字の悪いところは優先順位をつけて順次補修をして

まいりたいということでございます。それと、部分的な補修でございましたら単年度の補

修費もございますので、ご指摘いただきましたら伺って修理のほうをしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今の、さきのほうの話ですけどね、中央線、ここは以前は、何代か前の部長さんのとき

は、「この段は手をつけられへんのや」言うて、「これは国のやつで決まってる」という
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ことでずうっと言われておったんですけれど、いつの間にか一番道路の端だけ、高い、低

い、高い、低い、これをつけて、道路そのものはフラットやったんですね。だから本来は

そうしても問題はなかったはずなのに、そういうふうな形で、こういうふうにされてしま

ったという経過は私たちずっと体験しているんです。だからそういうふうな分をやっぱり

改善していただく必要があるのではないかというふうに思っているんですけどね。今、歩

いてみてというお話やったけどね。やっぱりいろんな乗り物、自転車やとか、中には車椅

子で押していかれる方もありますしね。そういうふうなことを考えたら、子供のバギーな

んかも含めてやっぱりフラットであったほうが利用する側にしたらちゃんとしやすいんで

すね。そういうこともお考えいただいて、ちゃんと計画もつくっていただければありがた

いかなというふうに思っているんです。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 ご指摘のところは、今ファミリーマートがあるところから南海線に至る、その間だと思

うんですけども、ファミリーマートの部分はコンビニができたことによりまして、コンビ

ニ側のほうの整備によりまして横断溝が整備されていまして、切り下げ部分が１カ所にま

とめられておりますので、確かに上がり下がりはあるんですけども、ベビーカーをついて

もそう歩行に支障があるというところではないかというふうに私は考えております。 

 もう１点は、薬局から踏切までの間、あそこに３カ所ほど下りがございますので、そこ

の整備につきましては将来的にはちょっと考えていかなあかんのかなとは考えております

けども、そこにつきましては多額な費用もかかりますし、一応懸案ということで置かして

いただいて、ちょっと今後の整備の方向に変えさせていただきたいというふうに現状は考

えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 これまでのところが、かかった費用はわかりませんけどね、そこだけ多額になるんです

か。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 多額になる理由は、まず民地側の敷地側の高低差を処理せないかんということになりま

して、歩道を下げて民側に段差ができてしまいますので、民地側の土地の中を大規模な改

修をやっていかなあかんということで、そこに多額の費用がかかるんだというふうに認識

しております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 これまでのところはそういう必要がなかったというところですか。これまで工事してき

たところは。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 それは多少あったかと思うんですけども、大規模にさわることはなかったというふうに

感じております。といいますのが、一番最初に取り組んだのは府営住宅の横の部分で、出

入り口がほとんどないというところと、昨年実施しましたのはそもそも高さが余りなかっ

たということで、民地側をさわる必要がなかったというところで費用がかからなかったと

いうことでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今度は、今道路のことをお聞きしたんですけどね、橋のほうですけれど、長寿命化の計

画が今されていると思うんですけれど、忠岡に関係する橋の現状と、どうされていこうと

しているんか、ちょっとお伺いしたいと思うんです。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 
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建設課（谷野栄二課長） 

 橋梁長寿命化事業は、忠岡町が管理する長さ１５メートル以上の主要橋梁３橋、楯並

橋、北出にかかっている中板橋、高月の高板橋、この３橋につきまして平成２４年度に橋

梁長寿命化修繕計画を策定いたしました。これは予防的な修繕を実施することによりまし

て橋梁の長寿命化を図り、将来の修繕や架けかえにかかる費用の縮減を図るものでござい

ました。 

 計画では当初、平成２７年度、今年度から補修にかかっていくという予定にしておりま

したんですけども、平成２５年９月に中央自動車道、笹子トンネルの天井板が崩落したと

いう事故をきっかけに、橋梁やトンネルなどの主要な構造物について５年に一度、近接目

視で点検をしなさいというような道路法の改正がございました。この道路法の改正により

まして、その点検要領も同じく定められたことによりまして、前回の橋梁長寿命化修繕計

画を見直しをしなくてはいけないという状態になっております。 

 この新しい要領に基づく点検ですけども、本年度は国土交通省の費用によりまして、忠

岡町におきまして１つの橋を実施をする予定でございます。２８年度、来年から１５メー

ター以下の橋梁も含めまして、忠岡町が管理する９橋の点検を随時実施していく予定でご

ざいます。 

 泉大津市との行政界にあります楯並橋と中板橋につきましては、合同で事業を実施する

ことになりますので、現在泉大津市と協議をしているところでございます。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうしますと、残った高板橋、これは忠岡町が単独で、忠岡から忠岡ですからね、しな

ければならんと思うんですけれど、これは２８年から始まるんでしょうか、それともその

前に調査をするというのはいつごろからかかられるんでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 ２８年度から随時行っていく予定でございます。２８年度に実施した結果に基づきまし

て補修工事を順次進めてまいりたいというふうに考えております。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 その調査というのは、そばまで行って、さわったりたたいたりして確実な調査をすると

いうことですね。 

建設課（谷野栄二課長） 

 そうです。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。どうぞ。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 先ほど聞き忘れたんですけど、大津川の園路のアスファルトですね。あれは１００メー

ターほど済んでおるということなんですが、私はまだ、うっかりしてよう見てないんです

が、材質としましては、あれは吸水性のあるようなもの、あるいはクッションのあるよう

なものでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 河川の点検路も兼ねるということで、ダンプカーとか、そうしたものも通行することを

想定いたしまして、通常の道路と同じアスファルトを使っておるということと、冠水した

ときにめくり上がる可能性がありますので、水流がそこそこ考えられるところにつきまし

ては、アスファルトの厚みを１０センチ、５センチ・５センチの２層にしまして舗装をし

ているということで、若干通常の舗装からすると高くついておりますけれども、長持ちす

るのではないかというふうに考えております。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 
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 道路の話に出たんで聞きますけれども、この中央線にも街路樹が植わってますよね。い

わゆるクスノキですわ。それが前にも何かの委員会で質問に出たんですけども、やはり根

っこが盛り上がって非常に歩きづらくなってるということで、徐々に改修をやっていくと

いうことなんですが、やはりかなりそういう箇所が見えますので、どのぐらいの期間でや

るのか。また、堺阪南線はこれはあくまでも府の管轄ですので、こちらとしては手のつけ

ようがないと思うんですけども、ただ、以前質問したら前々町長時代にかなり無理を言っ

てクスノキに植えかえたということを聞きました。それもかなり根っこがやっぱり盛り上

がってきてますよね。ですから、やはりこういうクスノキなんかは街路樹には似つかわな

いと、ましてや狭い通路ですので、歩道ですのでね。やはり何らかの形で植えかえてもら

いたいなと思ってるのですが。 

 また、その剪定についてもこれ、そういった形で忠岡町の希望を通してもらったおかげ

で、隔年で剪定をやってると。その剪定料でもばかにならんのでね。こういったこともま

た考えてもらいたいと思います。 

 以前、その植えかえについて一応見積もりを取ってもらったんですが、７，０００万円

かかると聞いたんです。それはどういうことなのか。やっぱり歩道を全部めくって、全部

木をきれいに引っこ抜いてという方法やと思うんです。そうじゃなくして、もうちょっと

安くする方法があると思うんです。全部が全部めくってするんじゃなしにね。その辺も考

えて、今後ちょっと考えていただきたいと思います。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 昨年度から取り組んでいる植えかえですけども、基本的に年間に５本やっていこうとい

うことで、これは１年でやればやっぱり多額の費用がかかってしまいますし、国の補助等

もございませんので、基本的に５本ずつやっていけば１０年で５０本は植えかえられる

と。そのような少し長い目で見て進めていこうというふうに考えております。 

 それと、全数歩いて我々は盛り上がり状況を把握してございますので、その中から悪い

順から順番にいくと。それと、路線もありますので、昨年とそれからことしにかけまして

は、北出１８号線といいまして、東忠岡小学校から朝日加工のところへ斜めに抜ける道路

がありまして、ネズミモチがあるんですけども、そこが相当盛り上がってますので、まず

ここの危険木を対象にしていくと。それが今年度に終わりますので、それに引き続いて中

央線の盛り上がりをかかっていきたいと、このように順番は考えております。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 
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委員（和田善臣委員） 

 これは質問内容になかったんですけど、堺阪南線のほうはちょっと難しいですかね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 基本的に本町の意向で、町の木であるクスノキを植えたということでございますので、

もし植えかえとかするんであれば、協議に協議を重ねていかなければいけないのかなと。

そうすると費用もある程度は本町の負担になっていくのかなというふうに思いますし、ち

ょっと慎重に進めていくべきかなと思います。 

 それと、府道のほうの整備の状況ですね。本年はアスファルト舗装の改修をやっていた

だけるということを聞いておるんですけども、将来的に歩道等の改修が出た際にはそのよ

うなところも十分協議してまいりたいというふうに考えています。 

委員（和田善臣委員） 

 それではよろしくお願いします。結構です。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 交通安全対策で自転車置き場の用地が出ておりますけれど、１つは文化会館の裏にあり

ます駐輪場、ここの真ん中のところが、出入り口のところがカーブになってるんです。で

すから、最初上手に自転車をとめて置いておいても、間に次々割り込んでくる自転車が入

ってきますんでね。それで整理の人が行ったらもう倒れとったというふうなことがしょっ

ちゅうあるらしいんです。だから、坂になって倒れそうなところだけ車どめの簡単なよう

なものをつけていただいたら倒れてこないかなというふうにおっしゃってますんでね、こ

の点についてはいかがでございましょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 現状を調査しまして、速やかに対応いたしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、駅周辺の自転車整理の委託料なんですけれど、ずっと住民のモラルがなかな

か向上しないといいますか、そのために忠岡町が、当初は交付金があったんですけどね、

３年間だけでしたから、それ以降は全額出してこの自転車の管理をしているというふうな

ことがこの間続いてるんですけどね。これはこれからもその同じことを続けていかれるの

かということをお聞きしたいと思います。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 自転車整理に関しましては、平成２１年に緊急雇用創出基金事業というのがございまし

て、当初、月曜から金曜の午前６時から１２時までというところの整理の状況だったんで

すけども、土日・祝日を含めた形の整理事業に変わってきたところでございます。 

 駅周辺の自転車整理につきましては、現状一定、現場での苦情というかそういったもの

があるかもしれませんけど、我々建設課のほうまではほとんど届いてない状態ということ

で、一定受忍していただける限度の整理状況にはできてるのかなということで、一定効果

があるものというふうに考えております。 

 これを今後どうしていくかということにつきましては、今現状の整理をしていくという

ことに加えまして、例えば自転車撤去をやっていくとか、いろんな手法が他の市町で行わ

れておりますので、その辺の状況も十分に今後研究しながら進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 先を見つめてということですが、周辺のところでは独自に有料の駐輪場などをつくって

管理して、駅前をきれいにしているということは私ども聞いております。忠岡でそれをし

た場合は、台数との関係で置くほうが高うつくでと、こんな話も議会のやりとりで聞かし
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ていただいています。ただ、私ども思うのは、住民の公平感の問題で、多くの人は民間の

自転車置き場にお金を払って預けているんですね。この忠岡町の駐輪場を利用されてる方

はもちろん無料で、ずっとやっていただいているわけですけれど、これが当たり前みたい

になってきまして、積み上げとったら、そこにおるシルバーのおじさんが親切にどけた

る、入れたる、これをずっとそこまでやっていただいているというか、これはこれでその

利用者には便利なのかもしれませんが、そういう状態がずっと続いていくということがい

いのかどうか。そしたらお金を払ってる人、私もあそこに乗せたらええのかいということ

になりますんでね、この点はやっぱりその点も踏まえてお考えいただく必要があるのでは

ないかなというふうには思ってるんです。だから、そう長い時間かけないで、一定どうい

う見直しが必要なのかということについては検討していただきたいと思ってるんです。忠

岡町もこの分野に、まあ言うたら６４０万かけてますしね。 

 おまけに、基本的にこの自転車の利用者は南海電車のお客さんなんですね。役場へ来た

りライフに買い物に行ったりする人がここへとめたりすることはありませんから。南海の

お客さんであるにもかかわらず、南海のために忠岡町はそしたら駐輪場つくったってんか

いなとか。その土地を買うのもまあ言うたらお金払ってるんですね。一番ひどいのは南海

から借りているお金も、忠岡町が料金を払っている。南海のお客さんのためにですね。そ

ういうあり方もこれ見直しするべきやないかということをずっとお話しさせていただいて

るんです。やっぱりこの辺はもうちょっと真剣な取り組みが要るのではないかなというふ

うに思います。でないと南海のために忠岡が６４０万も８０万も出してやっていくような

ことでいいのかなというふうに思います。ましてやその南海、自分とこの客やからね、

「土地はどうぞお使いください」ぐらい言うてもばち当たりませんよ。私らはそう考えて

るんです。その点についてはいかがでしょう。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 まず、南海電鉄の件でございますけども、これにつきましても大阪府町村長会並びに大

阪府町村議長会連名の要望事項としまして、鉄道事業者に対する放置自転車等対策の働き

かけをしているところでございます。内容としましては、放置自転車等の一原因者とし

て、自転車等駐車場の整備に積極的に取り組むよう強く働きかけるとともに、事業者ごと

に交渉窓口を設置するよう指導すること。２つ目としまして、自転車等駐車場の借地貸借

料は無償または低額に維持できるように働きかけることということで要望しておりまし

て、大阪府のほうからも声をかけていただいている状況でございます。 

 また、南海電鉄に対しましては、本年の当初に私どもも口頭で南海電鉄の担当の方に要
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請をしたところでございます。 

 また、近隣自治体の状況も確認をさせていただきますと、堺市、高石市、岸和田市、貝

塚市、田尻町、岬町は、本町と同様に賃貸借をしているというような状況でございまし

て、ここらとも連絡をとりながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 この今おっしゃっていただいた自治体の名前ですね、ここは皆さん同じようにお困りの

わけですから、町村会、町村議長会でやっていただいていることはよくわかります。やっ

ぱりこの自治体が直接、南海に一緒に出向いて「何とかしてくれや」ということを直接声

を伝えていくということも大事やないかと思ってるんです。忠岡町もちょっと簡単なお話

をしましたよということは、この間もお聞きしてます。やっぱり本気度を見せてやってい

ただくというのは、この周辺の自治体と一緒になって南海に要請に行くというふうなこと

も要るんではないかと思っているんです。これは前の議会のときにもお話しさせてもろて

ますんで、ぜひその方向でお取り組みをいただいて、何とかせめてこの土地ぐらい南海に

ただで貸してもらわなね。向こうのお客さんなんですから。やっぱりそのところまでちゃ

んとカバーできるようにお願いしたいと思ってるんです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 気持ちはそのように考えているんですけれども、何分他市の状況もありますので、ここ

は連絡を調整しながら積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 それと、先ほど大津川のことでお話が出てました。私どももこれはずっと鳳事務所とか

その他にも全部要請に行ってます。２年後に改修されるというお話をお聞きしました。こ

れは、阻害率の高い順番から言うたら、大津川の河口のあたりが１９％を超えてましたん

で、これはそれから考えたらもう２０％を超えてると思うんです。阻害率２０％を超えた

ら府はしなければならんというふうになってると思うんですけどね。今課長さんのお話し

いただいたのは、その河口のところの部分であるのか、もしくは忠岡町のもっと上流のと
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ころであるのか、その点はいかがですか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 私も河川公園を点検する中で、土砂の堆積がひどいのがやはり河口部分と、あとグラウ

ンドのあるとこらですね。忠岡東の部分の堆積土砂が大変多くなっております。大阪府の

担当から具体的に場所や数字は現在示されておりませんでして、大阪府のほうも正式な調

査は来年度ということで、今現在数字は持ってないということになっておりまして、ぜひ

ともその数字が出たらこちらのほうにもお知らせということでお願いしてるところでござ

います。ですから、ご指摘の場所につきましては把握はしておりませんけれども、恐らく

は河口の部分と忠岡東のグラウンドの周辺あたりではないかなと、そのように考えており

ます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 できればぜひ両方をやっていただきたいと思っています。特に河口部分は土砂が堆積し

たことで、漁業組合はこっちに回り込んで、いろんなところの川の中の漁業をしようとし

ても、船が底をするんですよ。そういうふうな状態にまでなってますので、これはそちら

からの苦情というか声も聞いていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

建設課（谷野栄二課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 はい、そのように進めてまいりたいと思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 さっきの鉄道業者に対する駐輪場の整備の件についてちょっとお聞きしたいですけど、
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事実上、自治体が駐車場整備で、そういった関連のことについて鉄道事業者のメリットの

ために動いてるという部分はあるわけですよね。変な話、その辺、周辺自治体でその辺の

コストというものを積み上げて、実際見える額で本当に請求書を出していくぐらいのこと

をやってもええと思うんですけど、どう思いますか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 一応、自転車に関しましては改正自転車法によりまして、それぞれ自治体でありますと

か鉄道事業者の役割というものが位置づけられているところであります。ただ、ご指摘の

ようにかかった費用を直接その鉄道事業者に持っていくというのは、ちょっとそういった

事例もないように思います。まずはそれぞれ、町の交通政策また鉄道会社の運営等につき

まして膝を詰めて話し合うことが大事かなと、そのように考えております。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 具体的に膝を詰めて話し合うって、どれぐらいのことを昨年度はされたんですか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 南海電鉄の担当者の方に、その賃貸借費用についてご検討願いたいと、具体的には無償

もしくは安くしてもらいたいと、そのようなことでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 じゃあ、ここ数年の変化というのはありますか。申し入れに際して、安くしてくれたと

か何らかの提案を向こうからいただけたとか、そういう変化というのはこの数年で何かあ

りましたか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 ことしの年当初のことでございまして、今のところ変化はございません。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 もう何年も前からそれはされてるんですよね。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 直接申し上げたのは、ちょっと前任から引き継いでないんですけども、今回が最初かと

思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 この１月にされたということですか。具体的にはその話の提案って、どういうことをさ

れたんでしょうか。南海電鉄に対してどのように具体的に提案されたんでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 具体的に話し合いしたといいますか、会う機会がございましたので、その機会を利用し

て要請をしたと、要望を伝えたということでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢副委員長） 

 それ１月やったら、もう９カ月過ぎてるわけですけど、向こうから何らかの回答という

のはないでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 今回はまず最初ということもありまして、特に要望書を渡したとか、そういったことで

はありませんので、回答は今のところございません。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 じゃあ、今後どないしていく予定でしょうか。要は簡単に言えば、年に何回かそういう

要望書を上げるというか、実際的に数字的に見える請求書を上げていくようなそぶりを見

せるとか、そういういろんな意味でですけど。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 請求書というのは考えておりませんけども、そうした賃貸借費用につきましては考慮願

いたいということは毎年伝えていきたいなというふうに考えております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 それは忠岡だけでやっていくということですか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 
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建設課（谷野栄二課長） 

 当面はそうなるかと思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 わかりました。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今のお話なんですが、大阪府と一緒に聞くというふうに言っています。だから、大阪府

の担当の方と一緒に忠岡町の方も南海電鉄に行っていただけたらありがたい。府もそうい

う点では、交渉に行ったときはやりますと言うてるんでね、ぜひその力もお借りしていた

だきたいと思います。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 そのようにしてまいりたいと思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 大津川の河川公園のことで何点かあるんですけど、夜に僕もちょっとランニングするタ

イプの人間なんで、大津川の河川を走っていると、走っている人とちょっとしゃべったこ

ともあるんですけど、一部夜がすごい、特に河川の下とかにおいてはすごい暗くて、要は

女性が１人で走るのは大変危険やと。特に夏が過ぎていけば、もう今の時期、６時ぐらい

にはいわば一般のサラリーマンの方、働いてはる方がちょっと夜にランニングとかウオー

キングしようと思ったらやっぱりかなり危ないと。河川敷もやはりところどころ暗くなる

ということで、こういったスポーツでいうたら、忠岡は前田健太とか、オリンピックで金

メダルの選手が出て、スポーツ輝くと常に言うてるんであるとすれば、そういったところ

の、しやすいような環境づくりとかを考えていただきたいんですが、その辺、お考えいか

がでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 公園につきましては、例えば新浜緑地につきましては夜間になったら施錠して閉めてお

ります。これは基本的に公園の夜間の利用を想定してないから、また危険がある、そうし

たことがありまして、夜間は閉めて朝は開放すると、そうしたようにしております。 

 河川公園に関しましては、縦に長いということもありまして、夜間閉めるということは

不可能なんですけども、基本的には明るい時間帯にご利用いただけたらというふうに考え

ております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 サラリーマンとかは実際それ無理ですよね。僕がそのときに会って話をしたのはサラリ

ーマンのおっちゃんやったので、７時半ぐらいですかね。やっぱり仕事をして帰ってきて

何やかんやしてたら、やっぱり７時、８時ということであれば、そういったのがふえて、

走りやすい環境にしていただけたらなということで。僕もまだ余りその辺詳しく見ながら

走ってはないので、今後検討としてこういったところを、部分、部分言うていくべきかな

と思ってるんですが、トータルとしてやはりそのような方向で向いていただきたいと思う

んですが、いかがでしょう。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 ご要望の１つとしてお伺いしておきますけども、基本的にいまだ私のところには夜間利

用するんで照明をつけていただきたいというのは、余り話にはないですね。今回の件はご

要望の１つとしてお伺いしておきます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 
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 ありがとうございます。その点と、あと事前にでもちょっとお話しさせてもらったんで

すけど、この河川公園の管理料の委託で、金額とかその辺は別に置いておいて、３年とい

うこの長期の契約期間に関してのメリットが余り伝わってこないんで、その辺、なぜ３年

なのかという根拠とともに、メリット等もお答えいただければなと思います。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 当業務は契約期間３カ年の、地方自治法に基づきます長期継続契約でございます。この

制度ができたのがここ近年でございまして、もともと公園ができた当初から２カ年の契約

をしていった。入札をして、次の年は随契という形でやってきて、この長期の制度ができ

ましてからは３年間ということで来た経過がございます。 

 この、なぜ長期継続契約が必要なのかということですけども、長期継続契約できる契約

につきましては、年間を通じて途切れる暇がないものというふうに規定されておりまし

て、具体的には毎年繰り返し切れ目なく履行が行われる経常的かつ継続的な業務、毎年４

月１日から役務の提供を受ける必要がある業務、契約の適切な履行のために資材機材の調

達や労働力の確保、教育訓練期間などを要する契約の相手方の準備期間を確保する必要が

ある業務、この３つの条件がそろった場合この長期継続契約できるというふうに規定され

てございます。 

 大津川河川公園につきましても草刈りの業務がありまして、例えば今ハンドグレーダー

といいまして、手押し式の草刈り機を３台使っております。これも使えばその更新をして

いかなあかんというところもございます。また、その刈り取った草につきましては、パッ

カー車であったりとかトラックであったりとか、そのようなもので積み込んで運搬をする

ということもございまして、そういった設備機器が必要である業務ということで長期継続

契約をしているものでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 そのパッカー車とか長期の役務に対する条件ですよね。僕としてはそれが全然これに当

てはまるとはまずは思えないということからスタート、話になってくると思うんです。例

えばそのハンドグレーダーですね。そんな何百万もするものと違いますよね。普通に僕ら

でもネットで買おうと思ったら結構格安で買えるって、この前思ったんです。パッカー車
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だってレンタカー、僕らはよく友達の引っ越しのときに、軽トラの後ろに木をバーンとや

って、３カ所がんがんがんと詰めて、よく配送業者がトラックの中にがんと締めるひもみ

たいなのがあるじゃないですか。固く締める。あんなんにしておけば、別にそんなに大し

てそこに配慮せなあかんという部分が全く見えてこないんですが、いかがお考えでしょう

か。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 この草刈り業務は夏場ですね、春先から秋にかけて集中的に行われると。回数で発注し

ておりまして、公園内につきましては年３回ですね。河川敷の道路の土手につきましては

公園側が年に３回、岸和田側が年２回と、このような回数で規定しておりまして、夏場に

集中して行われるということで、一番草が生える時期にはほぼ毎日生えているような状態

ということでございます。 

 そこをリースで行かれるというのもあるかもしれませんけども、基本的にはそうした装

備を備えている会社がやっていくんかなというふうにも考えておりますし、そのハンドグ

レーダーにつきましても確かにネットで安い商品は売っておりますけども、やっぱり草刈

り機なんかでもホームセンターで安い費用で売ってますけれども、我々プロが使う品物は

１０万円以上する品物でございますし、安いものもあれば耐久性のないものがある。これ

は値段と、そういうふうになってるんでないかなというふうに考えております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 そこまでなぜ事業所さんに配慮せなあかんのかなというのは、正直思うんです。変な

話、それぐらいのものって、大概どこの土建業者さんとか建築会社さんはそろえてはる。

そろえるかすぐに、もともとパッカー車ぐらいのようなものって置いてると思うし、その

ような程度の機材というのはほぼあるか、それともすぐに調達できるような状況がふだん

あってこそ入札してくるんかなとは思うんです。だから、要は単年度で何でだめなんでし

ょうかなというところですね。 

 今で言うと夏場が繁盛やと、繁盛期でほぼ結構な期間行かなあかんということであれ

ば、別に春先、冬先なんかはそんなすぐには伸びないというものであれば、その切れ目と

いうのをその時期に持っていけば、単年度であればその時期に切れ目なしにやらなあかん
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ということは別にないですよね。そういうところの部分を踏まえて、なぜ複数年度、今後

も複数年度でいかれるのか、そこをお聞かせいただきたいんです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 夏場に集中しているのは草刈りでございまして、例えば園路の巡回、その辺は確実に行

うようにしておりますし、トイレの清掃もそうでございます。それと、巡回して安全管

理、異常の有無の点検などもございまして、それにつきましては年間を通じて行っている

ということでありまして、夏場だけではないということですね。 

 それと、この入札の参加事業者ですけれども、参加業者を選ぶところはちょっとわから

ないんですけども、基本的に今の業者は忠岡町内でこの公園管理等を希望されているとこ

ろというふうに聞いておりますので、基本的に例えば植木業者であったりとか土建業者に

限定しているわけではないというふうに聞いてございます。ですから、当然ながらそうし

た機材を持っていないところも指名参加できる状況になるというふうに聞いておりますの

で、土建業者ではないのでダンプを必ずしも持っているということではないというふうに

考えております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 指名参加、指名入札なんですよね。こちらから指定して何社かいて、見積もりを取って

そこって決める入札なんですよね。別に何十社集まってくる可能性もあるということです

か。その声かけのときに、例えば特定のところだけにしか声かけ、特定と言うたら言い方

が悪いかもしれないですけど、社数を何社かに絞ってやるんじゃなくて、要は例えば忠岡

の入札に指名を上げたいというたら何十社でも来るような、要はその入札の流れがちょっ

とよくわからないんで、僕もはっきりとは言えないんですが、どのような流れで選定され

ていったのか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 この業務につきましては、忠岡町の指名業者選定委員会の中で選定をするということに

なって、金額の関係上そうなっております。 
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委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 その委員会で決めはるんやったら、別にその機材の分なんて検討してあげなくても別に

いいん違います。だって、その委員会である程度業者を絞るんですよね。 

 今のお話で言うと、全く指名委員会もなく、ただ本当に「入札、どうぞ」って挙げて、

ゼロから１０の業者まで含めて入札するんやったら、その機材の分の判断はわかると思う

んですけど、指名競争入札の前にその委員会というのを開くのであれば、そこでまずその

機材の分って検討の判断に上がりますよね。普通であればと思うんですが、で、それやっ

たら別に入札のときは別にそこまで見て複数年度にしてあげなくても、毎年単年度で、ま

あできるだけコストの部分も考慮して入札形態。 

 これはなぜここまでひっかかるかというたら、別に僕、この工事だけに限って言うてる

わけじゃなく、ほかのことも含めてまだわからないところもあるんでちょっとお聞きして

るんで、特に今回、この３年って本当に純粋に何でやろうという。特にこの、言い方は悪

いですけど、そんなに高度化した業務かなって思っても、いや、変な話、ほかのところが

「いや、うちもあんなんやりたいよ」って言うてるところもあるんですね。それだけの予

算があるんやったら。そういうところがあるので、その辺どうご判断されてるのかなとい

うことです。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 先ほど課長のほうから申し上げましたように、この業者につきましては、公園管理で登

録している業者といいますか、そこを選んでるというふうに聞いておりますので。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 その入札のときは登録業者全部に声をかけたということでよろしいんですか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 ちょっと中身について私、詳しいことわからないんですけども、町内の公園管理で登録

している業者には声をかけているというのは聞いております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません、委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員、どうぞ。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 でも、登録してるということは、それなりのことができるという前提で登録しているわ

けですよね。前提として。そうとは限らないですか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 すみません。ちょっと指名登録は私、専門じゃないんですけども、そうではないと思い

ます。公園管理もいろいろありますから、大津川河川公園を管理したいがための指名願い

ではなくて、そうした公園の管理もやっていきたいということのご希望かと思いますの

で。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員、どうぞ。 

委員（高迫千代司委員） 

 交通安全の対策なんですけどね、朝と夕方の忠岡駅の南１番ですかね。あそこの駅に隣

接した踏切なんですけれど、結構交通量が多いんですね。交通量が多いのは、車、自転

車、人、いろいろ混雑してるんですけれど、中でも自転車ね。これ本来は左側通行ですか

ね。だからもう少し整理すればすっきりいくところが、なかなか従来の習慣どおり、どこ

走ってるかわからんというような形で混雑しているのも事実なんです。で、忠岡町も年に

２回ぐらいキャンペーンを張ってやっていただいてます。そのときでも、まだ無茶してる

やつはおるんですけどね。 

 例えば、ここに制服のお巡りさんに立っていただいて、指導というか無茶をしないよう

に抑止力を働かせていただけないかというふうに思ってるんです。そのことによって交通
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のルールは「自転車、左ですよ」って声をかけてもらってすれば、もう少し整理されて、

その混雑が緩和するかな、交通の安全のために役に立つのではないかなというふうに思っ

ているんですけれど、これはいかがでございましょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 まず歩車道、車と人と自転車の問題ということがありまして、基本的には道路が広くて

車道、歩道が分離されていて、よく言えば自転車道が整備されておれば問題がないという

ことかと思うんですけども、古くからの田治米忠岡線、幅もあのとおりでございますし、

混在しているという状況、特に朝晩のラッシュの時間帯には錯綜しているという状況が見

受けられるということでございます。 

 年２回の春と秋のキャンペーンで啓発もしているところではありますけども、警察の方

に立っていただくということの要望は要望として上げられるかと思うんですけども、どの

ような対応になるかというのはちょっと想定できませんし、ちょっと相談をさせていただ

きたいなというふうに考えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひ相談してね、忠岡の交番のお巡りさんもおるわけですから、少し来ていただいて協

力してもらいたい。忠岡の一番、人、自転車、車が集中する狭いところですからね、ここ

で指導が行き渡れば少しは効果が上がるかなというふうに思ってるんです。どうしてもお

巡りさん、無理なんですよと言うたら、忠岡町にもお巡りさんと同じ服を着た交通安全の

指導員さんですかね。おられますね。 

建設課（谷野栄二課長） 

 もうなくなったそうです。 

委員（高迫千代司委員） 

 なくなりましたか。それは残念ですけど、そうした場合はやっぱりお巡りさんに来てい

ただいてね。で、目に余るところはやっぱり直接指導もしてもらうということで、その周

辺のマナーを確立していくお手伝いをしていただきたいなというふうに思っているんで

す。だからこれは、ちょっと言うてみたけど、あきませんではなしに、何とかしてくださ

いよということでやってもらうというのが、ここは大事かなと思ってるんです。 
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建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 一度、警察にそうした事例がないかとか、他市の事例なんかも一度研究してみたいと思

います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員、どうぞ。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 さっきの話に戻るんですけど、ちょっと整理して、全ての登録している業者に声をかけ

て、この工事がある、この事業をしていくことに関して声をかけて、それで指名委員会で

絞られるということなんですね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員、どうぞ。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません、その辺、じゃあもういいです。ちょっと違う方向から話をお聞きしたいん

ですけど、例えば３年連続の契約なんですよね。で、１，０４１万９，８４０円でやって

るんですけど、例えば来年急激なインフレが起きたとか、いわば物件費が上がったとか、

１割、２割高くなったと言われて、これは変な話、３年契約やったらこの金額はこの１，

０４０何万でやり続けていただけるという契約なんですかね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 
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建設課（谷野栄二課長） 

 委託に関しては基本的にそのように考えております。金額は。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 金額は変わっていかないということですね。 

建設課（谷野栄二課長） 

委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 建設工事の場合はインフレスライドといいまして、そうした物価に応じて金額を見直す

というふうな項目がございまして、本町も過去にそういった対応をしたことがあるかと思

うんですけれども、委託に関してはそのようなインフレスライドの状況は適用していない

ということなので、今後もそのようにやっていきたいなというふうに考えております。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 じゃあ今後もまた、次の期限が来たらまた３年という考えでやっていくということなん

ね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 それは、そのときの入札にかかるときに検討してまいりたいと思います。基本的にはど

ういうふうになろうかと思いますけども、次の入札をどうするかというときには、その案

件が出たときに内部でよく話し合ってから決めてまいりたいというふうに思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 
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 僕の意見としては基本は単年やということで思ってるんで、そういうことをもっと、３

年にするということに関しましてもっと腑に落ちるようなご説明も、今後ももし同じよう

なことをされるんやったらまた聞いていってしまいますので、またその辺のことをご了承

くださいということで。返答は結構です。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 では最後に。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ９５ページの大津川の河川公園の災害復旧工事ですけれど、これは公室長さん、この範

囲で全て費用は賄えましたでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 例年ご質問もいただいておるわけでございますけれども、一応特別交付税と、あと特殊

財政需要額というのと算定がございまして、一応その中で私ども申請しておりますので、

その中で十分に全額反映されているものと考えております。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員、よろしいですか。 

委員（高迫千代司委員） 

 結構です。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子委員長） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 次に、９６ページから１００ページの第９款「消防費」につきまして、担当課の説明を

求めます。 

（担当課：説明） 
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委員長（河野隆子委員長） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 消防の広域化について今のところどのような展開と、計画とかそういったところをちょ

っと別途教えていただけますか。お願いします。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下総務課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 広域につきましては、現在、泉州の北ブロックの４市１町での枠組みとなっておりまし

て、現在の状況でございますが、進展等はございません。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ただいま説明いただいた中で、人件費が上がりましたということで、一般職給３８人、

前年度は３４人ですから４人ふえて、条例定数にあと１人というふうに迫っていますけれ

ど、これは実質的に人数は改善されたということなんでしょうか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 今ご質問の件でございますが、決算書には３８名との記載がございます。この３８名の

内訳でございますが、平成２６年４月に１名、平成２６年１０月に３名の消防職員を新規
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採用いたしました。なお、平成２６年度末をもって定年退職いたしました職員が２名お

り、平成２７年４月現在におきましての職員数は、現在３６名でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうしますと、前年度の３２人から２人は改善されたというふうに見るのですか、それ

とも前年度の３４人が何らかの理由で少なくなっていったのか、というところについては

いかがでしょうか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 現在の３６名の職員数でございますが、平成１８年度までは職員数は３６名でございま

した。その後、職員が退職、または職員が異動等による補充がその時点では行われておら

ず、今年度、平成２７年４月で平成１８年度の職員数と同等となったもので、特に議員お

っしゃられておる２名がふえたということではございません。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ただいまのご説明では１８年度以降３４人で、本来３６人必要なところが２人欠員のま

ま稼働してきたと。で、この２７年度で、これは退職者を含めてるから３８人おります

が、実質は３６人体制になったと、こういうことですか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 そしたら委員長、すみません。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうしますと、以前森野消防長にお伺いをしたことがあるんですが、夜勤のときの勤務

体制で、救急車が出れば、いざ火事となったときに消防車が２台走る場合は何人乗ってい

けることになるんでしょうか。 

消防長（森野博志消防長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森野消防長。 

消防長（森野博志消防長） 

 消防車、２台乗車ですけども、救急車が出た場合は１車に３名、３名で火災現場に向か

います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 本来は何人乗っていく車なんですか。 

消防長（森野博志消防長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 消防長。 

消防長（森野博志消防長） 

 本来は私ども、１車４名で乗車することになっております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうしますと、条例定数の３９、これが確保されればその消防車の場合も４人乗ってい

くという体制をつくることができるんでしょうか。 

消防長（森野博志消防長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 消防長。 

消防長（森野博志消防長） 

 今、高迫議員言われたように、条例定数までいけば４名、４名の乗車は可能かと思いま

す。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 消防署のお仕事で救急車が走る、それから消防車が走る、人の命を預かっていただいて

いるお仕事なんですが、その事前の予防のために大きな災害が起こらないように、企業そ

の他をずうっと回って点検していっていただいている。病院なんかでも、火事が起こって

スプリンクラーがなかって、えらい被害が出たというようなことなんかもニュースでよく

報道されてます。そうしたところをチェックしていただいている体制は忠岡消防署にもお

ありですね。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 山田課長。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 管内には５００を超える事業所がございますが、訓練と救急と重ならない限りは立入検

査に回る、また警備人員でパトロールを行う、巡回を行う等して安全の確認を行っており

ます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 事業所、５００を超えるところを予防係の方ですね、回っていただいていると思うんで

すが、体制については何人おられるんでしょうか。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 予防係については、泊まりの人間で４名、４名の８名がおります。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町内の施設に回るときは、夜回るというようなことはあるんですか。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 山田次長。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 夜は日勤者がおりませんので、回ることはできません。人員の確保に努めております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 すると、昼間の４人の方ですね、この方で５５６の事業所を回るとなればどれぐらいの

密度で、どれぐらいの期間かかるんでしょうか。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 山田次長。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 予防係ではその立入検査に毎月の立入計画表というのを立てて、できる限りその５５６

を２年～３年のスパンで回るように計画しておりますが、ただ予防係、その４名が毎日仕

事をするわけでございませんので、休みも取ります。また、うちは人員が少ないこともあ

り、救急を兼任している、予防係専任だけの人間が組めないので、大きい消防みたいに予

防の立入検査を専門にされているところではもう毎日毎日立ち入りに行っております。た

だ、少ないながらも、危険度の高い、先ほど議員が仰せの病院等、介護施設にスプリンク

ラー等の違反がある重大な対象物については、１年に一度と言わず、割と早いスパンで回

るようにしております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。つまり４人の体制は持っているけれど、その他の救急の任務なんかも兼
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任しているので、なかなかこの５５６の事業所にきっちり回るのには２～３年かかると。

それで、重点的に行かなければならないところは定期的に行くようにしていっていただい

てると、こういうふうな濃淡分けて活動していただいているということですね。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 山田次長。 

消防署（山田忠志消防次長兼予防課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よくわかりました。公室長さん、この人員の計画なんですけどね、今２つのお話を聞か

せていただきました。定数３９おれば、まあ言うたら緊急出動の場合もちゃんとした正規

の人数が乗車して活動できるということですけれど、３６人体制では１人１人減る。それ

から、大事な予防の活動ですね。これについてもほかのところを兼務してるんで、事業所

を全部回ろうと思ったら２～３年かかると。今は大事なところをピックアップしながら定

期的に回っているようにしているということですから、やっぱりちょっと足らんのかなと

いうふうに思うんですけれど、いかがでございましょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 条例定数が３９ということでございますので、その数に今のところ３人ほど足らんのか

なというふうな気がしております。この３人がふえて、２～３年で回るところが１年で回

れたらありがたいなとは思いますけども、なかなかまた消防のほうの数も当然ふやさなあ

かんと条例で決めている限りは、そこに向けて持っていかなあかんというのは十分理解し

ております。ただ、いろいろ事情がございまして、なかなかそこに向けて増員ができてな

いというところでございます。 

 ちょっと私、専門的な話はわからないですけれども、広域化という話もございまして、

その広域化の中でそういうふうなことが対応できるんであればどんどん進めていただきた

いなというふうにも思いますし、そのあたりの内容、私、はっきりわからないので、余り
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詳しく申し上げられないですけれども、今のところ３９人に向けて努力はしたいなという

ふうに考えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いをいたします。広域化というのは何か進むようで進みませんしね。南の

ほうで進んだところでは、最初これだけの人数を確保しますよと約束しておったのが、い

つの間にかずるずるっと人数を減らされているという事実も私ら聞かしてもらってます。

だから、広域化が本当に地域住民のためになるんかならんのかという点については考えな

がら進めていただきたいなと。私らは進めという立場ではないんでね、そういうふうな課

題だというふうには思っております。 

 もう１つお伺いしたいんですが、９７ページに救急救命士の申請、試験をされるという

ふうに出ておりますが、このときは何人行かれたのかというのと、それから現在、忠岡消

防のほうで資格を持っておられる方は何人で、実際その現場で動いて活躍されている方は

何人おられるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 今、議員のご質問でございますが、９７ページの救命士国家試験等申請手数料の金額

は、これは１名分の金額でございます。 

 次に２点目でございますが、本町消防本部におきましての救急救命士有資格者でござい

ますが、１３名おります。そのうち、現在救急活動業務に従事しておる救命士の数は７名

でございます。そして現在、９月１日より救急救命士の養成課程に１名、学校へ派遣して

おります。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。忠岡消防としたら実際に稼働していただく救急救命士さんですね。いざ
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というときにはお医者さん以上に命を守っていただける。お医者さんというのは着いてか

らでないとあきませんのでね。途中、やっぱりその人たちの腕にかかっていますので大事

だと思っていますが、何名常時つくっていきたいという目標を持っておられるんでしょう

か。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 ただいまのご質問でございますが、本町消防本部の救急車の稼働の実態でございます

が、１台運用という形でなっております。実際には救急車２台ございますが、１台は予備

車という形で運用しております。１台の本隊の救急車に常時２名の救急救命士を乗車させ

るためには、実際休み等を考慮しないで計算すれば６名で大丈夫なんですけども、休み等

いろいろの教育訓練に派遣等を考慮いたしますと、片方に４名、４名４名の８名が必要で

ございます。現在、先ほど答弁させていただいた実活動人数は７名という形で、１名少な

いんですけれども、現在１名養成課程に派遣して、帰ってくるのが３月末になります。３

月末に国家試験等ございまして、その後、合格したら救命士として活動いたしますので、

８名という形でしております。今後もその職員の異動等、また退職等を考慮しながら計画

的に派遣の計画は立てておりますので、常時８名というのを維持していきたいという形で

思っております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしいですか。すみません、委員長、ほかになければ。 

委員長（河野隆子委員長） 

 ございませんか。高迫委員、どうぞ。 

委員（高迫千代司委員） 

 消防の無線がここで出ているわけですけれど、当初この計画が立ち上がったときには、

消防の無線を設置するのに忠岡町の財政が少し傾きますよというぐらいの大事業で、３

億、４億という話が出ていたような気もするんですけれど、これを見たらそんな大きくな

いですね。これはなぜこうなったのかということをお教え願いたいと思います。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 
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 今ご質問の件でございますが、これは９８ページの第１５節、工事請負費の消防救急デ

ジタル無線整備工事で１億２，４２０万円という金額が決算額で出ております。今議員お

っしゃるのは平成２２年以前のお話でございまして、その当時、金額といたしまして約２

億５，０００万円を計画として中長期でしておりました。その２億５，０００万といいま

すのは、そこに救急デジタル無線以外に指令台のシステムの整備費用も含めておりました

ので、そのような高額な金額となっており、今回この決算書に上がっている金額につきま

してはデジタル無線のみの整備工事の金額でございます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうしますと、その指令台というのが１億ぐらいかかるものだということになります

ね。指令台というのはどんな役割を果たすものなんでしょう。 

消防署（花野勝也消防署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 花野課長。 

消防署（花野勝也消防署長兼警防課長） 

 それでは、通信指令台についてご説明いたします。通信指令台は、１１９番通報の入電

から通報者の場所の特定、これはディスプレイにその通報者の地点が地図表示されます。

それと、災害種別の決定により各諸所への出動隊編成、また出動指令の発出、そして出動

した車両への無線指令や電力会社、関係機関等への連絡、病院等関係機関への電話連絡が

ワンタッチで行えるもので、道路状況、危険物施設、防火対象物等を地図上で確認しなが

ら、適切な消防救急指令業務が行えるものでございます。 

 忠岡町では現在、指令台は整備しておりません。理由といたしまして管轄区域が小さい

こと、また出動隊編成ということにつきましても、１本部１署の体制で炎上火災が発生し

た場合、全車両が出動しているというのが現状でございます。場所の特定につきましても

パソコンの地図検索ソフトを利用して場所の特定を行っておりますので、指令台の行って

いる作業をある程度補っていっているのではないかと考えておるところでございます。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よくわかりました。１億円かけるよりも、忠岡の体制であればそうした創意工夫でカバ

ーできるということでされたということですね。ありがとうございます。 

 それから、１つお聞きしたいんですが、このチラシというか、この内容はご存じです

ね。これは忠岡町の１階の受付とか、自治会の看板にもあちこち張ってあります。「誰か

の役に立ちたかったから、この仕事を選びました」、これは忠岡町の下のほうに「消防団

員のお問い合わせは、上記の忠岡町役場ホームページより消防署、忠岡町消防団へアクセ

スしてください」と、この下のほうで消防団のアピールしてるんですけどね。この消防署

と消防団の募集についてはよくわかります。何でこの右側がついているんですかね。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 今議員おっしゃることにつきまして、ご説明させていただきます。まず、そのポスター

の作成の経緯からご説明させていただきます。 

 平成２５年度におきまして、自衛隊が警察と消防の３機関共同でポスターを作成する予

定でありましたが、警察からは賛同していただくことができず、消防との共同製作となっ

たものでございます。大阪府下で、まず箕面市消防本部が平成２６年度に作成し、平成２

７年度には９本部１１市１町が作成し、来年度はその数もふえる見込みであると自衛隊の

方がおっしゃっておられていました。 

 それまで自衛隊では毎年、独自でポスターを作成しておりましたが、近年、災害派遣が

クローズアップされることで住民を守る活動に興味を持っていただき、また、大規模災害

等において連携が不可欠な消防と自衛隊の共同ポスターを見ていただいた住民の方に安心

を感じていただけるのではないかと思い、作成しております。以上が経緯、そして今回忠

岡町と自衛隊のコラボポスターをつくったということでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ちょっとお聞きをいたしました。忠岡町以外は、今お名前の出た箕面市以外に池田市、

摂津市、交野市、茨木市、貝塚市、枚方寝屋川の組合、柏原羽曳野藤井寺の組合、つまり

忠岡町を除いたら全部市さんがやっていると。私らも戦争法ができるまでの自衛隊であれ
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ばある程度、こういうお話をしなかったかもしれません。今、何でこんなことをするかと

いうたら、自衛隊が盛んに募集をかけて、いっぱい採用しようとしてるんです。やめてい

くからです。何でやめるかいうたら、今までは専守防衛ですからね。攻められたらそれこ

そ命をかけて頑張る、命がけで戦ってくれるというのが自衛隊やったんですね。今度は戦

争法が通りましたら、そんなところやなしに、わざわざ外国に出かけていって、アメリカ

と一緒に戦争をする部隊になります。人命救助やなしに人命を損なう活動をすることにな

ります。 

 そういうふうな状況のもとで、最近何が話題になったかというたら、高島市ですかね。

ここで学校のトイレットペーパーに、自衛隊員募集ですよと印刷したやつをずうっとつけ

ておって、えらい問題になったんです。で、抗議を受けてすぐ取り外すというふうなこと

がありました。 

 今の自衛隊のキャンペーンというのはむちゃくちゃで、高校を卒業する人の家には全部

案内を送りつける。最近では中学校卒業のところにも案内を送りつける。まあ言うたら、

強制力はありませんが、昔の召集令状みたいなものですね。そのような活動をしているわ

けです。そんな活動をしているときに、これはどうかというふうに思いました。 

 私らも東日本大震災、これは後でボランティア活動に行きました。そのときにはお互い

に、自衛隊の人もエールを送りながら、お互い頑張ってるんやな、最後までやっていこう

でと、こういうふうにやってきたんです。それが人の命を救う、そのための活動をしてい

ただいてるんですね。 

 そうでないようなことになってきたからこそ、今は大変な問題だと思っています。警察

も何か乗るのが嫌やと、今外れたようですからね。ですから、次からはこうしたことがな

いようにしていただきたいなと思っています。これは恐らく費用は全額自衛隊で出してる

と思うんですけどね。出したからというて、これ逆に言うたら消防署とか消防団が一緒に

なって参加しましょう、やりましょうというふうなのを言ってるようなアピールにも取れ

ます。やっぱり住民の方に誤解を与えるようなことがないように、ぜひお考えいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 今年度つくった経緯は、先ほどご説明させていただいたように、大規模災害等が発生し

た場合、消防と自衛隊というのは切っても切れない、連携をしながら住民を助けるという

活動がございますので、その意味合いを込めてコラボしたという経緯がございます。 

 今後、今議員がおっしゃったように、来年度、今年度も今掲示しておりますけれども、
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来年度は町長公室とちょっとお話しさせていただいて、その辺を検討してまいりたいと思

っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 その次に、この下にある消防団員の募集なんですけれど、現在、消防団員は定数何人に

対して何人在籍されておられるんでしょうか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 消防団員の条例定数でございますが、４５名でございます。現在の団員数でございます

が、３８名でございます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そしたら、この差については、続けて募集をされていくというおつもりなんでしょう

か。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 団員数につきましては、消防団長の意向もございまして、４５名の条例定数まで持って

いきたいとお話ししておりますので、消防署といたしましても定期的に広報紙に入団促進

の言葉を入れさせていただいて、町内の若い方に団に入っていただくという形で募集をし

ておりますので、団長の意向どおり４５名の条例定数まで持っていきたいと思っておりま

す。 
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委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 これは消防署員、消防団員というのは、来るべき南海トラフの大震災を含めまして、そ

れ以前でもやっぱり水害等いろいろあると思うんです。いざというときにはやっぱり住民

の命や財産を守ってくれるもとですから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 消防団のことについてお尋ねしますが、４５名が要る根拠というのは何でしょうか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 この４５名、まず条例定数で４５名というのは定めておりますが、今議員がおっしゃら

れた４５名の根拠でございますが、平成１８年度までは条例定数３０名という形で、常時

３０名の団員さんがおられましたけれども、その後条例改正をいたしまして１５人増員と

いう形をとりました。その増員をとった経緯でございますが、その当時、国民保護法に基

づきまして避難誘導員という形で定数をふやしなさいということで４５名といたしており

ます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 前に僕、一遍、時間が多少あるんで、経験がてらどうかなと思ったら、団長からまた注

意されたというか、関係者の方からお断りというか、こういう立場を目指すというのもあ

るとは思うんですが、実際出動機会が減っている、そういう実際に動くことがまずないと
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いうふうにもお伝えしたんで、それはほんまのところはどうなんかなというのをちょっと

気になったので、お聞きしただけです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 藤田委員。藤田さん、スイッチ押してください。 

委員（藤田 茂委員） 

 一般職員の件でも出たんですけど、消防職員さんの地元率というのは大体何％ぐらいで

すか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 現在、３６名の職員がおりまして、忠岡町管内に住所がある職員は１４名でございます

ので、約３９％が占めております。 

委員（藤田 茂委員） 

 それと、併用してと言ったら言葉は悪いんですけども、消防団員さんが今３０何名と言

われたな。昔やったら在住者が多かったんですけど、今の忠岡町でいてる人というのはつ

かめますか。消防団員でも。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 消防団員の入団資格、まず条例でうたっているのは、忠岡町内に住んでいる方、もしく

は忠岡町内で働いている方が条件となっております。現在、３８名の消防団員の中で他市

から勤務、忠岡町に勤務して団に入っているという団員さんはおりませんので、全ての団

員さんは忠岡町管内で住んでおります。 

委は員（藤田 茂委員） 

 いや、在勤はつかんでない。忠岡で仕事をやってるというのは。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 
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 今、手持ちでちょっと資料が。また後日。 

委員長（河野隆子委員長） 

 じゃあ後ほど。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今１４名、町内と言うたんですけど、この近隣市ですね。周辺市、和泉、泉大津、岸和

田。要は何かあったときに自転車で２０分、３０分ぐらいで駆けつけるぐらいの距離です

かね、にいはる方というのはどれぐらいいはるんですか。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 森下課長。 

消防総務課（森下孝之課長） 

 現在、近隣市で住んでいる職員でございますが、岸和田市７名、泉大津市６名、和泉市

４名、貝塚市２名、高石市１名と、その他となっており、本庁、本部におきまして計算し

ておるのは、徒歩１キロ１０分という基準で決めておりまして、徒歩３０分圏内、距離で

言いますと、円でございますけども、３キロ圏内に住んでいる職員は全部で２１名で、全

体の５９％、それと５キロ圏内は４名おりますので１１％、合わせて５キロ圏内の職員で

７０％という数字が出ております。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 はい。 

委員長（河野隆子委員長）。  

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子委員長） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育費に入る前に４時まで１０分間暫時休憩いたします。再開は４時ちょうどからいた
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しますので、よろしくお願いいたします 

（「午後３時４８分」休憩） 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後４時００分」再開） 

 

委員長（河野隆子委員長） 

 次に、１００ページから１２５ページの第１０款「教育費」、及び第１１款「公債

費」、第１２款「予備費」につきまして、各担当課の説明を求めます。 

（担当課：説明） 

委員長（河野隆子委員長） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員 

委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません、１０３ページの一番上のスクールカウンセラー賃金というところの項目に

関しての、ちょっとした関連した質問になるんですけど、去年の主要な施策の成果とし

て、それぞれ配置した、解決することができたと書いてるんですけど、具体的にはどれぐ

らいの内容なんでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居教育委員会教育部理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 スクールカウンセラーに関しましてですけども、昨年度、実績といたしまして各小学校

に１名ずつ配置しております。そして、年間それぞれ２５回ですので、お２人ですので５

０回配置しまして、最終的に相談件数といたしまして３３７件ございました。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 そういうような細かいところをなぜ、話の趣旨はずれるかもしれないんですけど、成果

としてしっかり載せていただいてないのかが、なぜなんでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 載せさせていただいてる部分で、例えば増加した、また伸びたという表現をさせていた

だいてますが、今後具体的に出せる分は出していきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 ほかの部分にも関連して、その辺の具体性と伸びですね。変な話、次の年度の予算に向

けて、こういう抽象的やと、どうしてもほんまなんかという話をまたゼロからせざるを得

ないので、そういったところをちょっと具体的に、こちらが理解しやすいようにご配慮い

ただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 １０２ページに支援学級の介助員さんの賃金が出ております。お困りの子供さんもたく

さんおられると思うんですが、実態ですね、忠岡小学校、東忠岡小学校、中学校でどれぐ

らいの方が配置されていて、何人の子供さんを見ておられるのか、ちょっとお伺いしたい

と思います。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 昨年度、介助員のほうですけども、忠岡小学校に介助員２名でございます。東忠岡小学

校３名、忠岡中学校１名でございます。そして、在籍児童・生徒数でございますが、平成

２６年度、忠岡小学校１１名、東忠岡小学校２７名、忠岡中学校５名でございます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今おっしゃっていただいたのは、在籍児童は２６年度ですか。で、その介助員の方は何

年度の分でしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 両方とも２６年度でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 すると、２７年度はどのように変化しましたでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 ２７年度、今年度でございますが、介助員のほうですが、忠岡小学校が１名、東忠岡小

学校が４名、そして忠岡中学校が１名でございます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうすると、総数は介助員は５人で、２７年度については忠岡より東忠岡のほうに１名

移られた。やっぱりこれは子供さんの状況に合わせてということになりますんでしょう

か。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 本町におきまして介助員の配置ですが、原則、学校さんの規模も含めて、忠岡小学校に

１名、東忠岡小学校に３名、忠岡中学校に１名ということを１つベースにしております。

ただ、昨年度、忠岡小学校２名配置させていただいたこと、また今年度、東忠岡小学校に

４名配置させていただいたことは、子供さんの障害の状況や配慮を要する部分において、

これはやはり緊急的な措置として必要ではないかということで配置させていただいており

ます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 実態に合わせて、２６年から２７年にはお１人移動した。で、５人体制がこのときは、

２７年度は６人になっているということですね。だから、よく我が党の是枝議員が介助員

さんの数をふやして、もっと手が届くようにというふうに言っております。この２７年度

は、東忠岡で１名ふやしていただいた。やっぱりそれだけ手のかかる子供さんというか、

そうした子供さんがこの学校に行かれたということですか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 今ご説明いただいたように、実際に東忠岡小学校で今年度特に配慮を要する子供がいる
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ということで、１人緊急的に配置させていただいております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。できるだけ実情に合わしてね、やっぱり必要な人数については、これは

多分単費だろうと思うんですが、ご苦労いただいてますが、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それから、すみません、委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 小学校の読書活動推進事業の賃金と出ているんですけれど、これは早い時期から和田町

長さん、学校司書をちゃんと１人ずつ確立しようということでされている事業だというよ

うに思うんですけれど、子供たちが本に親しむ、そういうふうなことについては一定の効

果というのは見られるんでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 この読書活動推進事業におきまして、本町といたしまして学校司書さんをそれぞれの小

学校に１名ずつ配置させていただいております。２５年度より配置がスタートいたしまし

たが、２５年度と２６年度のいわゆる子供たちの貸し出し冊数なんですけども、東忠岡小

学校で２００冊アップ、全体で、忠岡小学校で約６００冊アップということで、非常にそ

れぞれ伸びは出ております。また今後とも、この形で何とか子供たちに読書活動をどんど

んやっていただくように啓発してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 非常に成果としては上がっているという数字に見えるんですけれど、これ忠岡のほうが
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貸し出し冊数が非常に生徒に比べて多いということですか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 数字的にはそうではございますが、実際にはさまざまな、例えば貸し出す以外の活動、

例えば授業の中で読み聞かせで使っていったりとか、授業の中で図書室を利用したりとか

いう形も含まれてますので、冊数だけで両者の比較というのはちょっと難しいところがご

ざいます。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今の質問のあれですけど、忠小と東、６００冊、２００冊アップと言うんですけど、そ

れは大体、パーセンテージに換算すると何％アップになるんでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 パーセントは計算しておりませんが、例えば東忠岡小学校でしたら２５年度が総合計で

約９，８００冊貸し出したというデータをいただいております。それが２６年度では約１

万冊という形でございます。また、忠岡小学校におきましては、２５年度約４，６００冊

が、２６年度は５，２００冊程度に伸びておるという状況でございます。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 はい。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 
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 先ほどの１０３ページの小学校のスクールカウンセラーのところで、利用されている方

の人数がお話しされていましたけどね、これは以前と比べたらどういうふうに推移してい

るんでしょうか。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 実際、私、去年までおりまして、府の派遣のカウンセラー等も来ていただきました。

で、実際スクールカウンセラーさん自身が学校の一員というような形で、かなり職員から

も信頼を受けております。そういう意味では、実感としましては１日５コマか４コマ入っ

ていたかと思うんですが、かなり取るのがしんどいというような形で、予約というような

形で、何週間後の登校のときにも入っておられると。 

 で、先ほど件数がございましたが、東の場合は実際いろいろと子育てにお悩みのお母さ

ん方の子育てに関しての相談であったりとか、いろいろ多種にわたっておりました。非常

に埋まっているというのが実態ではないかなと思っております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 今の現場の声を聞かせていただきました。私がお聞きしてるのは、この間の子供の状態

というのがだんだん深刻になってきてますし、これは主に親御さんがカウンセラーの方を

利用されてるというふうに思うんですけれど、例えば以前は１００件ぐらいやったのが、

２００件、３００件とふえてきたんだというふうな状況にあるのか、最初から大体この３

００件ぐらいがずうっと来ているのか、その点については数字というのは出ているんでし

ょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事兼学校教育課長） 

 経年の部分はちょっと今持ち合わせておりませんが、毎年大体数は、相談件数というの

はございます。さまざまないろんな状態で保護者の方や子供さん自身も悩まれたことがあ
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ると思うんですけども、経年ではちょっと持っていませんが、毎年、教育長のほうからお

話しいただきましたように、予約ということでいっぱいになっている状況でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今の関連質問で、そのスクールカウンセラーはいっぱいいっぱいやと。家庭のことや、

そういう細かいことから大きな悩みまでいろいろあるとお聞きしたんですけど、要はそこ

で受け入れられへんもの、例えば役場の子育てとか、そういったところに相談する窓口と

の連携とかは、実際どのような感じでされているでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 実際に学校だけではなくて、さまざまなところで、例えば広報でも相談ということでさ

まざまな教育相談も含めて情報を提供させていただいておりますし、実際に教育委員会の

ほう、４階のほうですね、来ていただいてることもございます。そのような形で、当然ス

クールカウンセラーばかりではなく、また行政側ばかりではなく、学校さんの担任の先生

ですね、そのような形でもさまざまネットワークを広げながら共有しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員、どうぞ。 

委員（和田善臣委員） 

 １００ページですか、教育委員会の委員報酬のところなんですが、この８２万について

は問題ないんですが、以前、前の教育長さんに社会教育委員の選任をしていただきたいと

いうことをお願いしました。それの返答は、近隣の市町を参考に、あるいは意見を聞きな

がら進めていきたいと思いますということの返事はいただいております。で、そのあたり

今現在のあれはどのようになっているでしょうか。 



123 

 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 以前にそういう質問がございましたということで、近隣の市町村のほうに確認をいたし

まして、大体年二、三回の会議をされているそうで、その会議も事業報告などの形式なも

のに終わっているということで聞き及んでいます。本町のほうも、そういう部分を踏まえ

まして検討した結果、社会教育委員につきましては現在のところ設置しないという方向で

進めております。 

 以上でございます。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 一応参考にしたという市町は何市町ぐらいありますか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 全体的に全ての市のほうにアンケートを取りまして、委員さん及び委員報酬、また制定

年度、また委員さんの公募、会規規則があるかどうかをアンケートで取っております。そ

の部分につきましては、年二、三回程度で、事業報告程度で詳しい審議等はしておられな

いということで判断させていただきました。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 私が以前から考えているのは、ＩＴが進んだり個人化が進んだりと、社会が非常に複雑

になっています。従来のいわゆる３０年、４０年前の時代と違って、非常にこの教育とい

うのは難しくなってますね。この教育という問題を学校だけに依存するのは非常に酷な話

だと、ずっと思っています。ですから、いわゆる少子化が進んでいる現在、国のほうは子
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供をふやそうとかかっているんですけども、それはなかなか国の意思では図れないと思い

ます。小学校に入るまでね、幼稚園とかの子供さんでしたら、朝の挨拶運動でもきれいに

できてるんです。役場へ来て大きな声で「おはようございます」と、こっちが恥ずかしく

なるぐらい大きな声でやってくれてます。そういったことができる子供さんが、何で小学

校高学年、あるいは中学校に行ったらできなくなるのか。これはやっぱり基礎的な人づく

りというんかな、そういう面で欠けてる部分が大きいと思うのです。 

 これが、学校の元校長先生とか、専門家の前で言うのはちょっとおこがましいんですけ

れども、ある程度一定の力がつけば、そういった、何と言うんですかね、モラルというの

か道徳と言うたらいいんか、いろんな面がありますよね、昔から日本の古来のね。そうい

ったものをある程度身につけた子供さんを学校に送ってくれば、先生も非常に楽になると

思うんです。学校の現場では一番求めているのは、まだ学級の定員を減らすということを

望んでおられるようです。これも１つの方策かと思うんですが、これが仮に今現在４０人

ですかね、小学校。４０人を３０人、あるいは２０人に減らしたところで、やはりそうい

う問題児がおれば、同じようなことを繰り返すと思います。そういった面で、学校へ入る

までの期間の教育ですね、それが非常に重要であると。そういう意味で私、社会教育委員

の設置というんですかね、をお願いしておったところなんですけれども、ほかに私、ちょ

っとそういった面の名前とかが浮かばなかったので、社会教育委員ということでお願いし

たんです。 

 その辺について、校長先生の経験もおありですし、経験豊富な教育長にちょっとお伺い

したいと思います。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 ただいま議員がお示しの就学前の教育の大切さ、これはまさに今、議員がおっしゃった

ところかと思います。従前は、それぞれ地域であり家庭でそのようないわゆる規範、規律

等の指導がかなりきっちりとなされてきた。ところが、これは我が国の今の社会構造もあ

ってか、かなり送り出し元の家庭の中でなかなかそこまで手が回らない、そういうふうな

現状も事実であります。 

 そういう意味で、今議員おっしゃったような青少年の健全育成にかかわるような皆さん

方のお力を借りながら、そういうふうな学校教育外での教育にも力を入れていくというの

は、これは喫緊の課題というふうに認識しております。 

 あわせて、学校現場におきましても、これは必ずしもいわゆる「知徳体」の「知」部分

だけを前面に出して教えているという部分ではなくて、「徳」に当たる心の部分、感性の
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部分も同様に、子供たちに集団の中でどう過ごしていくのが本当に心地よいことであると

か、そういう部分は本町の場合、幼小中と先生方が連携をとりながら、各発達段階で指導

しているというところでございます。 

 おっしゃるように、学校教育以外の価値といいましょうか、の部分はまさしく今議員が

お示しのところかと思います。私も同感でございます。 

 以上です。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 ありがとうございます。特に子供、幼児時代ですかね、その時分の教育というのは非常

に私は大事かと考えております。で、先ほど教育長が「知徳体」という言葉で表現されま

したが、まさしくそのとおりで、健康な子供を育てたい。私も２人の子供がおりますけど

も、どっちかというたら失敗したなと後悔しているところです。 

 我々の時代は、いわゆる人の言うことをよく聞きなさいという教育を受けました。うち

の息子なんかは、やはり自分をうまく表現しなさいという教育が強かったようです。やっ

ぱりしゃべらせたら、結構自分のことを主張するのがうまいんですよ。うまいというん

か、宣伝するのがうまいというのか、口にしたらにくそいんですけどね。そういった面

で、こちらの話を聞くというのが下手なんですよね。そういったこともやっぱり時代かな

と思うんですが、やはりこれ、ほんまにいわゆる住宅事情なんかも、生まれたときから自

分の部屋を与えられたりね、そういったことで非常に変わってますわ、教育環境はね。腹

が減ったら、あるいは喉が渇いたら、冷蔵庫をあけたら入っていると。遊びたかったら１

人でもゲーム機で遊べると。ほんまに環境がこの半世紀の間にぐるっと変わりましたんで

ね。 

 で、それに伴って、親自身もその急速な変化についていってないんですね。私も含め

て、と思うんです。ですから、まあ比較的ええ子さんやなと思えるのは、自営業の方の子

供さん、いわゆる親の背中を見て育つと言うとおり、やはりよく見てはるんですよね。サ

ラリーマンの家庭というと、やっぱり家へ帰って寝転がってナイターでも見ようかという

ようなところを見ておって、いわゆる一生懸命苦労している部分を見てないんです。その

辺もやはり変わっている。昔と今とはかなり家というあり方も変わっていますし、家の果

たす役割も。 

 その辺の中で、教員という仕事は大変やなと、私常々感じてます。何かあったら教師が

悪いんと違うかとか、あるいは親から文句つけられたりとか、気の毒に思っているんです

が、ただこれは私の身近なことなんですけども、同級生で苦労して音楽の教師になった先



126 

 

生もいてます、友達の中にはね。でも、やはり４０代半ばでつぶれました。つぶれました

というのは、もう精神的に参ったんです。で、立ち直れなかったということですね。せん

ど苦労して、自分が好きで、家にピアノもないのにピアノの練習をしてなった先生が、僕

から見たら優秀な先生ですわ。そんな人がつぶれると。そういう悲惨なところを見てます

ので、やはりそういった教育体制、一応学校教育というのは先生という専門家がいらっし

ゃいますけども、それにはそれ相応のレベルの子供さんやったら見れるけども、その論外

の子供さんていてますよね、やはり。論外と言うたら失礼になるかしらんけども。だか

ら、そういったところで、その教育というのは非常に深い問題を考えているなと。一朝一

夕では片づかない、これも理解してます。喫緊の課題であるにもかかわらず、それが一朝

一夕には片づかないんですよね。その辺のジレンマも感じてまして、教育長にはまたえら

いご負担をかけますけども、今後その社会教育委員会でなくても、何か方策がありました

ら打ち出していただきたいなと、このように思いますが、どうでしょうか。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 ただいま、本当にありがたい議員のお言葉をいただきました。本町のみならず、今我が

国の子供たちの現状に関して、いろいろとご示唆いただけたかと思います。今お示しの社

会教育委員の部分に関しましては、先ほど課長のほうも答弁させていただいた部分で、現

状では考えているところです。しかしながら、学校外の教育の持つ意義なりは十分認識し

ているところでございますので、またその辺と皆様方との連携を考えながら、一体になっ

て本町の子供を育てていく、育んでいくという形で常に考えてまいりたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 知識のある先生ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続けていってよろしいでしょうかね。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員、その前にすみません。 

 お諮りします。本日の会議時間についてですが、議事の都合によりあらかじめこれを延

長してよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子委員長） 

 ご異議ないものと認め、議事の都合により延長させていただきます。 

 続けて、和田委員、どうぞ。 

委員（和田善臣委員） 

 ちょっと飛ぶんですけれども、さっきのことに関連してなんですけど、１２４ページで

す。ここに報酬として委員報酬、スポーツ推進委員報酬とございます。これ、忠岡町の場

合、やはりこのスポーツ委員さんも熱心に活動されてくれてます。そのおかげでプロ野球

の選手とか、ゴルフ、あるいはオリンピックの選手等々輩出しております。やはりこうい

った基礎をつくった方、もう亡くなりましたけど、初代のその当時は体育指導委員でござ

いました。その方が亡くなりました。同じように活躍されていた方も今は退任されており

ます。その方々の功績というのは、私は非常に高いものがあると、大きいものがあると私

は評価しています。ですから、いまだにその方にお会いすると頭が上がりません。やはり

大先輩ですのでね。その方たちの活躍があって、今の忠岡町のスポーツの繁栄があるんや

と思います。 

 ですから、この意味でも、先ほどお願いした社会教育委員はつぶれましたけれども、何

らか違った形で手を打っていただきたい。地域で向こう三軒両隣というようなネットワー

クをつくるのは今、非常に難しい環境にあります。そういった中で非常に無理をお願いす

るんですけれども、教育委員会におかれましてはご努力をお願いしたいと、かように思い

ます。 

 先ほど、教育長からその返答をいただいておりますので、これについての答弁は結構で

ございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。 

委員（和田善臣委員） 

 はい。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 １０６ページです。ここに忠岡小学校の空調設備工事設計業務委託料が２６年度にやら

れています。ただ、２７年度は、国の都合によって工事ができなくなった。２８年度に繰
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り延べになったんですが、この設計業務委託そのものは既に行われたものは生きている。

新たに次にするときには、そうした設計は要らないというふうに受け取っていいわけでし

ょうか。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 その認識でよろしいかと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 次に、１０８ページなんですけれど、ここに要保護、準要保護のいわゆる就学援助の分

が出ておりますけれど、これは部長さんたちはもう既にご承知のように、今子供の貧困、

大変なんですね。６人に１人がまともな生活が送れないというふうな状況にあります。そ

の中でも特にひとり親家庭の場合はさらに深刻なんですね。特に女性の場合、ひとり親で

も、まともに正職員について高い報酬を得るという機会というのはほとんどありません

し、パートの安いやつでダブルワーク、トリプルワークしてやっていかなければならない

んだというふうなところがたくさんあります。だから、そうした学校ではよくこの現状を

ほかのところよりもつかんでいただいているというふうに思っています。 

 だから、例えばそこの家が就学援助を申請していなければ、こんな制度もあるよという

ことで、選ぶのは本人の意思ですけどね、やっぱり一声かけていただく。子供の貧困をな

くす方向で力を発揮していただけないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 後ほどまた中学校費のところでも、直接関係はないんですけども、学校給食が中学校の

給食、この９月から始めさせていただきました。今、高迫委員おっしゃるように、やはり

こういう制度があるということで皆さん方に学校給食についても就学援助の分があります

よということで、各皆さん、保護者の方に通知しておりますので、そういった意味では啓

発させていただいているということでご理解願えたらありがたいと思います。 
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委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 学校給食はまた後ほどお聞きしますが、そうした子供の貧困を見つけやすい立場にある

人たちがやっぱり手を伸べる、そういうふうなことが今こんな状況の中では必要だという

ふうに思っているんです。だから、これはどちらかというと、長屋さんではなしに土居先

生のほうにお聞きをしたいというふうに思っているんです。いかがでございましょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 子供の貧困に係るさまざまな子供のいわゆるしんどさや難しさ、その部分は今議員おっ

しゃるとおり、学校の先生方もさまざま情報が入ってきます。私どももさまざまいろんな

形で入ってきますが、できる限りその学校の中では先生方で共有していただいて、例えば

いろんな定期懇談や定期面接のときにお話をさせていただいたりとか、あとさまざまなこ

ういう取り組みができますよというのは、こちらのほうもご案内させていただいておりま

す。今後とも情報を共有しながら、啓発等も含めましてやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひ強めていただきたいというふうに思います。 

 そこで、こちらは長屋さんのほうにお聞きしたいと思うんですが、そうした家庭が小学

校１年に上がるとき、また中学校１年に上がるとき、これは教育補助を恐らくその後に申

請しまして、お受けになるだろうというふうに思うんですが、支給が大体１学期の末ごろ

ですね。その入るときに、そしたら何にもなしに入れるんかといえば、入学準備金という

のは確実に必要になってきますね。そうしたところの支出が難しい家庭がふえています。

それがサラ金などで借ったら、また後で別の連鎖になってくるわけですけれど、これは今

日本全国でいろいろ改善の手が差し伸べられています。かつて私がこの問題をお聞きした

ときは、当時の部長さんが、子供手当が出ますんで、これで何とかやってもろたらいいん
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やないかというふうにおっしゃってました。ところが、その手当そのものがなくなってき

てますんでね。 

 ですから、やっぱり教育委員会のほうで前倒しをして支給する、中には一部貸し付けを

して、教育補助が入るときになったら返してもらうと、いろんな制度を全国の自治体が創

意工夫を生かしてやっているところがあります。忠岡町もそうした実態に合わせて、創意

工夫を生かしていただくことができないだろうかというふうに思っているんですけれど、

いかがでしょうか。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 これにつきましては、過去からいろいろと各種団体のキャラバン隊からもご指摘いただ

く中で、本町といたしましても今７月支給ということでさせていただいてます。実態を他

市の状況を調べました。他市の状況で申し上げますと、早いところで５月というのが１団

体ありまして、６月は２団体、それから７月、８月については約６８％ですから、ほとん

ど７割の団体が７月、８月となっております。これにつきましては事務的な処理、あるい

は職員体制もあるんですけども、できる限りそういった視点に立って、すぐにはできない

かもわかりませんけども、前向きにいけるかどうかというのを踏まえて、ちょっと教育委

員会のほうで検討というんですか、勉強していきたいと思いますので、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 この実数という数字はご存じだと思うんですが、忠岡町は周辺に比べてひとり親、母子

家庭の割合が高いですね。まあ言うたら、今の世相からいうたらお困りの方が多いという

ことなんです。だから、困ってない人にまでそういう手を無理やり差し伸べる必要はない

と思ってますが、そうしたことでお困りの方がおられたら手を差し伸べるような施策は要

るんではないかというふうに思ってるんです。そういう点でご検討いただいたら、最初か

らごっつい金要るなとか、そういうふうなことにはなりませんのでね、本当に必要なとこ

ろにするというふうなことも考えられるんではないかなというふうに思っているんです。 

 行政は機会均等だと、こういうふうな建前でおっしゃる方もおりますんで、そんなとき

はそれこそ社協の出番ですよ。やっぱりいろんな行政の手の届かないところはね、そのは
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ざまの人を救うようなところをしてもらうような本町は団体も持っておりますので、そう

したところも含めてしっかりとカバーしてもらうというふうなことができるというふうに

思ってるんです。ですから、そうした手の差し伸べ方、知恵を発揮していただきたいなと

いうふうに思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 教育委員会のほうで知恵を絞りながら取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 端的に言うと、この制度というか、僕、全戸配布、ビラをやってるので、学校の親御さ

ん、時々とめられていろいろ話を受けるんです。個々の話は別として、トータルで言う

と、学校に対するいろんな、僕に声かけてくるぐらいなんで基本的に不満の部分です。そ

れもやっぱり先生の立場、学校は忙しい、人数も、子供たちの抱える問題もあるというこ

とで、その親御さんの目線というのもあるんやろなと思いながらちょっと感じてたんです

けど、この６月に学校の開放授業がありましたよね。そのときに、ちょっとそれがどっち

かいうと、確信にまでは変わらないけど、ちょっとほんまやったんかなと思ったのが、一

言で言うと、要は挨拶が先生、全然していただけないということです。授業中に挨拶せえ

とか、そんなん全然言わないですよ。でも、例えば僕の顔を知る知らん関係なく、そこに

来てる人って基本的には親御さんとかかもしれないじゃないですか。その人が、僕がすれ

違って、「どうも、こんにちは」と言うたら、「ん？」みたいな感じで通り過ぎていくん

ですよね。僕、どうかなと思って、どっちの小学校の誰とまでは言わないですし、その先

生が誰かもわからないんで、別なんですけど、やっぱり年がら年中例えば開放していると

すれば、それは負担になるんかなと思うんですけど、晴れの日なわけじゃないですか、た

まにしかない。そのときでさえそういうような態度をとっているのであれば、言い方はあ

れですけど、シルバーの校門におるおっちゃんのほうがよっぽど愛想よかったです。言い

方悪いですけど。 
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 いろんな教育の問題とか、そういうのはあると思うんですけど、やっぱり礼節やと思う

んです。やはりそれは学校の範疇の中において、例えば僕、駅で立たせていただくとき、

すみません、ノイジーに朝から「おはようございます! 」と元気よくさせていただきま

す。やっぱり忠岡の最低限町内にいる限り、僕はいつも戦闘モードなんです。そのときに

は。やっぱり学校の先生においては、学校の校内にいはる時間は、特に親御さんとかかわ

る時点では、あれがもし逆に僕が例えば普通の親御さん、一般の親御さんで、学校でトラ

ブルを抱えてましたとか、仮定です、なったときに、あんな態度されたら多分もう火がつ

きますよ、間違いなく。もう絶対に納得も理解もしてくれへん人になってしまいますし、

やっぱりそういうような部分がないのかなというところですね。その辺、どのようにお感

じでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 今、議員ご指摘のところ、本当にまず先生であると同時に、やはり社会人、そして人と

して挨拶というのは大切でございます。当然やるべきことと我々も思っておりますので、

今後いろいろな場面でやはりそういう挨拶、町の中でも学校の先生とわかる部分が多いと

思います。そのあたりも含めて啓発等していきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 まずは学校の中だけでも、愛想や挨拶、まず先生が子供たち以上に元気にしていただけ

れば、それは子供も「あっ、先生があれだけ挨拶してるんやから、俺らもしよう」と。逆

に言うと、先生がろくに挨拶してへんのに、「皆さん挨拶しましょう」なんて言うても、

「おまえ、何言うてんねん」という話じゃないですか、そこをご理解いただきたいという

ことで、今の話、答弁は結構ですので、話は終わらせてもらいます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢副委員長） 

 すみません、またちょっと話は移ります。１０１ページの教科書用図書選定委員報償費

で、今回この８月に教科用図書選定があったと思うんですが、僕も忠岡町のホームページ

で議事録を見させていただきました。それを踏まえてなんですが、その前提として２市１

町教科書用図書選定資料委員会調査研究報告については、これは公開されないんでしょう

か。公開といっても、内容について僕らが知ることはできないんでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 今の議員のご質問に関して、必要に応じてこちらは公開ということは考えております。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 じゃあ、見せてほしいと僕が言えばオーケーでしょうか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 はい、構いませんので。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 わかりました。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 この前、忠岡町の議事録を見させていただいたんですが、そこで話がこういうふうに進

んでいきましたというのは全文見させていただいたんですが、そのときの２市１町の選定

委員会の部分に関して、要は何か触れられてないんかなあと。この委員会、前にあった委

員会の参考って、どういうふうに忠岡町のこの前の会議で影響したんかなと思う流れやっ

たので、ちょっとその辺を教えていただけないでしょうか。 
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教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 今ご質問のいわゆる学校の教科用図書、教科書ですね、その流れといたしましては、本

町のように行政として小さな規模の場合、単独ではなかなか難しい調査の部分がございま

す。そのあたりで２市１町、高石市と泉大津市と忠岡町の先生方で調査員ということでい

ろいろ調べていただいて、それを受けて、まず本町の選定委員会というものでそれをお聞

きした上で、本町の子供たちの実態に合っている教科用図書はどれなのかということで候

補を幾つか出させていただいて、それを教育委員会のほうにご説明させていただくという

流れでございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 はい。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 わかりました。じゃあまた後日、その資料提示をお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 １０９ページの、これは中学校ではありません、小学校の学校給食のことが出ているん

ですけれど、長屋部長さんが業者の人に話していただいて、作業環境を守るということで

スポットクーラーを取りつけていただきました。ところが、現場では１つだけではちょっ

と大変やなというお声も私ら聞かしていただいてるんです。ですから、一遍現場を見てい

ただいて、これから冬に行きますけど、そうすると長屋部長さん、おらなくなりますけ

ど、やっぱり現場を見ていただいて、この１つでいけるのかなということはぜひ判断をし

ていただきたいなと思うんです。中には何名の方も作業しているわけですから、もう１カ

所ぐらい必要だというのが本当にそうであるのかどうか、これは検証して対応していただ

きたいなというふうに思います。現在の部長さんですから、ちょっとお聞きをしたいと思

うんですけど。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 スポットクーラーの設置、そういう質問もあるかなと思いまして、ちょっと現場のほう

ですけども、栄養の職員とお話を聞く中では、例えば忠岡小学校では台数がふえても、あ

くまでその付近だけ涼しく、空調のように部屋全体が涼しくなるわけではないんで余り意

味がないかなというような意見もありますけども、やはりあるほうがええというのもある

し、東小学校では調理場ではなくて洗浄室に置いておるとか、やはりもう１台あれば調理

場にも置けるのにという声があったので、そういう現場の声も拝聴しておりますので、そ

の辺来年度、財政との関係ですけども、取り組んではいきたいと思っておりますので、ひ

とつご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いいたします。やっぱりちゃんと現場に足を運んで調べていただいてい

る、これは大変大事なことやなというように思ってるんです。よろしくお願いいたしま

す。 

 １１０ページの真ん中ほどにあります学校生活意識調査委託料、これはどんな調査をど

のぐらいを対象にされて、何を目的とされているのか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 この学校生活意識調査委託料というのは、いわゆるＱ－Ｕと呼ばれているある１つの検

査なんですが、集団の中で子供たちがどのような気持ちを感じたりとか、またどんなよう

な考えを持っているとか、さまざまなアンケート形式で質問に答えていただいて、学級の

先生が、また学年の先生が集団づくりにそれを活用させてもらうということで、よりよい

学校生活を送れるようにということでやっているものでございます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうしますと、この調査は生徒を対象にされたというふうに聞こえますが、それでよろ

しいんですね。それで、費用のほうはどうなっているのかもあわせてお聞かせください。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 生徒を対象に、中学校２年生を対象に実施しております。Ｑ－Ｕは中学校２年生と小学

校５年生に対して、このいわゆる意識調査を実施しております。その中で、中学生、小学

生の人数割で町のお金を使わせていただいてる状況でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ということは、これは忠岡町独自の施策であると。狙いは、子供たちの集団づくりがう

まくいくように、中学校へ行って外れるようなことがないようにというふうなことも含め

て調査をして、対策を考えておられる費用だというふうに受け取っていいわけですか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 今、議員ご説明していただいたように、実際には子供たちがよりよい学校生活を送れる

ようにと、それが一番の目的でございます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町独自でなかなかいいことをしていただいてるなというふうに思いました。 
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 それから、次にお伺いしたいのは、その下のページにあります外周フェンスの改修工事

なんですけれど、これは全員協議会でも問題になりまして、これが工事が終わったけれ

ど、そのことによって周辺の溝のふたがあいてしまった。このときの立ち会いは忠岡町の

教育委員会だけで行ったのか、それともこの工事を監修したところですね、設計業務した

ところが一緒であったのかどうか、その点をちょっとお伺いしたいと思います。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 仰せのとおり、私ども職員とＵＲサポートという会社の職員と一緒に確認したところで

ございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 確かに見りゃわかるやろうと言われたらそれまでですけど、やっぱりフェンスを設計し

て、それがちゃんとできているように管理監督する責任のある人が一緒についていたと。

一緒についていて、そんなまあ言うたら単純なところを見落として、うちは柵だけやさか

い、横のもの知らんねんなんていうようなことは、やっぱり私はやったら専門家ではない

というふうに思っています。ですから、次にＵＲを使われるかどうかについてはわかりま

せんが、やっぱりこの点は大きな教訓として、設計施工業者なんですから、施工した結果

悪うなっとったら、やっぱりちゃんとそれはどうするかという指導もしていただくのが、

設計施工業者の役割だと思っています。それで、よろしくお願いしたいと思うんです。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 そういう意見もありますが、私どもの予算の少なさ、そういうこともあったと思ってお

ります、私は。あの道路全面を改修したらよかったなという思いの反省です。 

 次に、今ちょっと言われてるけどね、掃除した後、ちゃんとはめてくれたら、ほったら

かすからあないなってるわけでね。そういう面もあることを反省しつつ、次の工事には私

は見ていきたいと、こういうふうに思っております。掃除した後ね、邪魔くさくなって放
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ってあったわけです。誰が掃除しているか知らんけども。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 それは、今町長さんおっしゃったのは日ごろの管理の話をされているわけです。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 いや、あの状態です。すぐ直したでしょう。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 私は、その設計料が非常に少ないからという町長さんのお話があります。でも、それが

多くても少なくても、設計と施工をした、つまりお金をもらって仕事をしているプロの仕

事というのは、最後までチェックするのが私は当たり前やと思ってるんです。そういう点

では、ＵＲは不親切であったかなというふうに思いますので、その点は今後の教訓として

ちゃんと生かしていただく。最後まで責任持って管理監督してもらうというふうにしてい

ただきたいと思いますが、これはいかがでしょうか。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 先ほど言われました外周フェンスの件について、私どもも職員としてもその辺教訓とし

て捉えていきたいと思いますので、ひとつ今後それを教訓として今後の工事の反映につな

げていきたいと思いますので、ひとつご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 その次にお伺いしたいんですが、学校の耐震化がこの年度で全て完了いたしました。子

供たちの安全を守るという点では、和田町長さん、先進的に取り組んでいただいたという

ふうに私たちは評価してます。評価している上でさらにお聞きしたいんですが、この間、

耐震工事をされてきました。その中で、例えば照明灯であるとか、テレビを取りつけると

か、そういうとこはきっちりしていただいた。扇風機の固定も含めてちゃんとしていただ

いているということはお聞きいたしております。 

 それ以外の壁であるとか天井であるとか、いわゆる非構造部材、この点についてはどう

いうふうな扱いになっているのかということをちょっとお聞きしたいと思うんです。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 高迫委員仰せのとおり、耐震化については小・中学校１００％完了ということなんです

が、この間の８８０万人の訓練もございましたけども、避難は中学校、あるいは忠岡小学

校の体育館、あるいは東忠岡小学校の体育館ということで、非構造物というんですか、あ

あいう大きい地震が起これば、当然ながらガラスですね、例えばその分が地震によって飛

散するようになると、それこそ避難できないような状況になるので。ですから、その非構

造物については、財政的な面も非常に大きな比重になるかと思いますが、我々としてはこ

れについても今後認識は持っておりますので、全く考えてないということはありませんの

で、その辺は年次的にというんですか、もちろんこういう財政的な面が非常に大きく比重

を抱えますので、その辺のところは認識をしておりますので、その辺のところで取り組ん

でいくというようなご理解のほうで、ひとつご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。 

 もう１つお聞きしたいのは、耐震工事をしていない校舎、つまりもともと大丈夫ですよ

という校舎があると思うんです。その校舎についての、今された照明灯であるとかテレビ

とか黒板とか含めて、そうしたものが倒れてくるとか落ちてくるとかいうふうなところの

対処はどうなっているんでしょうか。 
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教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 今おっしゃっておられましたのは、校舎の例えばガラスにフィルムを入れるとか、要す

るに非構造部材での検証というんですか、そういう立場での発言をさせていただいてよろ

しいでしょうか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 それを含めますとごっついお金になりますから、それこそずうっと先に送られる可能性

がありますんで、私申し上げてますのは、耐震工事をされた校舎については一定手を入れ

てくれてはるんです。耐震工事をしなかった丈夫な校舎は、恐らくもとのままだと思うん

です。だから、そういうところの照明灯であるとか、それからテレビの取りつけとか、そ

ういうようなことを含めて、大きな地震が来たときに子供に被害が出ないように、抜けて

いるとしたらちゃんとしていただきたいというふうに思って、今発言させてもらってるん

です。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 よくわかりました。仰せのとおり、中学校の北館とか、それは大規模改造のところで非

構造物の工事をさせていただきました。ですから、今おっしゃっていただいたそれ以外の

分ですね。これについては日常の現場確認なり、あるいはこれからの計画なり云々等で取

り組んでいきたいなと思いますので、その認識は持っておりますので、だからそれ以外の

非構造物についても、財政的な面もありますけども、検討していきます。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。 

委員（藤田 茂委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 藤田委員。 

委員（藤田 茂委員） 

 ちょっと１点だけお聞きしたいんですけど、以前、武田課長から耐震化とかクリアしま

したとかお伺いしたんですけども、どうも毎日通るんですけど、忠岡小学校の川の横のと

ころが、何年かんねん鉄棒でつっかえ棒みたいな感じでブロック塀がなったままなんです

よね。ああいうのというのは検査対象には入らないんですか。我々、河野議員以外は大概

見てると思うんですけどね、あっこは。あれはすぐ地震があったら崩れるよね。つっかえ

棒やなしに、つっかえ鉄棒になってる。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 恐れ入ります。藤田委員おっしゃるのは、忠岡小学校の周りの外壁というんですか、ブ

ロックとか、そういうところですかね。 

委員（藤田 茂委員） 

 旧国道に面した川のところ。 

委員（高迫千代司委員） 

 岸和田側。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 岸和田側ですね、はい。 

委員（藤田 茂委員） 

 もうつっかえ棒やなしにつっかえ鉄棒で、以前から、宮里先生の時代からそういう質問

もあったのでは、あれは。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長兼教育総務課長） 

 忠岡小学校でございますよね、先生。一度また確認させていただきます。現場を通るこ

とは通るんですが、中身はちょっと私も確認できてないので、一度また現場を見させてい

ただきます。恐れ入ります。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 よろしいですか。三宅委員、どうぞ。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 幼稚園のことなんですけど、今回、耐震化の検査を終えたということで、１つのタイミ

ングやと思うんですけど、今後幼稚園の、忠岡幼稚園のほうですね、園児数が減少する中

での町としての、今時点での今後の取り組みとか展望とか、お考えをお聞かせください。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 はい。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 武田課長。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 三宅委員ご指摘のとおり、忠岡幼稚園の子供の数というのは年々減少してきておりま

す。で、実際に現場からも、やっぱり集団ということになりましたらちょっと人数が少な

いのでという話も出てるんですけども、耐震診断したこともあるんですが、保育室自体が

極端に悪いというような数値でもなく、２階から屋上に出るところの塔屋だけのぐあいが

悪いということなんで、今後、幼稚園の子供の減少と保育所のほうも多少定員割れが起き

ているということもありますので、総合的に就学前の子供、どんなふうにしていくかとい

うのは、これから教育委員会のほうで協議していくということになっておりますので。確

かに人数が減ってきております。２１年度から一応人数をとっておりますけども、ご指摘

のとおりだと思うんですけど、その辺ちょっと考えて協議していきたいと思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 これは僕の勝手な私見ということでお聞きいただいたらいいと思うんですけど、やっぱ

り忠岡幼稚園に、上に住んではる方が入れたいかという魅力があるかというたら、なかな

かないと思うんです、正直なところ。上に住んでる方がわざわざチューリップを飛ばして

忠岡保育所に入れたいという魅力というのも、僕は正直今の段階では、子供はいないです

けど、感じられないということになってくれば、やはり何らかの形で公立のまま続けてい

いのかという、僕の中ではあります。 

 そういった意味では、民営化を含めて、下のほうで保育所、幼稚園、今回、旧福祉セン

ターとしてああいう建物があくということもタイミングもあると思うし、総合的に考えて

子供を預かる場、教育する場、乳幼児さんの教育する場、預かる場ということを捉えて、

今後また。多分徐々に考えてはいっていただけると思うんですけど、よろしくお願いしま

すということをちょっと申し添えさせていただきます。 
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 以上です。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 武田課長。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 三宅委員のご意見、丁重にお受けいたします。幼稚園のほうは、今までも校区割りとい

うのがありましたもので、それぞれ小学校に１つついた施設になっております。ですか

ら、今いただいた言葉を参考にさせていただいて、これから教育委員会で検討していきた

いと思います。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 できたら、上の要は高月、北出に住んでいる方でも、変わった、民営化するかその辺は

また置いといて、あの忠岡幼稚園に預けたいな、忠岡保育所に預けたいなと思えるような

魅力ある部分というのを、要は別に差別する、区別するわけじゃないですけど、特色を何

らかの形で、公立やったら僕は難しいと正直思うんですが、担保していただけたらなと思

います。 

 以上です。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 ありがとうございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 よろしいですか。三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 いいです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 中学校の給食、先ほど部長さんからご報告いただきました。私ら聞いてるのは、意外と



144 

 

子供の評判はよろしい。最初アンケートを取ったときは、親が評判がよくて、子供は評判

が悪かったというふうに聞いておりますが、いざ実際始まりますと、子供の評判はいいん

ですね。温かいしね。安心してゆっくりといただけるということで。この間、ばんそうこ

うの話なんかも聞いたんですけど、子供の中ではあれは誰か悪いやつが放り込んだんやと

言うて、あんなことしやがってと言うて怒ってるんですね。自分たちの楽しい給食を邪魔

するやつは許さんよと、こういうふうな声まで上がっている状況なんです。 

 で、それまで昼間にならな出てこんような子供がおったらしいですね。そんな子もね、

何か給食だけ食べに来てると思われたら嫌だなということで、早く学校に出てくる。こう

いう効果も上がっているというふうに私どもは聞いています。だから、そういう点では、

やっぱりいいことをやっていただいたんやなと、子供の声からよく聞こえてきます。 

 ほかの都市に行ったら、学校給食じゃなしにデリバリー弁当が多くて、授業がちょうど

終わりになるころ、昼前になったらええにおいがしてくるというようなことはないんです

よ。忠岡中学校はええにおいがしてくるからこそ、給食のときまで頑張っていこうかと、

ええにおいやなと、こういうふうな自校方式の効果というのは確実にあらわれてきてると

思うんです。先生たちはご苦労いただいてると思いますけどね。やっぱりいい事業を早く

手を打っていただいたというのは、これは私ら子供からも聞かせてもろてますし、親から

も聞かせてもろてます。そういう点ではありがたいなと思ってます。 

 ただ、こうなりますと、小学校でも給食の費用の滞納ってあるんですね。中学校もいず

れ心配をしなければならんというふうなことに、また出てくると思うんですけど、これに

ついてはどういうふうな対策というか、お考えでしょうか。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 今おっしゃってるやはり数カ月、間があいた、これが１年生。２年生の場合は１年と半

年ほどあいてる。３年生は２年というような形で、間はあいてましても、小学校時代、未

納のまま中学校へつながっている、そういう保護者も確かにいます。私、小学校でそうい

うところの保護者といろいろと折衝しましたけども、肝心なのはこまめに保護者に接して

いって、そういうお話をさせていただくということと、あわせて公的扶助の大切さ、いわ

ゆる就学援助に関して、また生活保護に関して、そういう周知をさせていただくという形

で、少しでも公的扶助の手を入れるということと、それから未納の方が必ずしもお支払い

いただけないという状況でない場合もあります。いわゆる税収的にはかなり納税されてい

る方もいらっしゃいますので。そういう方のやはり自覚を高めてもらうということで、早

いうちに、常態化する以前に親御さんに接していくという形で、そういう意味でいえば、
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中学校というのはまだ始まって早々の時期ですので、その辺、数も少ないでしょうし、ピ

ックアップした上で早いこと手を打っていくという形で、少しでもその辺は防げるんでは

ないかなというふうに感じております。学校のほうへもそういう指導をさせていただいて

いるところです。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 富本先生の時代は、校長みずからがそういう仕事に当たっていただいたということもお

聞きしてます。やっぱりまめに手を尽くしていく。必要な場合は、いろんな制度も含めて

手を打っていく。これ今から考えとかなあかんというお話もお聞きしましたので、この点

もよろしくお願いしたいと思います。 

 委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 忠岡幼稚園の件なんですけれど、これも出していただいた耐震の結果ですね、０．２０

というふうな弱いところがありますね。０．２０というたらなかなかね、ちょっと強いの

が来たら危ないなというふうなとこだろうと思うんです。これはどうされようとしている

のか、お聞きをしたいと思うんです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 武田課長。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 高迫委員おっしゃるのは、ペントハウスの部分だと思うんですけども、この分につきま

しては０．２０というような数値が出ておりますが、耐震の審査をする時点で震度７の強

い地震が来たときのことを想定しての数字ですので、まあ、それほどの地震が来ないとい

うことも一応思っております。ペントハウスの部分を撤去すれば一番いいことなんで、そ

の辺は今後また、かなりその分についても費用がかかります。撤去して、あとの壁の部分

とか、そういうものを取った部分に対しての廃棄というんですか、産業廃棄物になります

ので、それの処分料というのが意外と高く聞いておりますので、その辺も含めて、今三宅

委員さんがおっしゃったような民営化とかいうようなこともおっしゃられるような方もい

らっしゃいますのでね、今後のことは４つの施設全て含めて、どれから手をつけていくか

というところもありますので、今すぐつぶれるようなものでないという答えもちょっとい
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ただいてますので、もうちょっと時間を置いて考えさせていただきます。 

 というのは、今現実に幼稚園に手を加えてということになったら、保育しながらという

んですか、教育しながらということもありますんで、ちょっと１回考えさせていただい

て、今後全て含めて一体的なものの計画というのか、それを教育委員会で１回ちょっと協

議させていただきたいと思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 私どもは、公的な施設はちゃんと守っていただくべきだ、このように以前から申し上げ

ております。その点では、この忠岡幼稚園の子供の減りをどうするかというのは、やっぱ

り大いに論議していただく。町長さんも２年前の施政方針で掲げたということもございま

す。私たちやっぱりそういうのは大いに論議していただいて、その役場で計画つくりまし

た。決まりました。この計画いかがですかと、こういうふうなやり方でない方式を、やっ

ぱりちゃんと事前に我々も含めて論議させていただく。その中で、親の声も聞けば、どう

するかということをしていただくような中で進めていただきたいなと。 

 でないと、計画できましたよ、イエスかノーかと、こんな出し方をされると、これは教

育の問題ですから、まあ言うたら国家百年の計ですよ。忠岡町の大事な将来の子供をどう

するかという点では、やっぱりもっと真剣な論議が必要だというように思ってます。特に

人気の高いところは、付加価値をつけているから、つまり英語とプールを別々に行かした

ら、そんなことを思ったら向こうへ入れたら一遍で、ちょっと高いけど、そのほうがまだ

安うつくわと、こういう単純な発想でね。やっぱり保育というのは子供の成育にかかわる

問題ですから、若い先生から中堅、ベテランのいろんな方がおられて、子育てをちゃんと

確立してもらう。そのノウハウが全部残っている、生きている、そういう保育というの

は、幼稚園も含めて私は大事だと思っています。若い職員さんにマニュアルを渡して、こ

のマニュアルどおりやりやと言うたら、子供はさっとやるかもしれませんが、それが本当

に教育なのかという点についても、やっぱり大いに論議していただきたいなというふうに

思っているんです。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 今ちょっと聞いててね、教育委員会なり忠岡町が提案するときは、ノーかイエスかと、

そういう提案はできないと思う。そやから、１つのスタイルを出さんと、住民にも「何

な、おまえ、それ」と言われるからね。だから、やっぱり提案者の意向もあることを知っ
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といてもらわんとあかんのと違うかなと思いますけど。何でも話ししとけよというもので

は無責任きわまりますわな。ちょっと今のお話を聞いてて、そう思いましたんやけど。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町長さん、私、お話しさせてもろうてますのは、少なくとも役場と議会が両輪だとおっ

しゃるんであれば、やっぱり計画をしっかりつくっていく段階からね。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 それは時期がきたら出しますね。 

委員（高迫千代司委員） 

 そういうふうにお願いできたらありがたいということです。 

町長（和田吉衛町長） 

 一住民で物を言うてはるのかなと思ったから。 

委員（高迫千代司委員） 

 私たちは、住民の代表として、その声も聞いて、その中に生かしていきたいというふう

には思ってます。だから、議会にはちゃんと諮っていただいて進めていただきたいと。 

町長（和田吉衛町長） 

 もちろん議会に諮らんと通らん事案やからな。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 この幼稚園でも介助員が必要な子供さんがおられると思うんです。それの忠岡、東忠岡

の介助員さんと、それから子供の数をちょっとお教えいただけますでしょうか。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 はい。委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 武田課長。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 忠岡幼稚園のほうから申し上げます。３歳児に支援を要する子供が１名、４歳児に支援

を要する子供が２名、５歳児については今のところございません。それで、３歳児、４歳

児に一応１人ずつ補助で補助教諭が入っております。それで、１名フリーということで、

４歳児が２人おりますので、そちらのほうで要る場合はもう１人入るという形で、補助員

が３名、臨時職員でおります。 

 それと、東忠岡幼稚園ですが、３歳児に支援を要する子供が２名、４歳児に支援を要す

る子供が１名、５歳児についても支援を要する子供が１名。それぞれに３歳のクラスに２

人補助員がついております。４歳児については１人、５歳児についても１人。それと全体

的な介助員という形で１名おります。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうすると、介助員さんは、忠岡幼稚園では３人おられる、東忠岡幼稚園では５人おら

れるということで、この子供の数に応じて大体配分していただいていると、こういうこと

になるわけですか。そうなんですね。 

子育て支援課（武田順子課長） 

 はい。 

委員（高迫千代司委員） 

 すみません、委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町民運動費で、今度、２５日に町民体育大会が開かれますが、以前も雨が降ったら流れ

たりしました。今度は、予報を見とったらどうやら天気のようですね。それで、中学校の

体育祭が１回流れたのは、前の日に降った雨で、残念なことやったと思うんです。早うか

ら先生が行って準備してはったんやけどね。このグラウンドの水はけというのは、これは

どんな計画をお持ちなんでしょうか、お聞かせを願いたいと思います。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 先般来よりご指摘されている水はけの部分なんですけども、単費でいきますとかなり負

担が大きいということで、補助の部分で勉強させていただいております。国庫補助もあり

ますし、スポーツ振興くじｔｏｔｏというものもございます。この部分につきましては、

１，０００万円以上の事業費が対象となってきておりますので、財政負担も大きいと思い

ますので、この部分につきましては財政当局とも相談しながら今後進めていきたいという

ふうに思っております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 小さい部分修理をするということについては単費でしなさい、１，０００万円を超える

ようなところだけは補助を出しましょうという制度だということを今お聞きしました。

で、この補助というのは半分ぐらいあるんですか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 国庫補助のほうが３分の１です。スポーツ振興くじｔｏｔｏのほうは補助率が３分の２

なんですけども、必ず当たるかどうかはちょっとわからないということでございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ｔｏｔｏというたらばくちですからね、そんな金でという気はせんこともないんです

が、それは当たれば、それが３分の２、それで国のほうが３分の１ということは、忠岡町

の基本的には持ち出しなしでできると、こういうことですか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 これは片一方しか対象になりませんで、国庫補助を受ける場合はｔｏｔｏのほうは対象

にはなりません。 

委員（高迫千代司委員） 

 すみません、委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そしたら、教育委員会としては、この国庫補助を生かすという計画はお持ちなんでしょ

うか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 当然１，０００万円以上の事業となりますので、財政当局との相談となってきますの

で、今後話し合いということになると思います。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 きのうもお聞きしたんですけどね、忠岡小学校に本当に留守家庭児童学級のプレハブが

要るのかなと。あれ３，２００万でしたね。それを思えば、十分その範疇でやっていくこ

とが可能です。だから、財政当局とご相談されるということは今お聞きしました。やっぱ

り必要なところには必要な援助。で、ない袖は振れんというところで、３分の２を狙うと

いう選択肢もあろうかと思うんですが、これは必ずしも当たるかどうかわかれへんわけで

すね。当たるのを待っとったら、いつまでもできないということにもなるわけですね。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 
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 これは、ｔｏｔｏのほうは必ず予算に組み込まないとだめなので、当たらなければ全額

負担という形でございます。 

 以上でございます。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 長屋部長。 

教育委員会（長屋孝之教育部長） 

 恐れ入ります。教育委員会は、本当に今先ほどおっしゃられた３，２００万の件もあり

ますけど、やはり優先順位を考えると、例えば東忠岡小学校の体育館、これはずうっと財

政には言うてました。ことしは蹴られたんですけどね。各種団体からも言われてます、あ

の東忠岡小学校の体育館ね。やはり住民の立場に立ったら、どれが優先になるかという

と、やっぱり今おっしゃってるグラウンドなんですね。１，０００万かかるのか、そうな

ると持ち出し、これも当たるかどうかもわからんということで、一応内部で、これはそう

いう話が出ましたのではっきり申し上げられませんけども、例えば外周の分だけ非常に安

い金額で、その場しのぎになってしまうかわかりませんけども、そういう施策というんで

すかね、というようなところも視野に入れながら、あそこの町民グラウンドの水はけが悪

いことについては、いつも雨が降ったら、４階から見たらすぐ浸かるので、これは中学校

からも言われてましたし、中学校の体育大会がすぐできるような形での要請もありまし

た。でも、できなかった場面があったんで、これはそういう面も含めて、少しの金額でい

けるんであれば、それも視野に入れながらちょっと考えていきたいと思いますので、その

辺のところで委員ご理解のほどお願いしたいと思います。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 あわせて、町民グラウンドというのは、議員ご承知のとおり、中学校の特殊性の中で体

育授業をせざるを得ない、そういう状況です。ということは、どれだけの期間、いわゆる

グラウンドでの体育をとめれるのか。また、９月実施の運動会がどうなっていくのか、そ

の辺も考慮しながら、社会体育、あわせて学校教育の体育も考慮に入れて、何がベストな

のかベターなのか、考えてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 改善のためにいろいろ知恵を絞っていただいているということを今お聞きしました。そ

ういう点ではありがたいことだなというふうに思いますんで、できるだけ早く取り組みが

できるように。確かに雨がたまるのは周辺ですからね、そこを応急に先にするという選択

肢もある、それも検討されているということはよくわかりましたので、お願いしたいと思

います。 

 で、委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そのときに、あわせてお聞きしたいのがトイレなんですけど、教育長さん、顔をしかめ

てはるけど、ほんま大変なとこですね。私らもわからんことありません。せっかくええも

んをつくってもね、何かいつの間にかガラスも割られて、戸をつぶされてということを繰

り返してきているから、今は休みの日だけあけて運用されている。もう苦肉の策も十分承

知しております。やっぱり今度、町民体育祭があります。１１月になったら商工カーニバ

ルもあります。全住民の方が来られてね、これでいいのかという声は当然上がってくると

思うんです。だから、やっぱりそういうときには一定手当てもしていく方向をお考えいた

だかないかんのかなというふうに思ってるんです。 

 で、防犯カメラ、一部が見えて、一部が見えないということもお聞きしました。きのう

お聞きしたら、たくさんあちこちつけるようですから、その防犯カメラでちゃんと潰して

るところが映るようにしてもらえれば、やっぱり不注意で潰したやつまで請求せえとは言

いませんけど、意図的に潰してるやつは悪質ですから、やっぱりちゃんと証拠をそろえて

お金も払ってもらう、こういうふうな形が必要になってくると思うんです。だから、そう

いうこととあわせてこの問題をお考えいただきたいなというふうに思ってますが、いかが

でしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 応急処置という形で、女子トイレの側壁のガラスなんですけども、その部分はパネルで

張らせていただきました。おっしゃっておられる天井部分の窓ガラスにつきましては、か

なり費用もかさみますので、手つかずの状態でなっておりますけども、行く行く今後考え
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ていきたいと思っております。 

 そしてあと、防犯カメラの位置なんですけども、その部分につきましてはまた角度を変

えるというのはなかなか、こっち側を変えれば、こっち側が映らないということになりま

すので、その分また増設なり、そういう形で考えさせていただきます。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 よろしくお願いします。そしたら、すみません、いきます。 

 次に１１８ページというか、町民いこいの広場のことなんですけれど、これは部長さん

にもお話を聞いていただいておりますが、忠岡中３丁目の東洋紡の跡地のグラウンドで

す。ここで元気な子供がたくさん遊んでいただいて、いいわけですけどね、その結果ボー

ルが飛び込んできまして、道路を隔てた前の家のカーポートとか、とゆを潰してるという

ことがあるんです。やっぱりその方は犯人を捕まえられませんでしたので、自分の費用で

修理したんでね、余計怒りも大きいんです。 

 それで、その方のお願いというのは、やっぱりボールが飛び込まないように、少しフェ

ンスの高さを上げていただけないかと。無条件で上げろと言うてるんと違うんですね。普

通のところは低いんですけれど、コベルコに面したところだけ高いフェンスがついている

んですね。これはどちらの費用で、どこがつけたんかわかりませんけどね。だから、あそ

こには飛び込まない。でも、住民の家のほうへ飛び込んでくるということであれば、せめ

てあの高さまでしてくれへんやろかというふうなお考えを持ってるんです。もう現場はご

らんいただいたでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 現場のほうは確認させていただいてます。フェンスの現在の高さが大体２メートルほど

で、住民さんのほうの道路のほうですね、長さが約５０メーターほどあります。ですの

で、コベルコのフェンスが４メーターほどありますので、今のフェンスの２メーターから

２メーターを足すということになるんですけども、今のフェンスがかなり以前のものです

ので、その上にさらに２メーターを足すということは、まずこれは強度の問題とか、多分

難しいと思います。ということは、一たん今の既設のフェンスを撤去して、それに新しい
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フェンス、４メーターほどのフェンスを立てるというふうになりますので、かなり財政的

にも費用もかさんできますので。ただ、住民さんがお困りになっておりますので、今後検

討課題としてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 どうぞ。 

委員（高迫千代司委員） 

 課題としていただくのはいいんですが、何を課題として、どう解決していただくのかと

いう点が残りますよね。私、申し上げてるんですが、その５０メーター全部高くせなあか

んというようなことはないんですよ。あの泉大津側の一角に家が５軒ほど固まってます

ね。その部分をしていただければ、あと駐車場ですから、ここは直接の被害は出ません。

そうなりますと、その一部だけしていただいたらいいんでね、ずうっと全部やれというこ

とではありませんから。向こうのほうは駐車場ですから、向こうの家には被害は出ませ

ん。だから、直接の被害が出るのは、通りに面しているところでいうたら３軒、多くあっ

て４軒ですわ。その範囲でおさまるというふうに思ってるんです。これは現場を見ていた

だいたから、課長さん、ようご存じですね。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 当然メジャーではからせていただきました。５０メーター、やはりありました。一番端

の家のお宅から５０メーターありますので、その５軒ではなしに、５０メーター全てフェ

ンスをやりかえるという形になりますので、かなりの負担になると思います。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ５０メーターというのは、元役場に勤めておった方のお家のところまで行ったら５０メ

ーターですね。その前に大工さんの工場があるんですよ。工場のところなんか要らんわけ

です。直接被害が出ませんから。引っ込んでますしね。だから、その手前の家からやった

ら３軒ですわ。 

町長（和田吉衛町長） 
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委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 ボール遊びはいけるんか。どんなボール。 

委員（高迫千代司委員） 

 サッカーボールです。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 私は、現場を端から端まではからせていただきました。議員おっしゃられる部分です

ね、再度現場は確認させていただきます。ただ、こちらをやって、こちらをやらないとい

うのは、また住民さんの意識も変わってきますので、その辺はちょっとまた検討させてい

ただきたいと思います。お願いします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 忠岡町の予算のできる範囲で一遍お考えいただきたいなと。そんな立派なものをつくる

必要ありませんからね、よろしくお願いします。 

委員（北村 孝委員） 

 委員長。ちょっと１点だけ。 

委員長（河野隆子委員長） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 ちょっとこの教育に入った当初の冒頭の質疑でありましたけども、読書活動推進事業、

これ、私も過去に朝の読書運動ということで本会議でも質問させていただいた経緯もある

んですが、２５年度から始められて、生徒さんのいわゆる学校の生活とか授業の姿勢とか

は変わりましたか。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 
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 土居理事。 

教育委員会（土居正幸教育部理事） 

 実際に学校司書さんを入れさせていただいてから、例えば子供たちの生活が激変したと

いうのはなかなか難しいと思うんですけども、例えば長い文章を読むということにも徐々

になれていくと思われます。すぐ出てくる結果というのは難しいと思うんですけども、特

にやはり活字を見るというのが最近少のうございます。その部分で一役買っていると信じ

ております。 

 以上でございます。 

委員（北村 孝委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 今、先生もおっしゃいました活字離れしてますし、その上でこういった事業が進められ

て、良書に親しむということは非常に大切なことだと思いますんで、これからもよろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 今の読書に絡めてなんですけど、図書館についてなんですけど、今ちょっといろんなと

ころで民営化で、ツタヤさんとかいろいろなところが参入してきて、いろんな提案が自治

体のほうに寄せられていることらしいんですが、忠岡町として今そういう提案って、導入

するしないは別として、実際そういう提案というのは今受けていますか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 今現在はそういう提案は受けておりません。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子委員長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢副委員長） 

 これはまた僕の勝手なイデオロギーの話になってきますが、僕はツタヤみたいなああい

うやり方というのは、間違えてるから反対派なんですけど、今後図書を読む、本というも

のの位置づけとして、今までの公立の今のやり方でいいのかというところもまた再考して

いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 そういうふうにさせていただきます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 すみません、１２０ページ、それから１２１ページ、それから１２２ページ、これの報

償金についてちょっとお伺いしたいと思います。まず、１２０ページの公民館費ですね。

これの報償金について、以前ずうっと続いていた定期講座、１７あったんですが、それを

廃止しました。で、それによって報償費ですね、非常に下がったんですが、ことしの決算

額を見ますと９９万２，０００円。これでも僕はすごく少ないと思ってるんです。それが

支出済額が４１万３，０００円しか使ってない。これではね、公民館が何のために存在す

るんか、ちょっとわからない部分があります。 

 公民館はもちろん人の集まる場所でもありますし、必ずしも講座だけが公民館の仕事で

はないです。しかしながら、私、先ほど学校教育のところでも申し上げたとおり、社会教

育の分野も非常に大事なところがあるんですよね。そういったところで、その定期講座を

閉講したときに答弁いただいたのは、もう一定の役割は終えたという答弁をいただきまし

た。それにかわって、現在いろいろな問題があるので、多種多様な講座を企画していきた

いと、そのように答弁いただいております。しかしながら、この現実を見ますと、１年間

で４１万３，０００円って、これ何やってるんかなと、非常に疑問に思ってます。 
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 それと、その同じように働く婦人の家ですね。報償費、働く婦人の家に至っては１９万

９，０００円しか使ってないということです。私、次のページの同じように報償費なんで

すが、児童館費のところで、ここは２５１万４，０００円の予算に対して２４３万４，８

００円使ってるんですよね。私、時々この児童館も見ますし、図書館や公民館にも行きま

す。やはり最近この児童館が非常に活発なんですよ。よくやってるんですよ。なぜかとい

いますと、やはり職員の考え方が違うんかなとは思うんですよね。それと、ここで来ては

るいわゆるボランティアの方ですね。おもちゃの病院とかやってはりますよね。そういっ

た点で、あるいは菜園をつくって、子供と一緒につくったりやってますよね。そういうこ

とでボランティアの方も非常に活躍されてはる。この辺にもやはり児童館へ行ったら、よ

うやってるなというのはすぐ雰囲気でわかりますよね。逆に、公民館へ行くとちょっと寂

しいかなという感じは否めません。 

 やはり一番最初に言った定期講座、１７あったんですよ。これが月に２遍とか、多いの

は毎週ありました。そんなん、たかが知れてるやないかと思うけども、これを持続するこ

とによって、やはり多方面の情操教育なりが育っていったんですよね。これを閉講すると

いうのは、１つの教育委員会の考え方と私は思ってるんですが、この実態を見ますと、や

はりちょっと大きく疑問に思ってます。その辺ちょっとどのようにお考えか、お願いした

いと思います。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 ご指摘のとおり、予算に対して昨年度と比べまして支出している部分が少のうなってお

ります。職員のほうが現在、文化会館のほうで１名おります。その１名が２６年度から配

置がえということでなっております。講座の開催のノウハウ、そういうものも未熟であっ

たという部分もございます。ただ、職員のほうも新しい講座を取り入れるなり考えておる

ところでございまして、二、三、２５年度と比べて新しい講座を実施しておるところでご

ざいます。 

 ただ、またあと文化会館のほうでクラブがございます。今年度、クラブの方々に対しま

して、学びを地域に還元しませんかというビラを配った経緯がございます。しかし、残念

ながらお一方も手を挙げていただける方がおらなかったという現状がございます。そうい

う部分でクラブの方にも講座を開催していっていただきたいという気持ちもございます。

なかなか職員のほうもノウハウというのを持っておりませんので、できる限り今後よその

市町村とも交流をしながら、情報をいただきながら、講座の開催に向けて努力してまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 ですから、私ね、もう３年も４年も前になると思うんですけど、ここの予算が非常に減

額されたということに警鐘を鳴らすと言ったんですよ。立花さんにはちょっと気の毒です

けどね、その時代にいてなかったんやからね。警鐘を鳴らすと言ったにもかかわらず、や

はり減り続けた。で、正職員、今言ったように１人なんですよね。公民館、働く婦人の

家、図書館、そうですね、１名ですね、その中で。で、給料ですか、人件費を見ても、こ

こで見ますと、一般職給４６０万余り、それから管理職手当２８万５，０００円、期末手

当、勤勉手当、通勤手当、これらを入れますと、あと嘱託員は何名いてるんですかね。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 文化会館のほうでは嘱託員２名、及び臨時職員１名で、職員合わせて計４名おります。 

委員（和田善臣委員） 

 図書館のほうは。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 図書館のほうは、嘱託員１名、臨時職員３名の４名でございます。 

委員（和田善臣委員） 

 それと、文化会館のほうで、これは３名分ですか、臨時職員ですね。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 ３名分でございます。 

委員（和田善臣委員） 

 これで、この１人の正職よりかはるかに負けてるんですよね。そういうことですね。そ

れと、図書館に至りますと、４人で賃金が４８９万、これだけしかないんですよね。で、

これは私、ずっと職員の減についてお願いしてまいりました。しかし、やはり講座の減も

言いました。この講座の減について、理由がね、職員がかわったからというのは理由にな
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りません。そんな人事したらだめですよ。まだなれてないから講座を組めない、組むノウ

ハウがない、そんな職員を置いたらだめですよ、やっぱり。やっぱり１人ベテランの職員

がおって、それを助けながら育っていくんですよね。だから最低２人は要るということで

す。しかも、ここは開館時間、１２時間開館してるんですわ。そんな中で、正職１名で、

図書館も入れて嘱託員が７名、これではちょっと寂しいかな。 

 僕は、前も言ったんですけども、文化会館の職員でおりました。そやから、ここには口

出ししたくなかったんですが、ここまで至りますとやはり言わざるを得ない。この辺で、

今後その職員配置も含め、ちょっと一考願いたいと思いますが。児童館のほうはアルバイ

トしかいてないですよね、臨時職員しかいてないんです。それでもあれだけやってるんで

すよね。この差はどこにあるんかよく検討されて、その人事配置なりを考えていただきた

い。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 当然、人事当局との調整もありますので、要望としてお聞きいたします。 

 以上でございます。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 人事担当の部長がいてはるので、その辺どうでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 人事配置については、今おっしゃられた文化会館、あるいは図書館という社会教育関

係、そのあたりを充実させるべきであるというお話をお聞きしました。それは当然のこと

であると思います。ただ、本町、もう十分ご存じやと思いますけれども、いろんな部署で

職員が不足しております。そのような状況ですので、ふやしたい。きのうも申し上げまし

たけども、どこも全て正職員でやっていくというのが当然のことだと思います。ただ、い

かんせんちょっと今の状況ではそうはいかないという中で、これはまた全体のことでござ



161 

 

いますので、町長の指導のもと私ども協議してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 正直申し上げて、文化会館の正職員、これ事務的な能力がある人なんです、実際。普通

の事務、一般事務させたら一人前以上にやる方なんですよね。ところが、先ほど立花課長

が言ったように、そのノウハウを知らないという部分でつまずいてるんやということです

よね。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 講師の配置なり、講座の設定なり、その部分で知識が乏しい部分がございます。本人な

りに、職員もそれなりに他市町村と情報交換しながら、昨年度も新しい講座を進めており

ます。その部分で来年度以降も講座をふやす形で努力してまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 これも人をふやせというのは今の時代、難しいんですけどね、やはりそれをできるよう

な、別に正職員でのうてもいいですわ。この正職員を補助できるような職員もやはり必要

かと思います。一般の事務だけがあそこの仕事ではないんでね。事務は非常に少ないんで

すよ、ほんと実際言うと。 

町長（和田吉衛町長） 

 部長経験者をおいているから能力あるように思うけどな。 

委員（和田善臣委員） 

 部長経験者というのは、いわゆる嘱託のことですかね、町長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 今の質問は嘱託かどうかということですか。これは立花課長、答えられますか、今の和
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田委員の。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 嘱託は以前、部長を経験した者でございます。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員、どうぞ。 

委員（和田善臣委員） 

 ですから、事務的な部分は部長級の人が来てるので、十二分に足ってるんです。嘱託で

十分足ってるんですわ。ただ、講座を組む職員がいてはれへんというところに大きな問題

があると私は申し上げてるんですが。これ、先ほど立花課長、努力すると言うてくれたん

ですよね。私もこの辺で引いときます。今後また見ていきますので、どうかよろしくお願

いしたいと思います。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 努力していきます。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 公民館費のところでお聞きしたいんですが、公民館というても実際は忠岡町文化会館で

すね。忠岡町の文化を発信していく一番センターなんですけれど、実はここで活動してい

く点で、ピアノが１台もない。これは前から言われてると思うんです。そんなに広いホー

ルのような場所はありませんから、別にグランドピアノとかアップライトのピアノを必要

としているんではありません。例えば、地下とか３階とか、そういうところに持ち運びの

できる最近の優秀な電子ピアノがありますでしょう。値段もそんなに高くないと思います
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よ。やっぱり文化会館という名前がついて活動してる施設であれば、せめてこれぐらいは

要るんかなと。ヤマハのええのを１０万ぐらいで売ってますよ。そういうふうな、私らは

必要だと思ってるんですが、いかがでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 文化会館ですね、生涯学習の拠点として講座なりピアノを設置するのは非常に重要かな

と思っております。ただ、施設のほうが老朽化しておりまして、施設の備品を使用頻度の

高いものから順次購入している部分がございます。これにつきまして、また担当のほうと

相談しながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 それこそ、和田さんやないけど、限られた予算で運営している文化会館ですから、先日

も長い間なかったプロジェクターを買うてもろたんです。これで持ち込まんでもちゃんと

できるということもお聞きしてます。それより安いですから、ぜひピアノのほうもお考え

をいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、委員長、すみません。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 スポーツセンター費で、やっぱり温水プールを再開していただく、こういう課題につい

ては長年検討いただいていると思うんです。今、確かに財政が２９年ぐらいで一番悪くな

るという状況はありますが、これは上手に運営すれば、熊取町では黒字になってる、そう

いう話も一般質問でさせていただいております。やはり中途半端な委託するより丸ごと任

して運営すれば、ちゃんとできるというところもあるということを調べてまいりました。

だから、いろんな選択肢でお考えいただいて、このせっかくの財産を活用していく道を早

く開いてほしいなというふうに思ってるんです。私どもも調べますが、忠岡町もちゃんと

調べていただいて、こういう方向であれば実現可能ではないかということでお考えも出し

ていただければありがたいと思ってるんです。施設が朽ちて動かんようになるまで置いと

くんやというようなことは考えてはれへんと思いますんでね、検討していただいている中
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身について、今の時点ではどうなのかということをお聞きしたいと思います。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 現在、スポーツセンターのほうで夕方６時以降の開館ニーズを毎月報告していただいて

おります。当然、現状６時以降、９時まで３時間なんですけども、五、六名程度の利用し

か現在ございません。そういう時間も含めまして今後、今財政健全化の途中でございます

ので、それまでは何もできないとは思いますけども、いろんな形で負担をかけない形で、

またいろんな方法を模索していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ぜひ前向きに考えていただきたいと思ってるんです。そうしないと、これ、わかりまし

た、財政ができました、再開しますと言ったときに、再開できんほど機械が傷んどったら

大変でしょう。そうしたところのメンテナンスというか、それはやられているんでしょう

か。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 温水プールのボイラー系につきましては、現在のところメンテはしておりません。その

他の部分、夏季ですね、夏季の部分で動かすろ過ポンプ等につきましては、随時メンテの

ほうは行っております。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 



165 

 

 私どもがお願いしているのは、忠岡の大事な財産、これはプールであると同時に温水プ

ール部分ということでお聞かせいただきたいというふうに思ってるんです。そこが再開す

るために検討している、これはお聞きしました。それであるならば、ちゃんとメンテナン

スもしていただかんことにはね、いざ財政ができました、再開するために努力しますと言

うたときに、いや、実は修理代が何千万もかかりまして、結局だめなんですよというふう

なことがないようにしていただきたいということを今申し上げてるんです。点検もせん

と、そんな保証できますかということを聞かしていただいてるんです。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 温水プールにつきましては、平成２２年の１０月からとめております。この部分につき

ましては、近隣のほうで立派な施設ができております。ですので、再開となりますと、利

用者がどれだけ戻ってくるか、そういう部分を見きわめながら再開に向けて検討する必要

があると思っております。その中で、温水プール系のメンテを毎年するというのは、かな

りのまた負担が、その部分を動かすめどがまだ何年後になるかもわからない状態でメンテ

だけに対して投資をするというのも、かなりの財政負担が生じると思いますので、現在の

ところはろ過ポンプ系のみメンテをさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 ということは、いざ財政がよくなりました、再開しましょうというときに、それがネッ

クになってできないということがあり得るでしょう。私ら、機械物やから、ほっといたら

そうなるというふうに思ってます。これは課長さんも同じように思ってはると思うんです

よ。今おっしゃった周辺のところの調査とかいうのは、これは以前から何度も質問してま

すから、とっくにそうしたものはでき上がっているというふうに私たちは思っています。

何度も言われて検討すると言うてるんやからね、そんなんほったらかしにしてきましたと

いうようなことはないと思ってるんです。だから、今お聞きしている大事なところは、そ

の温水系がぼろぼろになってますというふうなことがないようにしてくださいねと。でな

いと、いざ再開したいという意思ができたとしても、お金ができても、それでは間に合い

ませんと。もっとたくさんたくさん要ることになりますよというふうな状態にならん程度
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のメンテナンスはしといてくださいということをお聞きしてるんです。 

町長（和田吉衛町長） 

 ちょっと聞きたいんやけど。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 今、クローズしてるんですよ。クローズしてるから健全化でかなり大分たまってきてる

わけですな。計算でいくと。再開するときに金を入れると、金額でいうたらとんとんにな

ってるんではないんですか。あるいは、再開するんやからこれだけの金を入れるというの

が１つの財政投入でもないんですか。むだやけど、点検ばっかりしとけという言い方はち

ょっと解せないんやけどな、私は。私としてはね。使わないのに、何してんなと言われる

ほうがつらいなあと思うんやけども。どうでしょうか。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町長さん、水回りの機械、特に温水でやっているようなところですね、これは長い間放

っといたらね、次動かすときにやっぱりトラブルが起こるんです。ですから、そうしたこ

とがないように、次に財政がよくなって再開を検討してますよというお返事をずっといた

だいてますから、そしたらその部分の点検は大丈夫かということを聞かせていただいてる

んです。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 僕の思っているのでは、数字的、金額的にいくと、スタートするんやろ。それはそうい

う投入せないかんわな。だから、それはそのときにスタートができるかどうかということ

になっていくと思うんですが。いやいや、かまへんよ、そんなん赤字でもどんどんやって

いけという立場によう立たんのですけどね。まあまあ、いろんな検討しますわな。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 
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委員（高迫千代司委員） 

 町長さん、閉めたときでね、効果額があったのは１，６００万なんです。だから、本来

それでいけたら、財政が好転すればできるし、その１，６００万も熊取がやっているよう

な手法を導入することができてすれば黒字になると、こういうふうなことも含めてちゃん

と検討していただいていると私たちは思っているんです。思っていた上で、この機械がず

うっとほったらかしやったらね、いざ動かしましょうかいうたら、町長さんのおっしゃっ

ていただいてるためてる金があるやろうと言うてるけど、その金でできへんかもしれませ

んね。だから、そういうことがないように、事前に点検をしてもらう。橋と一緒ですよ。

長寿命化をちゃんと図っていってもろうたらね、いざというときに役に立つんです。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 自分としては、今始末していこうとしてる思想なんですよ。持続可能なそういう町にし

ていこうと思うと、皆に辛抱してもらいたいと、こういうことですのでね。そのうちに辛

抱せんでええでえとなったら、使うていただいたらと思ってますんやけども。 

 それから今、熊取がどうなったんか知らんけども、本町はかなり努力して、民営化も含

めて努力したんですがね、やっぱり本町の体制ではあかんという、そういうことで食いつ

いてきませんでしたからね、そういう経過もひとつ知っといていただいてね。今でもやっ

てくれたら一番ええんですけどね、うちの思うように。 

委員（高迫千代司委員） 

 すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 町長さんのね、あのときに努力していただいて、いろいろ検討していただいたというの

は、私らも同じ議会で報告を受けとって理解してます。理解してますが、より効果的な運

営をしているところもあるということでお話をさせていただいてますので、これはよろし

くお願いしておきたいと思います。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 
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 先ほど高迫委員からピアノの件が出ていましたけども、以前、勤労青少年ホームのほう

にピアノがありました。そこで女性コーラスが２団体、それからブラスバンドはピアノを

使わなかったけども、そこの部屋にピアノがあったんですわ。で、あのピアノはどこへ行

ったんですか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 申しわけございません。ちょっと把握しておりません。また後ほど調べさせていただき

ます。 

委員（和田善臣委員） 

 文化会館の中にはピアノを置く場所、部屋がないんですわ。音、じゃじゃ漏れやから。 

委員長（河野隆子委員長） 

 そしたら、ピアノについては、また調べてお返事いただくということで。 

 他に、ご質疑ありませんか。高迫委員。 

 委員（高迫千代司委員） 

 よろしいでしょうか。すみません。忠岡町の体育協会のことでお伺いをいたします。実

は、体育協会に所属しておりますソフトバレーボールという連盟がございます。ここはア

スリート、いわゆる競技する団体ではなしに、生涯スポーツとして年取っても楽しくスポ

ーツができる、老若男女が楽しめるというふうな趣旨でやっているところで、もともとは

忠岡町の体育協会、当時のヤマモト会長さんが、１年目はインディアカ、２年目はソフト

バレーというふうに、こういう講座を開いて、そこに集まってきた人たちを中心にして発

足して、ずうっと続いてきてるんですね。 

 続いてきたんですが、去年の１０月にちょっとトラブルがありまして、話し合いはして

おりますが、ことしの５月に体育協会の会長さんが、これまでどおり使っていただいて結

構ですよということで、ずうっと一貫して継続して使っておったんです。ところが、７月

に体育協会の会長さんが、ソフトバレーボール連盟の当時の会長を呼んで、練習をしては

なりません、体育館を使わせません、こういうふうな話をされたんです。それ以後、７

月、８月、９月、それで今１０月ですね。週１回、水曜日、ずっと練習をしたり、秋には

大会を楽しんだりしている連盟が、一切練習ができない、こういう状態が続いているんで

す。 

 私がお聞きしたいのは、これは体育協会の規約というものがあります。この規約のどの

条項で会長がそうした指示を出せるのか、この点についてお聞きをしたいと思うんです。 

教育長（富本正昭教育長） 



169 

 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 今、委員お尋ねの部分ですけども、体育協会の規約の中でどの条項で云々というお尋ね

でございました。いわゆるこれは体育協会の中でお話し合いいただいた件だと思っており

ます。この事案そのものを、この内容そのものが本来なら各１４団体、体育協会に加盟さ

れていて、それぞれの連盟の中でのことでありましたならば、連盟の中でご解決いただく

というのが各種連盟の原則になっているかと思うんですが、少しいろいろと問題もあった

中で、協会の会長さんがそこにおられた理事の方のいわゆる委任といいましょうか、会長

一任という言葉でこの解決に対して乗り出したというふうに私のほうは理解しておりま

す。 

 条項と言うならば、どうなんでしょうか、その他特に必要な事項というような部分と、

それから会長の責務が協会を代表し、統括すると。統括するということは、組織や人を取

りまとめるというのが統括の意味でしょうから、その部分にのっとって会長として看過で

きないという形で動いたのかなと、これはあくまでも推測でありますが、そのように理解

しております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 これは推測ではなしにね、現実に体育協会の会長が体育館を使ってはなりませんという

指示を出してるんです。その前の５月にはね、ちゃんと従来どおりお使いくださいという

ことで何の問題もなく動いてきているものが、突然体育協会の会長がソフトバレーボール

連盟の会長を呼び出して、使わせない。いわゆるこれは罰則ですよね。この罰則を４カ月

にわたって強制するような、そんな力はこの規約のどこにあるんでしょうか。規約とか

ね、そういうもので本来動いているわけでしょう。会長の好きや嫌いとか、そんなもので

はないと思ってます。だから、これは行き過ぎたやり方だというふうに思ってますから、

これは直ちに是正されるべきものだというふうに私は思ってます。規約に基づいてちゃん

とするというのであれば、そんな４カ月も体育協会の傘下の連盟に、そんなことを一方的

に強いるような根拠ってないと思うんですよ。話し合いの中に入ってきて、うまくいくよ

うにしましょうということであれば、会長のここで言う統括するということになるかもし

れません。しかし、一方だけに４カ月も体育館を使わせない、こんな異様なことが行われ
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てるということについては、今おっしゃっているように話し合いでという次元を超えてい

ます。 

 話し合いは大いにしたらいいと思ってるんですよ。そやけど、一方的に体育館も使わせ

ない、こんな異様なことが起こっているとしたら、これは教育委員会としてもお考えいた

だく必要があるんではないでしょうか。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 聞くところによると、新しくまたソフトバレーのほうも連盟の会長が、後任が決まられ

て、当然体育協会に所属しておりますので、理事として体育協会の会議等に参加できる、

また参加していただく、そういうことだと思っております。ということは、現状その段階

で協会会長がご指示されたことに対しての不服申し立ても当然可能だと思っております。

ということで、できるだけ現状そういう部分、何か会長がまたそういう裁定をされておら

れるということには何か理由があるのかなと、体育協会の中でよくそこの部分をお話しい

ただいて、できましたら私としましたら、先ほど委員おっしゃった生涯スポーツのやはり

心身ともに健康で生きがいにあふれた、そういうふうな取り組みになっていただきたいな

と、それを希望するのみでございます。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 忠岡町も教育委員会も、憲法と法と条例に基づいて動いていますね。体育協会といえど

も、民間団体ですけれど、みずからつくったこの規約に基づいて活動する。規約にないこ

とを４カ月にわたって一方の側に強制するというのは、ここの会長が目的を達成するため

に上がっている、任務を統括するというものからは大きく逸脱しているというふうには思

われませんか。こんなことが行われたら、こんなん異常ですよ。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 



171 

 

 今そういうふうなお話があったんですけども、４カ月間、当時こういう裁定が出たとき

にも、異議申し立ては当然のごとく可能であったかなと思うわけなんですけども、その辺

の経過は私どもはちょっと知り得ないところでございます。何度も申し上げますが、本当

に町民同士がそこで楽しくスポーツをしていただくというのが、これ全てでありますの

で、よく話し合われて解決に向かっていただくことを切望いたしております。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 つまり、条例にもない、もちろん体育協会ですから、この規約にもないことが行われて

いる、これが異常だというふうに思っていただけるかどうかという点にかかってるんで

す。今、教育長さんは、抗議をしているのかというふうにおっしゃいました。これは７月

に行われた後でね、ちゃんとソフトバレーボール連盟のメンバーが話し合って、回答書を

つくって体育協会の会長に面談をして渡しているんです。ただ、そのときに私お聞きしま

したら、話は聞いたけれど、最後はその文書を読んで返してきたということのようです。

しかし、ちゃんと改善されるべき問題点を明らかにして、今会長としてとるべき態度はこ

こでないでしょうかということはちゃんと文面で手渡ししているんです。にもかかわら

ず、７月過ぎて、８月、９月、１０月ね。これはやっぱり体育協会としても、こんなこと

が行われていいのかというのは、やっぱり真剣に考えていただかなあかんと思ってます。 

 この間、会議が９月の末にあったらしいんですけれど、ソフトバレーボール連盟はいつ

も町民運動会で体育協会の先頭に立って行進をさせていただいております。協会の会長か

らは、今度の町民体育祭、行進に出なくて結構です、出ては困りますというお話と、その

ときにいつも補助金をいただいてますね。それは出しません。こういうことまであわせて

行われています。体育協会の会長にそんな権限はあるんですか。この規約のどこにそれが

書かれているのか。ちゃんと話し合い、何度もしてるんですよ。それ以外にも、直接会長

の家へ行って要請してるということを私はお聞きしてます。何でスポーツが好きで頑張っ

て練習してる人に、４カ月もその練習の場所を取り上げるんですか。そんな権限は会長に

あるんですか。あるとすればその根拠はどこにあるのか、これをお示しいただきたいと思

います。教育長さんが言うてるように、話し合いも要望もちゃんとしてはるんです。 

 私は、こんな問題を議員という立場でここで取り上げたいなんて思ってません、本来。

だから、今まで何もせずにずうっと来たんですよ。でも、４カ月たってなお同じ状態が続

いているということで、これはもう教育長さんにお話を聞いていただく以外にはないとい

うことでさせていただきました。これは決算委員会の場合は事前に何を質問するかという

ことを聞くマーカーにも入れまして、教育長さんにもちゃんと事前にお話も聞いていただ
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いてます。その上できょう聞かしていただいてるんです。これは教育長さん、人権の問題

ですよ、ほんまに。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 今回の件も、人と人それぞれの、個人のというよりも、１人の人というよりも、相手が

あっての話だと思います。お互いの相手のあっての話ということの中で、今ソフトバレー

連盟さん側のお話というのは委員のほうからお聞かせいただいたわけですけども、その相

手の感情も、今人権という言葉が出ましたが、相手の方はどう捉えているのか、それは私

はここではよくわかりませんけども、人と人ということでありますので、時間はたってい

るかと思うんですけども、そこはやはり話し合いでしか解決はできないんではないかな

と。よく話し合って解決に向けてお願いしたいなと思っております。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 はい。高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 話し合いをすることは、連盟の人はやぶさかではないということで、この間何度か持た

していただいてます。それは別に、今教育長さんがおっしゃるように、人間というのは話

し合いを通じて理解を深めて、何か問題があっても妥協していく、こういう知恵を持って

います。それはいいんですが、それがずうっと延々と続いていく中で、４カ月も練習させ

ない。ここなんですよ。練習はしてください。でも、話し合いは続けますよ。体育協会と

して責任を持って解決するために努力しますというんなら、まだわかりますよ。一方的に

ペナルティーを与えながらね、話し合いをしてください。話し合いが解決しなければ、ず

うっと使わせません。こんなことが許されるんですか。話し合いを拒否してるんじゃない

んですよ。 

委員（和田善臣委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 和田委員。 

委員（和田善臣委員） 

 高迫委員言われているのは重々わかりました。ただ、これは相手さんもあることですの
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でね、これは決算委員会ということで、体育協会の補助金が出てますわね。その件で外れ

はないんですが、相手さんがいてないんでね、相手さんも交えての話をやってもらわん

と、我々ではどう考えてもわかりませんわ。だから、その場を設けてもろたらどうです

か。 

委員（高迫千代司委員） 

 教育長さんに私、何度もお聞きしてるのは、相手と話し合えというのはね、これは必要

だと思ってます。話し合いで理解を深めればいいわけですから。ただし、その話し合いを

している中でも、４カ月間も練習をさせないという会長の権限はどこにあるのか。それは

この規約のどこに書いているんかということを聞かせてもらってるだけなんです。そんな

難しい問題と違います。話し合いはしなければならんと思っています。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 何度も申し上げておりますけども、今回の件の部分で、本来なら連盟の所属の方同士の

トラブル等に関しましては、今までも他の連盟でもありましたとおり、連盟の会長が裁定

したり、話し合いを設けて、その場でお互いの言い分を聞いて、そこでおさめていくとい

うふうに、これまでもそういうふうにしてこられたというふうにはよく聞いております。 

 で、今回この事案の少し特殊な部分も含めて、１４団体の長であります体育協会の会長

がいろいろ入っていったと。それも、他の理事さんもこの件の解決に関しては、いわゆる

体育協会の他の所属連盟の会長さん等も、いわゆる協会会長一任という言葉を得て、その

後、会長さんは動いているというふうに私どもは理解しているところです。 

 なかなかこのスポーツにかかわる部分でニュートラルで審判、判定に入っていくという

のは難しい。しかし、そこの場を体育協会の会長さんは間に入っていただいているのでは

ないかなと私どもは理解しているところでございます。その中で、なかなかその部分が続

いているということは、恐らく間に入っておられる会長さんもいろいろの部分で判断され

て、逆に相手の方が心証を悪くする可能性もある。そこの部分は私どもはわかりません。

推測の世界です。しかし、そういう部分の賢明なご判断があってのことかなというふうに

は理解はしております。 

 ただ、なかなか人の心ですから、時間がたてばたつほど、心いろいろと化学変化もして

まいります。そこをおさめるという部分は非常に難しい。そういう部分で、そういうふう

なご判断なのかなあと、これはあくまでも推測でございますが、考えているところです。 

 以上です。 

委員（高迫千代司委員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 私が申し上げているのは、この問題の中身についてまで教育長さんにお聞きいただきた

いというふうには思っていません。これはまたみずからで解決していく問題だと思ってい

ますからね。ただ、この規約にもないようなことを会長が４カ月も一方的に会場を使わせ

ない。それはどこに書かれているんだということを聞いてるだけなんですよ。そんな権限

は会長にあるんですかと。会長というのは、私もずっと長い間、サッカー連盟で理事をし

てきました。会議にも十何年参加してきました。合議制で選ばれた責任者ではありますけ

れど、そんな強権を発動するようなことはかつて一度もありませんでしたし、そうした問

題ではないと思っています。今回、その強権を発動して４カ月も練習をさせないというよ

うな根拠はどこにあるのか、このことを教育長さんに聞いているだけです。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 ちょっとお待ちください。先ほどからなかなか、生涯スポーツですから、住民が皆さん

明るくせなあかんというものもありますし、あと体育協会のあり方の問題も、いろいろと

今高迫委員がおっしゃったように、私も聞いてて不可解な面もありますが、なかなかその

答弁もかみ合わないところですので、高迫委員がずっとさっきから言っておられるその規

約ですね、規約での根拠、それをきっちり教育長、言っていただいて、高迫さん、いろい

ろ言いたいところはあると思いますけど、ちょっともうそろそろそれでとめていただきた

いと思います。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。当たるとするならば、根拠は、人が決めていく、それから会を統括する会長さ

んが、その中でいろんな人のお話を決めながらまとめていくという部分で、第何条の第何

項というのは難しい部分であるかとは思いますが、現実には私が思うには、第１１条の

８、「その他特に必要な事項」という形で、理事さんの会長一任という言葉で、この行為

をせなあかん、乗り出さなあかんというお心になったんではないかなというふうに感じて

おります。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長、わかりました。わかりましたが。 

委員長（河野隆子委員長） 

 最後に。 

委員（高迫千代司委員） 
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 そのことで４カ月練習をさせない、こんな不当なことをするような根拠は、今の教育長

さんの１１条の８、「その他必要な事項」なんてなもので、４カ月もほんまに練習させな

いなんていうのは根拠になりませんよ。もっと明確な根拠があるんやったらお示しをいた

だきたいと思いますし、そんな不当なことがやられているのであれば、ちゃんと指導して

いただく。そういう責任が教育委員会には私はあると思ってます。そういうふうにこの問

題をお聞きいただいて、どうしてもその根拠がないというんであればね、その根拠のもと

はどこなのか、もし根拠がなければ直ちにそういうことはやめるべきではないか、そうい

うふうな指導が要るんではないですか。 

 私たちは相手との話し合い、もう私は直接関係なくなりましたが、相手との話し合いを

することはやぶさかではないし、してます。してる中で、４カ月も練習をさせない。そん

な権限とか項目はどこにもないですよ。それはちゃんと見ていただいて、おかしいと思え

ばちゃんと指導もしていただく。それは切にお願いをしておきたいと思います。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、予備費までの質疑ありませんか。公債費、予備費、質疑ありませんか。 

委員（高迫千代司委員） 

 １つだけ、すみません。委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 財政課長さん、この年度まではね、財政調整基金もありますし、国保とかその他の会計

に一時お金を回していくということは可能であろうと思うんです。で、この１０年間の見

通しを見ますと、だんだん財調がなくなっていくという年度もあります。なくならないま

でも、少なければ、ほかの会計に一時お貸しするという力がなくなってきます。すると、

ここの書いてある一時借入金の利子ですね。この年度は大変小さくて１９万１，５４３円

ですね。これが大きく借りて膨らむというふうなことはないでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 田中財政課長。 

財政課（田中成和課長） 

 今現在は、議員おっしゃるとおり財政調整基金、これを利活用しまして他会計への一時

融通しておるという状況でございます。今後も他会計へなるべく融通できるように、財政

調整基金そのものをなるべくなくさないようにしていきたいと思いますが、これが枯渇し

た上で年度の運転資金が困るようであれば、その部分、一般会計それから各特別会計にお

いても、それなりに利息を負担し、市中銀行等で資金を借りなければならない場合もある
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かと考えております。まだその時期に関しては、どういう状況になるかはわかりません。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 このいただいた資料では、２７年度で財調は４億、２８年度では１億１，６００万。と

いうふうになってきますと、どの年度までそうしたお金は、利子をつけたお金を借りない

でやっていけるということになるんでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 議員おっしゃる１億５，５００万円ほどの財政調整基金しか残っていない状況になれ

ば、他会計へ回す余裕はなくなりますので、その時点では銀行になるかどうかわかりませ

んが、また運転資金として大きなお金を借りていかないといけない状況になるかと思われ

ます。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうした期間が２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、今ここに出ている

中でずっと続いてますが、例えば３４年の２億５，５００万ぐらいの財調があれば、それ

は必要はなくなるわけでしょうか。それとも、その先の４億４，５００万ぐらいまでは必

要なのでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 今、高迫議員おっしゃったとおり、ここに掲げている数字というのは決算額の見込み額

でございまして、実質、最終的には２億５，０００万残るといたしましても、実際の運営

資金といたしましては、当然枯渇するものでございます。ですので、今おっしゃったとお
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り、これが決算額という見込みで今出させていただいておりますけれども、４億、５億程

度の決算が出るようであれば、そのあたりについてはお借り入れしなくても運営はできて

いるのではないかなということと、それと以前、一時借入金の利子ですね、１８年度以

降、かなり厳しいときに市中銀行からお借りして、多額の利子を支払ったということでご

ざいますけれども、ここ数年は振興協会のほうからお借り入れすることができまして、大

体市場金利、短プラの１５分の１ぐらいの額で済んでおりますので、今後もこのあたり活

用して、できる限りそのあたりの支出を抑えていきたいというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

委員（高迫千代司委員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 高迫委員。 

委員（高迫千代司委員） 

 そうすると、しばらく基金ゼロという状態も続きますけどね、それほど心配するほど大

きな一借の利子は出ないということになるわけでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子委員長） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 できるだけそうしてまいりたいし、またそうなるものであると考えております。 

委員（高迫千代司委員） 

 わかりました。 

委員長（河野隆子委員長） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子委員長） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 以上をもちまして、一般会計の決算の審査を終結いたします。 

 お諮りいたします。議事の都合により本日の委員会をとどめ、延会いたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子委員長） 

 異議なしと認め、延会することに決定しました。 

 なお、あした１０時より再開いたします。あしたは、各特別会計決算から始めますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 委員または理事者の皆さん、大変お疲れさまでございました。本日はこれで延会いたし

ます。 

（「午後６時３８分」延会） 


